
宣

作
の

究

宣

作
序

譯
注
稿

究
代
表

大

雄

は
じ
め
に

・

宣
（
五
九
六
｜
六
六
七
）
は
、

初

の
佛

が
持
つ

々
な

題
に
、
同
時
代
人
と
し
て
取
り
組
み
、
後
世
の
戒
律
學
、
佛

史
學

へ
甚
だ
大
き
い
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
そ
う
し
た

宣
が

し
た
多
種
多

な

作
群
の
全
體
像
を
把
握
し
、

宣
の
思
想
と
行
動
の
跡

を
總
合

に
解

す
る
た
め
の
方
法
と
し
て
、
そ
れ
ら
に
付
さ
れ
て
い
る

序
・
後
序
等
の
序

の
讀
解
作
業
を
會
讀
形
式
で
行
な
っ
て
い

る
。
こ
の

究
は
、
故
藤
善

澄
氏

宣
傳
の

究

の
成
果
を
基
礎
と
し
て
、

宣
の

作
そ
の
も
の
の
總
合

理
解
を
圖
り
、

宣

そ
の
人
の
思
想
と
、
彼
を
取
り

く
時
代
と
社
會
、
及
び
佛

の
實
態
把
握
を
企
圖
し
て
大
谷
大
學

に
發
足
し
た
二
〇
一
一
年
度
の

究

に

續
す
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
科
學

究
費
補
助
金
・

宗
總
合

究

一
般

究
・

究
課
題
名

宣

作
の

究

の
初
年
度

で
あ
る
二
〇
一
二
年
度
ま
で
に
實
施
し
、
成
稿
を
得
た

究
成
果
を
本

究

紀

に
掲
載
す
る
に
當
り
、
そ
の

略
を

べ
る
。
こ
れ
ら

は
、
隋
・

代
初

を
代
表
す
る
戒
律
學
、

史
學
、
目

學
ま
た
思
想
史
に
關
わ
る
、

宣
自
身
に
よ
っ
て

べ
ら
れ
た
序

等
の
現
代

語
譯

の
第
一

と
な
る

究
成
果
で
あ
る
。
共
同

究
の
成
果
の
形
式
は
、
い
づ
れ
も
原

の
釋

・
訓
讀
・
譯

・
語
註
の
順
に
作

成
さ
れ
て
い
る
。
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宣
の

作
は
廣
範
圍
に
わ
た
る
が
、
お
よ
そ
以
下
の
四
種
に
分

さ
れ
る
。

第
一
群
：
戒
律
に
關
わ
る

作
群

の

四
分
律

繁
補
闕
行
事
鈔

一
二

を
始
め
と
し
て

四
分
律
比
丘
含
注
戒
本

三

等
の
、
序
を
有
す
る
一
一
部
が

え
ら

れ
る
。
こ
れ
ら
は

多
い

宣

作
の
中
で
も
最
も

の
部
分
を
な
し
、
そ
の

も
ご
く
初

か
ら
最
晩
年
に
至
る
彼
の
ほ
ぼ
全

生
涯
に
わ
た
る
。

こ
れ
に
關
し
て
は
、

顯
彰
（

究
分

）
が
、

四
分
律
含
注
戒
本
疏

序
、
及
び

四
分
律

補
隨
機

疏

序
を
、
松
岡
智

美
（

究
協
力

）
が

四
分
律
比
丘
尼
鈔

序
、
及
び

釋
門

儀

序
を

當
し
、
そ
れ
ら
の
解
讀
の
結
果
が
共
同

究
の
場
に
附
さ

れ
、
原
稿
に
對
す
る

の

討
を
經
て
、

釋
門

儀

を
除
く
三
點
が
こ
こ
に
掲
載
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。

の
第
二
群
、
第
三

群
、
第
四
群
に
屬
す
る

作
に
つ
い
て
も
同

の

討
を
重
ね
て
成
稿
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

第
二
群
：
經
典
目

。

こ
れ
に
つ
い
て
は

大

典

一
〇

が
あ
る
の
み
で
あ
る
が
、

代
に

纂
さ
れ
た
經
典
目

の
嚆
矢
と
し
て
重

な
位
置
を
占

め
て
い
る
。
佛

經
典
の

集
保
存
の
基
準
を
示
す

入
藏

は
そ
の
後
の
時
代
に
大
き
な
影
響
を
與
え
、
ま
た
彼
の

史

・
佛

史

を
知
る
史
料
で
も
あ
る
。

大

典

序
に
つ
い
て
は
、
大

雄
（

究
代
表

）
が

當
し
、
成
稿
と
し
て
い
る
。

大

典

各

の
序
に
つ
い
て

も
、
順

に
解
讀
を

め
る
豫
定
で
あ
る
。

第
三
群
：
史
傳
關
係
の

作
。

中
國
佛

史

究
の
基
礎
史
料
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

續
高

傳

三
〇

や

釋
迦
氏

一

、

釋
迦
方
誌

二

、

集

州
三

寶
感

三

、

宣
律
師
感

一

の
五
部
が
あ
り
、
ま
た
戒
律
關
係
の
史
傳
記

と
し
て

律
相
感

傳

一

が
あ
る
。

第
三
群
に
つ
い
て
は
、
松
浦
典
弘
（

究
分

）
に
よ
っ
て
、

律
相
感

傳

序
が

當
さ
れ
、
今
回

載
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た

宣 作の 究



續
高

傳

の
序
及
び

序
に
つ
い
て
は
、
大

雄
（

究
代
表

）
が
本
學
大
學
院
の
授
業
の
中
で
讀
解
を

め
て
お
り
、

釋
迦
氏

釋
迦
方
誌

の
序
に
つ
い
て
は

年
度
に
お
い
て
譯
注
作
業
が
行
な
わ
れ
る
豫
定
で
あ
る
。

第
四
群
：
護
法
・
三

論

に
關
係
す
る

作
群
。

こ
こ
に
は

廣
弘

集

三
〇

、

集
古
今
佛

論
衡

四

が
含
ま
れ
る
。
中
國
佛

史
・
思
想
史
上
の
最
も
重

と
さ
れ
る
史
料
集

で
あ
る
。

こ
の
第
四
群
に
つ
い
て
は
、

廣
弘

集

總
序
を
便
宜

に

・
後

に
分
け
、
藤
井
政

（

究
分

）
、
河
邊

法
（

究
協
力

）

に
よ
っ
て

當
さ
れ
、
ま
た

廣
弘

集

五
の
辨
惑

序
も
總
序
と
同

に

・
後

に
分
け
、
藤
井
政

、
河
邊

法
に
よ
っ
て
原

稿

さ
れ
て
い
る
。
更
に

集
古
今
佛

論
衡

序
は
今
西
智
久
（

究
分

）
が

當
し
た
。
今
回
の
報

は
以
上
の
三
點
の
譯
注
に
と

ど
ま
る
が
、
た
と
え
ば

廣
弘

集

に
は
全
一
〇

そ
れ
ぞ
れ
に
序
が
あ
り
、

年
度
以
降
、
辨
惑

序
を
除
く
も
の
に
つ
い
て
順

作

業
を

め
て
行
く
豫
定
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
今
般
掲
載
し
得
た
譯
注
稿
は
、
あ
く
ま
で
も
稿
と
し
た
よ
う
に
試
譯
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ

れ
ら
に
よ
っ
て
も
、

宣
が
そ
れ
ぞ
れ
の

作
に
自
ら
付
し
た
序

を

し
て
、

宣
の

え
、
あ
る
い
は
立
場
の
一
端
を
理
解
す
る
こ
と

が
可
能
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
點
に
つ
い
て
一
、
二
の
表
現
を
取
り
上
げ
て
指

し
て
み
た
い
。

一
つ
に
は
、

行
事

の
語
が
あ
る
。

四
分
律

補
隨
機

疏

序
に

の
よ
う
に
言
う
。

世
に

び
、

ぎ
て
作
る

あ
り
、
盛
ん
に
律

を
解
す
る
も
、

し
く
辭
費
を
張
ぶ
る
の
み
な
り
。
行
事
に
至
り
て
は
、
未
だ
其

の

を
見
ず
。

ま
た
續
い
て

に
正
量
に
依
り
、
傍
ね
く
行
用
を
出
だ
す

と
も
言
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も

體

な
事
柄
、
作
法
の

體
例
を
指
し
て

お
り
、
い
た
ず
ら
な

理

論
に
依
る
こ
と
の
非
を
鳴
ら
す
と
こ
ろ
な
ど
、
あ
た
か
も

史
記

の
太
史
公
自
序
に
言
う

我

之
を

言
に
載
せ
ん
と
欲
す
る
も
、
之
を
行
事
に
見
す
の
深
切

な
る
に
し
か
ざ
る
な
り
。
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を
髣
髴
と
さ
せ
る
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
ま
た

廣
弘

集

總
序
に
も

其
の
行
事
に
據
る

と
書
か
れ
、
そ
こ
で
は

直
筆

の

語
と
對
應
し
て
用
い
ら
れ
、
更
に

廣
弘

集

辨
惑

序
で
は

實

の
語
と
共
に
記
さ
れ
て
い
る
。

實

の
語
は

集
古
今
佛

論
衡

序
の

頭
に
も
見
え
る
。
戒
律
の

家
と
し
て
當
然
と
言
え
ば
當
然
で
は
あ
っ
て
も
、

體

實

な

勢
が
、
こ
の
よ
う
な
表

現
を
採
用
す
る
と
こ
ろ
に
示
さ
れ
て
い
よ
う
。

今
一
つ
に
は
、

嘉

の
語
が
あ
る
。

大

典

の
序
に
お
い
て
、

宣
は
中
國
に
佛

が
傳
わ
っ
て
以
來
、

六
百
年
の
嘉
き

が
經

し
た

と
言
う
。
三

論

の
渦
中
に
あ
っ
て
指

立
場
に
あ
っ
た

宣
は
、
時
と
し
て
儒
・

二

の
、
中
で
も

の
俗

に
對
し
て
は
舌
鋒

く
論

し
て
や
ま
な
い
が
、
一
方
、

廣
弘

集

辨
惑

序
で
は
、

・
楊
雄
の

太
玄
經

、
東

・
葛
洪
の

抱

朴
子

や

仙
傳

、
そ
し
て

子

を
優
れ
た
書
と
し
て

揚
す
る
。

初

の
三

論

の
中
に
あ
っ
て
も
、
今
を
佛

史
上
の
嘉

と
捉
え
る
と
共
に
、

家
の
良
書
に
は

辭
を
惜
し
ま
な
い

宣
の

衡
に
思
い
を
凝
ら
す

が
窺
え
る
一
例
で
あ
る
。

こ
の
他
に
、
た
と
え
ば

律
相
感

傳

の
序
に
は
、

作
の
自
己

價
に
關
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

を
裨
助
し
、
幽
鬼
隨
喜
し
、

せ
ざ
る
は
な
し

と
自

さ
れ
る

續
高

傳

や

廣
弘

集

に
對
し
、

律
部

の

抄

疏
儀

に
聊
か
の
見
劣
り
が
あ
る
の

は
、
こ
れ
は

宣
の

ち
で
は
な
く
、
譯
語
の
問
題
で
あ
る
、
と
天
人
に
語
ら
せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に

譯
論
や
天
・
人
の

の
交
感
、

あ
る
い
は

宣
が

張
し
て
や
ま
な
い
戒
定
慧
三
學
の

修
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
か
ら
の
譯
注
作
業
の
中
で
、
多
く
の
知
見
を
得
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
。

以
上
、

宣
の

作
序

の
總

か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
一
部
の
成
果
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
今
回
公
表
す
る
現
代
語
譯

の

手
法
を
序

全
體
に
及
ぼ
せ
ば
、
そ
の

究
成
果
は
學
界
に
裨

す
る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
を
目

と
し
て
行
き
た
い
と

え

て
い
る
。

宣 作の 究



例
﹇
釋

﹈

底
本
は
、
大
正
新
脩
大
藏
經
及
び
新
纂
大

本

續
藏
經
を
用
い
た
。

﹇
校
勘
﹈

校
勘
に
使
用
し
た
版
本
は
そ
れ
ぞ
れ
略

を
も
っ
て
示
し
、
釋

の

當
箇

に
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
付
し
た
。
宋
・
元
・

・
宮
に
つ

い
て
は
大
正
藏
の
校
勘
記
を

用
し
た
。
校
勘
に
使
用
し
た
版
本
と
そ
の
略
號
は
以
下
の

り
で
あ
る
。

宋
…
宋
本
（
思
溪
版
）

元
…
元
本
（
普
寧
寺
版
）

…

本
（
萬

版
）

宮
…
宮

廳
書
陵
部
藏
本

麗
…
高
麗
大
藏
經
再

本

磧
…
磧
砂
大
藏
經
本

中
華
…
中
華
大
藏
經
本

﹇
訓
讀
﹈

訓
讀

は
、
校
勘
に
基
づ
き
必

に
應
じ
て

字
を
改
め
た
う
え
で
作
成
し
た
。

字
を
改
め
た
場
合
は
、
語
註
に
て
そ
の
旨
の

を

加
え
た
。

﹇
譯

﹈

（

）
は
語
句
の
補
足

を
、〔

〕
は

の
補
足
を
表
す
。

﹇
語
註
﹈
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引
用

の
う
ち
、
Ｔ
は

大
正
新
脩
大
藏
經

を
、
Ｘ
は

新
纂
大

本

續
藏
經

を
表
す
。

參解
讀
を

め
て
い
く
上
で
、
以
下
の

に
つ
い
て
は
和

本
も
參
照
し
た
。
＊
大
谷
大
學

藏
本
に
つ
い
て
は
、

求
記
號
を
付
し
た
。

四
分
律
含
注
戒
本
疏

＊
餘
大
七
〇
六

四
分
律

補
隨
機

疏

＊
餘
大
七
〇
六

四
分
律
比
丘
尼
鈔

…
正

三
年
（
一
七
一
三
）
刊
本

＊
餘
大
八
〇
〇

廣
弘

集

…
承
應
三
年
（
一
六
五
四
）
刊
本

宣 作の 究



四
分
律
含
注
戒
本
疏

序
（X

39,
710a

-712c

）

﹇
釋

﹈

四
分
戒
本

、
斯
乃
統
萬
行
之
關
鍵
、
寔
三
乘
之
階
轍

也
。
昔
夢

、
機
分
利
鈍
之
本
。
喩
金
顯

、

無
離
合
之
宗
。
然
則
二

部
五
部
、
隨
務
或
張
、
五
百
十
八
、
任

時

。
同

聲

、
竝
會

、

源
、

理
性
。
故
能
乘
津
五
衆
、
覆

群
萌
、
開
務

持
、
允
符
玄
旨
。

至
如
四
分
肇
興
、

、
正
法
初
百
、
便
列
其
宗
、
斯
人

三
機
、
殷

典
、

括
權
實
、
統

名
理
、
集
結
茲
藏
、

被
時

賓
。
故
使
韋

成
規
、
欽
承
無

。
自

部

流
、
咸
開
衢

、
獨
斯
一
宗
、
未

支
派
、
良
由
師
稟
有

、
知
時
不

故
也
。

蘊
結
西
土
、
千
有
餘
年
、
譯
傳
東
夏
、

四
百
載
、

有
傳
授
、
同

非
無
。
元
魏
季

、
慧
光
律
師
、
隨
義

、
重
出
一
本
。
首
題

敬

是
也
。
此
與

秦
覺

出
頗
得
相
符
。
高

末
祀
、
法
願
律
師
、
誦
律
計

、

出
一
本
。
略

敬
、
首
題
戒

是
也
。
斯

則
三
本
行
世
、
弘
魏

多
。
見
心
紛
擾
、
于
今
未

。

集
、
蓋
不
足
陳
、
經

大

、
義
無

抗
。

余
以
暇

、

群

、
互

波
瀾
、

分
其

、
至

行
事
、
盛
結

疑
。
豈
非

寫
本

、

略
正
解
、
致
令
後

、

愈
深
。

以
敢
依
律
部
、

集
正
經
、
仍
隨
本
律
、

注

。

成
流
廣
、
隨
務
可

、
至

義
理
、
未
遑
修
葺
。
今
有
二
三

學
、
共
結
山
門
、

以
戒

入

之

、
出
有
之

略
。
講

寡
、
悟
入
何

。
本
律
廣
而

求
、
斯
經

而
易
授
。
故
不
獲
已
、
試
復

之
。

機
、
已

唱
于

、
舒
演
義

、
敢

于

今
。
且
酬
來

、

括
詳
後
。

﹇
訓
讀
﹈
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四
分
戒
本
と
は
、
斯
れ
乃
ち
萬
行
を
統
べ
る
の
關
鍵
に
し
て
、
寔
に
三
乘
の
階
轍
な
り
。
昔

を
夢
み
て

を

げ
る
は
、
機
に
利
鈍
を

分
か
つ
の
本
な
り
。
金
に
喩
え
て

を
顯
わ
す
は
、

に
離
合
無
き
の
宗
な
り
。
然
れ
ば
則
ち
二
部
・
五
部
は
、
務
に
隨
い
或
い
は
張
り
、

五
百
・
十
八
は
、

に
任
せ
時
に

ぐ
。
同
じ
く
聲

を

と
し
、
竝
び
に

に
會
し
、

び
き
て

源
に

し
、

ね
く
理
性
を

か

す
。
故
に
能
く
五
衆
を
乘
津
し
、
群
萌
を
覆

し
、
開
き
て

持
に
務
め
、
允
に
玄
旨
に
符
う
。

四
分
の
肇
め
て
興
り
、

な
る
が
如
き
に
至
り
て
は
、
正
法
初
め
の
百
、
便
ち
其
の
宗
を
列
ね
、
斯
の
人

く
三
機
を

え
、
殷

ん
に

典
に

み
、
權
實
を

括
し
、
名
理
を
統

し
、
茲
の
藏
を
集
結
し
て
、

ね
く
時
賓
に
被
ら
す
。
故
に
韋

を
し
て
規
を
成
し
、

欽
承
し
て

え
る
こ
と
無
か
ら
し
む
。

部
の

流
し
て
、
咸
衢

を
開
き
て
よ
り
、
獨
り
斯
の
一
宗
、
未
だ
支
派
を

か
ざ
る
は
、
良
に

師
稟
に

有
り
、
時
の

ち
ざ
る
を
知
る
に
由
る
が
故
な
り
。

西
土
に
蘊
結
し
て
よ
り
、
千
有
餘
年
、
東
夏
に
譯
傳
し
て
、

に
四
百
載
に
な
ら
ん
と
し
、

有
る
傳
授
に
、
同

無
く
ん
ば
非
ず
。
元

魏
の
季

、
慧
光
律
師
、
義
に
隨
い
て

を

し
、
重
ね
て
一
本
を
出
す
。
首
に

敬
と
題
す
る

是
れ
な
り
。
此
れ

秦
の
覺

の

出

と
頗
る
相
い
符
す
る
こ
と
を
得
。
高

の
末
祀
、
法
願
律
師
、
律
を
誦
し
て

を
計
り
、

一
本
を
出
す
。

敬
を
略
し
、
首
に
戒

と
題

す
る

是
れ
な
り
。
斯
れ
則
ち
三
本
世
に
行
わ
れ
、
魏
を
弘
む
る

多
し
。
心
に
紛
擾
を
見
わ
し
、
今
に
于
い
て
未
だ

ま
ら
ざ
る
あ
り
。

集
を

す
れ
ば
、
蓋
し
陳
べ
る
に
足
ら
ざ
る
も
、
經

大

す
れ
ば
、
義
と
し
て

抗
無
し
。

余
暇

を
以
て
、

ね
く
群

を

る
に
、
互
い
に
波
瀾
を

ち
、

か
に
其
の

を
分
か
つ
も
、
行
事
に
至
り
て
は
、
盛
ん
に

疑
を

結
ぶ
。
豈
に

に
本

を
寫
し
、

じ
て
正
解
を
略
め
る
の
み
な
る
も
、
後

を
し
て

愈
い
よ
深
か
ら
し
む
る
を
致
す
に
非
ざ
ら
ん
や
。

以
に
敢
え
て
律
部
に
依
り
、

さ
に
正
經
を
集
め
、
仍
お
本
律
に
隨
い
、

ち
注

を

る
。

成
り
て
流
廣
し
、
務
め
に
隨
い
て

す

べ
き
も
、
義
理
に
至
り
て
は
、
未
だ
修
葺
す
る
に
遑
あ
ら
ず
。
今
二
三
の

學
有
り
、
共
に
山
門
に
結
び
、

に
戒
を
以
て
入

の

、

出
有
の

略
と

す
。
講

す
る
も
の

に
寡
し
、
悟
入
何
に
か

ら
ん
。
本
律
は
廣
く
し
て
求
め

き
も
、
斯
の
經
は

に
し
て
授
け
易

し
。
故
に
已
む
を
獲
ず
し
て
、
試
み
に
復
た
之
を

ぶ
。

く
機
に

う
こ
と
を

む
る
も
、
已
に
唱
を

に

し
、
義

を
舒
演
し
、
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敢
え
て

を

今
に

す
。
且
ら
く
來

に
酬
い
、

括
し
て
後
に
詳
か
に
せ
ん
。

﹇
譯

﹈

四
分
戒
本
と
は
、
萬
行
を
統
べ
る
關
鍵
で
あ
り
、
ま
こ
と
に
三
乘
の
階
轍
で
あ
る
。
昔
〔
ビ
ン
ビ
サ
ー
ラ
王
の
〕
夢
の
中
で

り
目
の
細

か
い
綿
布
が〔
十
八
片
に
分
か
れ
て
、
部
派
分
裂
の
〕

を

げ
た
こ
と
は
、
機
根
に
利
鈍
が
あ
る
と
い
う
根
本
義
で
あ
る
。〔
コ
ー
サ
ン
ビ
ー

の
比
丘
が

し
て
お
互
い
誹
謗
し
合
っ
て
分
裂
し
た
と
き
に
佛
が

此
れ
も
亦
是
れ

、
彼
も
亦
是
れ

と

べ
て
在
家
信

に
〕
金

杖
〔
を
布
施
す
る
際
は
二
分
す
る
よ
う
〕
に
喩
え
て

理
を
あ
き
ら
か
に
し
た
こ
と
は
、

に
離
合
の
な
い
こ
と
の
宗
義
（
お
お
も
と
）
で

あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
二
部
や
五
部
〔
に
部
派
分
裂
し
た
こ
と
〕
は
、〔
各
々
〕
務
め
に
よ
っ
て
展
開
し
た
の
で
あ
り
、
五
百
部
や
十
八
部
〔
に

分
裂
し
た
と
い
う
傳
承
〕
は
、

に
よ
っ
て
時
に
興

し
た
の
で
あ
る
。〔
部
派
に
分
か
れ
て
も
〕
同
じ
く
釋

の
聲
に
よ
っ
て

か
れ
た

え
を

實
と
し
て
、

の

え
に
符
い
、〔
衆
生
を
〕

い
て
釋

の

え
の
源
に
至
ら
し
め
、
あ
ま
ね
く
理
性
を

ら
か
に
し
て
い
る
。

よ
っ
て
〔
出
家
の
〕
五
衆
を
乘
せ
て
彼
岸
に
渡
ら
せ
、
衆
生
を
あ
ま
ね
く

み
込
み
、
衆
生
を
開
發
し
て

め
た
も
ち
、〔
佛
法
の
〕

深
い

旨
に
符
合
し
て
い
る
。

四
分
律

が
初
め
て
興
っ
て
、
は
る
か
長
く

え
を
傳
え
學
ば
れ
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
正
法
の
初
め
の
百
年
は
、
す
な
わ
ち
そ

れ
ぞ
れ
が

え
を
そ
の
ま
ま
に
傳
え
、
こ
の
當
時
の
人
た
ち
は
ひ
ろ
く
機
根
に
三
種
あ
る
こ
と
を

え
、
盛
ん
に
大
小
二
乘
の
佛
典
に
鑑
み
、

權
（
方
便
）
と
實
（

實
）
を

括
し
、
名
と
理
を
一
つ
に
ま
と
め
、
こ
の
〔
律
〕
藏
を
結
集
し
て
、
あ
ま
ね
く
當
時
の
出
家

た
ち
の
用
に

供
し
た
。
よ
っ
て

い
書
物
を
繰
り

し
讀
む
こ
と
を
規
範
と
し
て
、

い

え
と
し
て
傳
承
さ
せ

え
さ
せ
な
か
っ
た
。

部
派
が
長
く

續
い
て
、
ど
の
部
派
も
み
ち
を
分
か
つ
も
、
た
だ
こ
の
一
宗
（

四
分
律

を
傅
承
し
た
法
藏
部
）
だ
け
が
支
派
を
も
た
な
か
っ
た
の
は
、
師
か
ら

弟
子
へ
の
傳
承
に
た
し
か
な
足
跡
が
あ
り
、
時
代
の
風

の
中
で
失

す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
を
知
る
か
ら
で
あ
る
。

イ
ン
ド
で
〔
律
藏
が
〕
ま
と
め
ら
れ
て
か
ら
、
千
年
あ
ま
り
、
中
國
に
譯
出
さ
れ
て
か
ら
、
四
百
年
に
も
な
ろ
う
と
す
る
の
で
、
多
く
の
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傳
授
の
際
に
ど
う
し
て
も

同
が
生
じ
て
し
ま
う
。
元
魏
の
末
頃
に
、
慧
光
律
師
が
、

に
し
た
が
っ
て

を
簡

に
し
て
、
再
度〔
戒

本
を
〕
世
に
示
し
た
。

頭
部
に

敬

と
記
さ
れ
て
い
る
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は

秦
の
佛
陀
耶

（
覺

）
の
譯
出
し
た
戒
本

と
よ
く
一
致
し
て
い
る
。
高

の
末
頃
に
は
、
法
願
律
師
が
、
律
を
誦
し
て

を
推
し
は
か
り
、
再
び
一
本
を
世
に
示
し
た
。

敬

を
省

略
し
て
、

頭
部
に

戒

と
記
さ
れ
て
い
る
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
三
本
〔
の
戒
本
〕
が
世
に
流
布
し
魏
本
（
慧
光
の
戒
本
）

を
廣
め
る

が
多
い
。〔

本
に
よ
っ
て
〕
自

ば
か
り
を

張
す
る

が
多
く
、
今
に
至
っ
て
も
未
だ
に

ま
ら
な
い
。〔
だ
か
ら
〕

集

を

討
し
て
み
て
も
、
お
よ
そ
陳
べ
る
に
足
ら
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
大
局

見
地
に
立
っ
て
見
れ
ば
、
け
っ
し
て
優
劣
が
あ
る
わ
け
で

は
な
い
。

私
は
時

を
つ
く
っ
て
は
あ
ま
ね
く
多
く
の
書
物
を
讀
み
、
そ
の

度
相
互
の

同
を

討
し
、
い
さ
さ
か
そ
の
〔

本

の
〕
相

す

る
と
こ
ろ
を
分
析
し
た
が
、

體

な
持
戒
の
あ
り

と
も
な
る
と
、
疑
惑
ば
か
り
が

か
ら

へ
と
湧
い
て
く
る
始
末
で
あ
る
。

に
本

を
寫
し
て
、
ひ
ろ
く
正
し
い
解
釋
を
略
め
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
後
代
の
俊
英
に
戒
律
解
釋
に
關
す
る
無
知
と
そ
れ
に
よ
る
犯
戒

を
ま
す
ま
す
深
め
さ
せ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
故
こ
こ
は
律
部
の
記
載
に
よ
っ
て
、
戒
の
條

（
戒
經
）
を
集
め
、
そ
の
上
で
本
律
（

四
分

律

）
に
隨
い
、
そ
れ
に

し
て
注

を
つ
く
っ
た
。
本
書
が
出
來
上
っ
て
廣
く
流
布
さ
れ
れ
ば
、
こ
の
四
分
戒
本
に
し
た
が
う
べ
き
で
あ
る

が
、
本
書
の
義
理
を

ら
か
に
す
る
と
な
る
と
、
未
だ

纂
・
補
修
す
る
ゆ
と
り
が
な
い
。
今
、

名
の
同
學

と
、
共
に
山
門
に
集
ま
り
、

常
に
佛

に
入
る

な
行
、

い
の
世
界
を
出
る

解
な

え
を
戒
と
し
た
。〔
し
か
し
〕

四
分
律

の
講

に
十
分

じ
て
い
る

は

少
な
く
、〔
律
學
の

義
に
〕悟
入
す
る
た
め
に
何
の
手
立
て
も
な
い
有

で
あ
っ
た
。
本
律
は

容
が
廣
大
で

を
求
め

い
が
、
こ
の

〔
戒
〕
經
は
簡

で
授
け
て
示
し
や
す
い
。
故
に
や
む
な
く
〔
戒
本
に
つ
い
て
〕
試
み
に
こ
れ
を

し
た
。
ひ
ろ
く
機
根
に
か
な
う
解
釋

を
求
め
よ
う
と
し
て
も
、
す
で
に
先

の

え
は

え
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
、
戒
本
各
條
の

味
を
分

整
理
し
て
、
律

と
し
て
の
あ

り

を
後
代
に
示
そ
う
と
思
う
。
ひ
と
ま
ず
人
々
の

に
こ
た
え
る
と
し
て
、〔
誤
り
に
つ
い
て
は
〕後
に
訂
正
し
詳
し
く

べ
た
い
と
思

う
。

宣 作の 究



﹇
語
註
﹈

【
二
部
五
部
】

小
乘
部
派
の

。
二
部
は
上
座
部
と
大
衆
部
。

四
分
律
含
注
戒
本

序

雲
飛
二
部
五
部
之
殊
、
山
張
十
八
五
百
之

。
取
其
元
始

被
、
無
非
計

、
窮
其

會
之
心
、

正
業

（T
40,

429a

）。

大
方
等
大
集
經

陳
如
、
我
涅
槃
後
、
有

弟
子
、
受
持
如
來
十
二
部
經
、
書
寫
讀

誦
、
顚
倒
解
義
、
顚
倒
宣

、
以
倒
解

、
覆

法
藏
。
以
覆
法
故
名
曇

多
。

陳
如
、
我
涅
槃
後
、
我

弟
子
、
受
持
如
來
十
二
部
經
、
讀
誦
書

寫
、
而
復
讀
誦
書

外
典
、
受
有
三
世
及
以

外
、
破

外

、
善
解
論
義
。

一
切
性
、
悉
得
受
戒
、

問

、
悉
能
答
對
。
是
故
名

薩
婆
帝
婆
。

陳
如
、
我
涅
槃
後
、
我

弟
子
、
受
持
如
來
十
二
部
經
、
書
寫
讀
誦
、

無
有
我
及
以
受

、
轉

煩

如
死
屍
。
是
故
名

迦
葉
毘
部
。

陳
如
、

我
涅
槃
後
、
我

弟
子
、
受
持
如
來
十
二
部
經
、
讀
誦
書
寫
、
不
作
地
相
水
火
風
相

相
。
是
故
名

彌
沙
塞
部
。

陳
如
、
我
涅
槃
後
、
我

弟

子
、
受
持
如
來
十
二
部
經
、
讀
誦
書
寫
、
皆

有
我
、
不

相
。

如
小

。
是
故
名

婆
嗟
富
羅
。

陳
如
、
我
涅
槃
後
、
我

弟
子
、
受
持
如
來
十

二
部
經
、
讀
誦
書
寫
、
廣

五
部
經
書
。
是
故
名

祇
。
善
男
子
、
如
是
五
部
雖
各
別

、
而
皆
不
妨

佛
法
界
及
大
涅
槃

（T
13,

159

a
b

）。
【
五
百
十
八
】

小
乘
部
派
の

。

大
智
度
論

五
百

後
、
各
各
分
別
有
五
百
部

〔
大
正
藏
は

五
部

、
三
本
・
宮
本
・

本
は

五
百
部

〕（T
25,

503c

）。

譯

部
執

論

舊

出
經
論
中
亦
有
十
八
部
名

（T
49,

022b

）。

【
聲

】

釋

が
聲
と
し
て

か
れ
た

。

四
分
律
含
注
戒
本
疏
行
宗
記

由
聲

、
故
云
聲

（X
39,

711a

）。

【
覆

】

お
お
う
。
廣
く
お
お
い
照
ら
す
。

禮
記

中
庸

仲
尼

堯
舜
、
憲

武
、
上
律
天
時
、
下
襲
水
土
。
辟
如
天
地
之
無
不
持
載
、
無
不
覆

。
【
開
務
】

開
物
成
務

の
略
。
萬
物
の

理
を
開
き
示
し
て
務
め
を
成
し

げ
る
。

易

繫
辭
上

子
曰
、
夫
易
何

也
。
夫
易
開
物
成
務
、

天
下
之

。
如
斯
而
已

也
。
是
故

人
以

天
下
之
志
、
以
定
天
下
之
業
、
以

天
下
之
疑

。

【
允
符
】

符
合
す
る
。

【

】

綿
が
長
い
よ
う
に
傳
承
さ
れ
て
い
く
こ
と
。

【
三
機
】

聲
聞
・
辟
支
佛
・
菩
薩
の
三
種
の
機
根
。
吉
藏

三
論
玄
義

言
五
時

、
…
…

漸

開

五
時
。
一

三
乘
別

、

聲
聞
人

四

、

辟
支
佛
演

十
二
因

、

大
乘
人

六
度
。
行
因
各
別
得
果
不
同
、
謂
三
乘
別

。
二

般
若
、

三
機
、
謂
三
乘

。
三

名
思

、

揚
菩
薩
抑
挫
聲
聞
、
謂
抑
揚

。
四

法
華
、
會
彼
三
乘
同

一
極
、
謂
同

。
五

涅
槃
、
名
常
住

（T
45,

005b

）。
慧
沼

金
光

最

王
經
疏

若
法
華
經
、

有
三
機
。
序
品
云
、

求
聲
聞

應
四

法
、

求
辟
支
佛

應
十
二
法
、

菩
薩

應
六
波
羅
蜜

（T
39,

178a

）。
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【

典
】

大
乘
と
小
乘
の
佛
典
。

【
名
理
】

佛
典
の
名
句
と
そ
の

味
す
る
も
の
。

行
宗
記

名
謂
能
詮
名
句
、
理
謂

詮
義
趣

（X
39,

711b

）。

【
韋

】

韋

三

の
略
。
書
物
を
何
度
も
讀
む
。
孔
子
が
晩
年
に

易

を
愛
讀
し
て
、
そ
の
木
簡
を
と
じ
た
な
め
し
革
が
何
度
も
切
れ
た
故
事

に
由
來
す
る
。

【
季

】

末
年
。

行
宗
記

季

末
年
也

（X
39,

711c

）。

【
慧
光
律
師
、
隨
義

、
重
出
一
本
】

慧
光
（
四
六
八
｜
五
三
七
）
は
四
分
律
宗
の

。

續
高

傳

慧
光
傳

再

四
分
律
疏
百
二
十
紙
、
後
代

引
之

義

。

戒
本
咸
加

定
、
被

法
侶
今
咸
誦
之

（T
50,

608a

）。

【
覺

】

四
分
律

を
譯
し
た
佛
陀
耶

。

高

傳

佛
陀
耶

傳

佛
陀
耶

、
此
云
覺

、

賓
人
也

（T
50,

333c

）。

【
法
願
律
師
】

法
願
（
五
二
三
｜
五
六
一
）。

續
高

傳

律

論

魏
末

初
、
慧
光
宅
世
、
宗
匠
跋
陀
、
師
表
弘
理
、
再

疏
、
廣
分
衢

。

學
聲
學

、

布
若
雲
峰
、
行
光

光
、
榮

。

一
披

、
坐
列
千

。
競
鼓

言
、
人
分

辯
。

成

、

號
命
家
。
然
光
初
稟
定
宗
、

後
師
法
律
軌
儀
、
大

徽
猷

焉
。

以
世
美
斯
人
行
解
相
冠
、
誠
有

。
有
雲

願
三
宗
律
師
、

踵
傳
燈
、
各
題
聲

。
…
…

陽
法
願
、
眄

家
、
更
開
甍
穴
、
製
作
抄
疏
、
不
減

。

律

、
是
非
格

事
相
。
存
乎

附
、
頗

幽

。

行

塞
、
故
其
然
也

（T
50,

620c

）。

【
略

敬
、
首
題
戒

是
也
】

戒
本

頭
の

頌
で
三
寶
へ
の

敬

を
省
略
し
て

戒
如

無
涯
…

の
戒
の
功

の

か
ら
始
ま
る
こ
と
。

行

宗
記

題
戒

、
直
云
戒
如

無
涯
等

（X
39,

711c -712a

）。

【
大

】

ひ
ろ
く
見
渡
す
。
ひ
ろ
く
示
す
。

【

抗
】

續
高

傳

玄
會
傳

因
爾
改

舊

、
更
新

、
穿
鑿
之
功
、

與

抗

（T
50,

542c

）。

【

】

自
ら
の
度
量
や

志
な
ど
を
世
に
示
す
こ
と
。

釋
門

敬
儀

に

陳
迹

と
い
う

が
あ
り
、
こ
の

名
を
宋
・
了
然
の

釋
門

敬
儀

記

が

名
中

示
也
。

謂

抱

（X
59,

517a
）
と
注
す
る
。

【
來

】

人
に

る
書
簡
。
人
か
ら
來
た
書
簡
。

【

括
】

詳
細
に
は
か
る
。
よ
く

べ
る
。

（
戸
次
顕
彰

宣 作の 究



四
分
律

補
隨
機

疏

序
（X

41,
083c -086b

）

﹇
釋

﹈
夫

人
之
利
見
也
、
妙
以

澄
界
繫
、
亡
我

倒
、
以

言
焉
。
故
張
三
學
之

源
、
顯
八
正
之

業
、
揚
四
部
之

訓
、
樹
五
衆
之

良
規
、
莫
不

厲
重
關
、
高
翔
極
有

。
然
則
學
雖
多
位
、
誠
戒
居
先
。
豈
不
以
衆
善
宏
基
依
因
之

本
也
。
自
古
詳

、
咸
分

、

則

被

俗
、

開
信
解
之
門
。
行

則
局
據
出
家
、
唯

修
奉
之
務
。
三
輪
則

念
、
四
藏
則
統
在
毘
尼
。
義

則
行

、

則

承
法
聚
。
止
作

善
、
名
實
昧

機
、
受
隨
二
戒
、
願
行
標

時
衆
。

以

修
後

、
成
誦
維
持
、
代
漸

訛
、
不
無
沿
濫
。

自
法
流
東
夏
、
開
務
寔
繁
、
戒
本

、

分

轍
。
良
由
受
體
止
持
、

修
之
極
、
無
越
戒
本
、
據
行
作
持
、
量
處
之

、
其
唯

。

戒
本
序
致
、
如
別

陳
。

衆
氏
、
義
須
詳
顯
。
或

出
（

古
本
。
曹
魏

）、
或
依
律

（

今
一
家
。
依
本
直
誦
）、
或
準

義
用
（

光
師

。
首
云
三
藏

）、
或
引

據
（

願
師
後

。
廣
子
注

）。
酬
校

本
、
成
務
紛
綸
、

減
繁
略
、
互
見
得
失
。

則
失

旨
、

。
依
本
則
得
在
執
據
、

後
易
惑
。
準
義
理
雖
無
爽
、
藏
跡
可
嫌
。

據
似
是

、
止
存
別
見
。
竝
隨
事

誦
、

否
冥
然
、
唯
可

、
信
殊

。

依
本
綴
疏
、
廣
引
游
辭
、
附

義
、
尠
逢
其

。

于

世
、

有
作

、
盛
解
律

、

張
辭
費
、
至

行
事
、
未
見
其

。
撫
務

仁
、
實

想
。

今
不
揆
庸
昧
、
試
纂

言
、

彼
繁
蕪
、

其

漏
。

依
正
量
、
傍
出
行
用
、
各
顯
部

、
仍
隨
義

。
指
瑕
則
知

宜
改
、

理
則

思

有

、
時
務
則
廣
樹

儀
、
同

則
略
題
名
相
。
本
雖
行
世
、

理
未
陳
。
故
復
相

、

開

義
。

ａ余
老

。

徒
移
曰

、
妄
損

正
功
、
耽

無

之
辭
、
以

有
涯
之
命
。
誠
不
可
也
。
大
集
法
行
之
言
、
律
頒
常
一
之

、
此
而
不
審
、
餘

何
言
。

題
曇
無

、
中
梵
本

、

言
譯
之
、
名

法

。
部
謂

之
別
名
、

正
法
之
初
位
。
四
分

之

、
言
律
乃
行

詮
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。
對
彼
繁
略
故
題

補
、
對
彼

務
故
曰
隨
機
。

天

、
人

業
、

百

被
、
莫
不
成
濟
。
且
開
大
略
、
廣

如
後
。

﹇
校
勘
﹈

a

余
（
大
谷
大
學

藏
和

本
）＝

餘
（
大

本
續
藏
經
）

﹇
訓
讀
﹈

ず
る
に
夫
れ

人
の
利
見
た
る
や
、
妙
に
界
繫
を

澄
に
し
、
我
を
亡
じ
倒
を

め
る
を
以
て
、
以
て
言
と

す
。
故
に
三
學
の

源

を
張
り
、
八
正
の

業
を
顯
し
、
四
部
の

訓
を
揚
げ
、
五
衆
の
良
規
を
樹
て
、

に
重
關
を
厲
り
、
高
く
極
有
に
翔
け
る

な
ら
ざ
る
は

莫
し
。
然
れ
ば
則
ち
學
に
多
位
あ
り
と
雖
も
、
誠
に
戒

先
に
居
る
。
豈
に
以
て
衆
善
の
宏
基
・
依
因
の
本
づ
く

と
せ
ざ
ら
ん
や
。
古
よ
り

を
詳
ら
か
に
す
る
に
、
咸
く

に
分
か
つ
。

は
則
ち

じ
て

俗
に
被
び
、

ら
信
解
の
門
を
開
く
。
行

は
則
ち
局
り
て
出
家

に
據
り
、
唯
だ
修
奉
の
務
を

か
す
。
三
輪
は
則
ち

念
に

め
、
四
藏
は
則
ち
統
べ
て
毘
尼
に
在
り
。
義
も
て

せ
ば
則
ち
行

の

、

に

れ
ば
則
ち
法
聚
に

承
す
。
止
作
の

善
は
、
名
實

機
に
眛
く
、
受
隨
の
二
戒
は
、
願
行

時
衆
に
標
す
。

以
に

修
・
後

、

誦
を
成
し
て
維
持
す
る
も
、
代
漸
く

訛
に
し
て
、
沿
濫
無
く
ん
ば
あ
ら
ず
。

法
の
東
夏
に
流
れ
て
よ
り
、
開
務
寔
に
繁
く
、
戒
本
・

、

い
分
か
れ
て
轍
を

に
す
。
良
に
體
を
止
持
に
受
く
る
の
、

修
の
極

み
は
、
戒
本
を
越
え
る
こ
と
無
く
、
行
を
作
持
に
據
る
の
、
量
處
の

は
、
其
れ
唯
だ

の
み
な
る
に
由
る
。
戒
本
の
序
致
は
、
別
に
陳

べ
る

の
如
し
。

の
衆
氏
は
、
義
須
ら
く
詳
顯
す
べ
し
。
或
は

に

出
す（

ち
古
本
。
曹
魏
に

ず
る

の

な
り
）、
或
は
律

に
依
る
（

ち
今
の
一
家
。
本
に
依
り
直
誦
す
）、
或
は
義
用
に
準
ず
（

ち
光
師
の

べ
る

。
首
に
三
藏
と
云
う

な
り
）、
或
は

據

を
引
く
（

ち
願
師

後
に

ぶ
。
子
注
を
廣
く
す
る

な
り
）。

本
を
酬
校
し
て
は
、
成
務
紛
綸
と
し
て
、

減
繁
略
あ
り
、
互
い
に
得

失
を
見
る
。

な
れ
ば
則
ち

旨
を
失
い
、

し
て

ね

し
。
本
に
依
れ
ば
則
ち
執
據
に
在
る
こ
と
を
得
る
も
、

後
惑
い
易
し
。

宣 作の 究



義
理
に
準
ず
れ
ば
爽
う
こ
と
無
し
と
雖
も
、
跡
を
藏
し
て
嫌
う
べ
し
。

據
な
れ
ば
是
れ

な
る
が
似
き
も
、
止
だ
別
見
を
存
す
る
の
み
。

竝
び
に
事
に
隨
い

ね
誦
す
る
も
、

否
冥
然
と
し
て
、
唯
だ

す
べ
き
も
、
信
に

と
殊
に
す
。

本
に
依
り
て
疏
を
綴
る
も
、

く
游
辭
を
引
き
、

に
附
い
て
義
を

る
も
、
其
の

に
逢
う
こ
と
尠
な
く
す
。

世
に

び
、

ぎ
て
作
る

有
り
、
盛
ん
に
律

を
解

す
る
も
、

し
く
辭
費
を
張
る
の
み
に
し
て
、
行
事
に
至
り
て
は
、
未
だ
其
の

を
見
ず
。
務
に
撫
ん
じ
仁
を

き
、
實
に

想
を

す
。

今
庸
昧
を
揆
ら
ず
、
試
み
に

言
を
纂
め
、
彼
の
繁
蕪
を

り
、
其
の

漏
を

す
。

さ
に
正
量
に
依
り
、
傍
く
行
用
を
出
し
、
各
お

の
部

を
顯
し
、
仍
お
義

に
隨
う
。
瑕
を
指
し
て
は
則
ち

を
知
り
宜
し
く
改
め
る
べ
く
、
理
を

み
て
は
則
ち

ぶ
こ
と
の

有
る
を

思
い
、
時
務
は
則
ち
廣
く

の
儀
を
樹
て
、
同

は
則
ち
略
し
て
名
相
を
題
す
。
本
よ
り
世
に
行
わ
る
と
雖
も
、
理
に

い
て
未
だ
陳
べ
ず
。

故
に
復
た
相

い
て
、

義
を

開
す
。
余
老
い
た
り
。

ら
く
は
徒
ら
に

を
移
し
、
妄
り
に
正
功
を
損
ね
、

無
き
の
辭
に
耽

し
、

以
て
涯
り
有
る
の
命
を

ら
ん
。
誠
に
可
な
ら
ざ
る
な
り
。
大
集
法
行
の
言
、
律
頒
常
一
の

、
此
に
し
て
審
ら
か
に
せ
ざ
れ
ば
、
餘
は

に
何
を
か
言
わ
ん
。

題
す
る

の
曇
無

と
は
、
中
梵
の
本

、

言
も
て
之
を
譯
せ
ば
、
名
づ
け
て
法

と

す
。
部
の
謂
い
は

の
別
名
、

の

は

正
法
の
初
位
な
り
。
四
分
は

ち

の

、
律
と
言
う
は
乃
ち
行

詮
の

な
り
。
彼
の
繁
略
に
對
す
る
が
故
に

補
と
題
し
、
彼
の

務
に
對
す
る
が
故
に
隨
機
と
曰
う
。

は
天

、
人

じ
て
業
と

し
、

そ
百
の
被
ぶ

、
成
濟
な
ら
ざ
る
は
莫
し
。
且
く
大
略
を
開

し
、
廣

は
後
の
如
し
。

﹇
譯

﹈
え
て
み
る
と
釋

は
世
に
出
現
さ
れ
、
ま
こ
と
に
三
界
の
繫

を
取
り
拂
っ
て

に
し
、
我
へ
の
執
着
を
な
く
し
、
顚
倒
し
た

え

を

め
る
と
い
う

え
を
言
葉
と
し
て
示
し
た
。
そ
れ
故〔
そ
の

え
と
は
〕、
三
學
の

え
を

べ
示
し
、
八
正

を

ら
か
に
し
、
出
家
・

在
家
の
四
部
の
衆
の
履
む
べ
き

ら
か
な
訓
戒
を
示
し
、
出
家
の
五
衆
の
正
し
い
生
活
規
則
を
樹
立
し
、〔
そ
れ
ら
は
〕

い
の
世
界
の
重
い
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扉
を
開
き
横
切
っ
て
、
有
頂
天
を
高
く
飛
び
越
え
る
〔

え
に
〕
他
な
ら
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
佛

を
學
ぶ
に
は
多
く
の
位
が
あ
る
が
、

そ
の
中
で
も
實
に
戒
學
は
筆
頭
に
位
置
付
け
ら
れ
る
。
こ
れ
こ
そ

々
の
善
行
の
廣
い
軌
範
で
あ
り
據
り

で
あ
る
。
古
く
か
ら
佛
一
代
の

は
、
す
べ
て
二
つ
に
分

さ
れ
示
さ
れ
て
き
た
。

は
出
家
・
在
家
に
共

す
る

え
で
あ
り
、

ら
信
解
の

え
を
開
示
す
る
も

の
で
あ
る
。
行

は
出
家

を
對
象
と
す
る

え
で
あ
り
、
ひ
た
す
ら
出
家
生
活
の
務
め
を

ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。〔
戒
學
は
〕三
輪

（
三
種
の

方
法
）
に
よ
っ
て
分

す
れ
ば

念
輪
に

ま
り
、
四
藏
に
よ
っ
て
分

す
れ
ば
毘
尼
藏
に

め
ら
れ
る
。
戒
律
の

え
の

味

容
に
よ
れ
ば
行

に
分

さ
れ
、

形
式
に
よ
れ
ば
法
聚
に
分

さ
れ
る
。
止
持
と
作
持
の
二
つ
の
善
行
の

え
は
名
と
實
の
關
係
が

出
家

に
理
解
さ
れ
ず
、
受
戒
と
隨
戒
は
受
戒
が
願
で
隨
戒
が
行
で
あ
る
こ
と
が
そ
の
時
々
の
出
家

に
示
さ
れ
て
い
た
。
よ
っ
て
先
學
や

後
學
が
口
に
唱
え
維
持
し
て
き
た
が
、
そ
の
後
時
代
は
だ
ん
だ
ん
と
衰
え

れ
、
時
代
と
と
も
に
誤
っ
た
理
解
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

佛
法
が
中
國
へ
傳
來
し
て
か
ら
、
佛
法
を
廣
め
修
行
に
務
め
て
き
た
こ
と
は
ま
こ
と
に
盛
ん
で
あ
る
が
、
戒
本
・

〔
の
テ
キ
ス
ト
に

關
し
て
〕
は
、
競
っ
て

を

張
し
て
い
る
。
こ
れ
は
實
に
、
戒
本
は
戒
體
を
受
け
て
止
持
戒
を
た
も
ち
出
家

と
し
て
の

め
修
す
る

べ
き
こ
と
の
極
み
で
あ
る
し
、

は
戒
行
を
實

し
て
作
持
戒
を
た
も
ち
量
處
の

で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
戒
本
の
經
緯
に
つ
い
て
は
別

に

べ
た
と
お
り
で
あ
る
。〔

家
に
よ
っ
て

集
さ
れ
た
〕

の

本
の
あ
り

に
つ
い
て
は
こ
れ
か
ら

容
を
詳
し
く
示
し
た
い
。
あ

る
も
の
は

の
も
の
（
古
本
。
曹
魏
の
時
代
に
譯
出
さ
れ
た
も
の
）、
あ
る
も
の
は
律

に
よ
る
も
の
（
今
の
一
家
の
本
。
律
本
に
よ
っ
て

直
ち
に
誦
す
る
も
の
）、
あ
る
も
の
は

味

容
に
準
じ
て
い
る
も
の
（
慧
光
律
師
の
書
き
記
し
た
も
の
。

頭
に

三
藏

と
あ
る
も

の
）、
あ
る
も
の
は
律
の

に
よ
る
も
の
（
法
願
律
師
が
後
に
書
き
記
し
た
も
の
。
子
注
を
多
く
付
け
て
い
る
も
の
）
で
あ
る
。

本
を
對

校
し
て
み
る
と
、
底
本
の
作
成
に
混

が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に

と
減
や
繁
と
略
が
あ
り
、
互
い
に
長

と
短

が
あ
る
。

譯
が

一
で

あ
る
も
の
は
〔
比
較

討
す
べ
き
も
の
が
な
い
か
ら
〕
戒

の
趣
旨
を
見
失
い
、〔
他
の
テ
キ
ス
ト
に
〕

含
さ
れ
れ
ば
特
色
が
見
え
に
く

い
。
律
本
に
依
る
も
の
は
筋

立
ち
典
據
も
あ
る
が
、

後
の

第
が
整
理
さ
れ
て
お
ら
ず
困
惑
し
易
い
。

味

容
に
準
ず
れ
ば
筋

を

踏
み
外
す
こ
と
は
な
い
も
の
の
、
佛

を
分
か
り
に
く
く
さ
せ
て
し
ま
う

點
が
あ
る
。
律
の

に
よ
る
も
の
は
完
備
し
て
い
る
よ
う
で
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あ
る
が
、
別
の
解
釋
を
し
て
い
る
に

ぎ
な
い
。
こ
れ
ら
（
四
種

の

本
）
は
皆

體

な
事
柄
に
沿
っ
て
そ
の

度

味
を

ね
た
り
讀

み
上
げ
た
り
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
長

・
短

の

い
が
は
っ
き
り
せ
ず
、
た
だ
書
物
と
し
て

載
す
る
こ
と
は
で
き
る
も
の
の
、
ま

こ
と
に
實

の
軌
範
と
は
な
ら
な
い
。
ま
た
律
本
に
よ
っ
て
疏
を
作
っ
て
も
、
不
正
確
な
言
葉
が
多
く
引
か
れ
、

に
し
た
が
っ
て

味
を

探
ろ
う
と
し
て
も
、
注
釋

と
し
て
の

に
出
逢
う
こ
と
が
少
な
い
。

年
に
至
っ
て
も
〔
彼
ら
の
疏
を
〕

承
し
て
新
た
に
作
成
す
る

が
い
て
、
律

の
新
解
釋
が
盛
ん
で
あ
る
が
、

し
く
言
葉
を
費
や
す
の
み
で
、

體

な
事
柄
（
行
事
）
に
至
る
と
未
だ
に
そ
の

着
點
を

見
な
い
。
務
め
は
げ
ん
で
、
人
を
救
わ
ん
と
す
る
仁
心
を
抱
い
て
い
る
反
面
、
實
に
徒

感
ば
か
り
が

し
て
い
る
。

今
、

愚
を
思
わ
ず
、
試
み
に
佛

を
集
め
、
そ
の
煩

な
點
を

り
、
不
足
し
て
い
る
點
は

廣
し
て
、
こ
と
ご
と
く
正
し
い
根
據（
正

量
）
に
基
づ
い
て
、
あ
ま
ね
く
作
法
（
行
用
）
の

體
例
を
示
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
テ
ー
マ
ご
と
に

瞭
に
分

し
、
そ
の
上
で

味
に
し
た
が
っ

て
按
排
し
た
。

點
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
指

し
て

い
は
誤
り
と
し
て
改
め
、
正
し
い
理
が
あ
れ
ば
熟
慮
し
て
依
り

と
し
、
當
世
に
必

な
務
め
で
あ
れ
ば
そ
の
作
法
を
確
立
し
、
當
世
に
必
ず
し
も
必

で
な
い
事
柄
は
省
略
し
て
そ
の
題
名
の
み
を
示
す
こ
と
に
す
る
。
も
と

よ
り
世
に
實

さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
正
し
い

味

容
が

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
本
來
の
順
序
に
し
た
が
っ

て

の

味
す
る
と
こ
ろ
を
取
り
ま
と
め
て
開
示
す
る
。
私
は
老
い
て
き
た
。
い
た
ず
ら
に
時

ば
か
り
が

ぎ
、
妄
り
に
佛
の

え

の
功

を
損
ね
、

味
の
な
い
言
葉
に
沈
溺
し
、
限
り
あ
る
命
を
む
な
し
く

っ
て
い
る
。
誠
に
よ
ろ
し
く
な
い
こ
と
で
あ
る
。

大
集
經

に

か
れ
る
法
行
（
菩
薩
行
）
と
し
て
の

や
、

四
分
律

の
常
爾
一
心
の

え
が
、
今
に
な
っ
て
も
世
の
出
家

に

瞭
に

で
き
な

い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
以
外
の
事
柄
に
な
る
と
何
も
語
り
得
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

題
字
の

曇
無

と
は
、
中
イ
ン
ド
の
本

で
あ
り
、

の
言
葉
で
譯
せ
ば

法

と
い
う
。

部

は

の
別
名
で
あ
り
、
そ
の

部
派
の
興

は
正
法
の
時
代
の
初
め
の
頃
で
あ
る
。

四
分

は
全
體
の

分
の
こ
と
で
あ
り
、

律

は
行
が

ら
か
に
さ
れ
る

え
（
行

）

の
こ
と
で
あ
る
。
廣
律
の
繁
略
に
對
し
て
〔
繁
を
〕

〔
り
〕〔
略
を
〕

補

〔
う
〕
と
題
し
、
廣
律
が

體

實

に
つ
い
て
不

瞭
で

あ
る
こ
と
に
對
し
て

隨
機

と
名
付
け
た
。

は
イ
ン
ド
の

で
あ
り
、
中
國
の
人
々
の
言
葉
で
は

業

と
譯
し
、
お
よ
そ
す
べ
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て
の
業
が
果
を
成
立
さ
せ
る
。
こ
こ
に
し
ば
ら
く
大
略
を
開
き
示
し
た
の
で
、
よ
り
詳
し
い

點
は
後
に
示
す
と
お
り
で
あ
る
。

﹇
語
註
﹈

【
利
見
】

見
る
に
よ
し
。
會
う
に

が
あ
る
。

易

乾

飛
龍
在
天
、
利
見
大
人

。

續
高

傳

律

論

試

論
曰
、
自
法
王
之
利
見
也
、

欲

澄
二
死
、

除
三
障
。

以
張
大

網
、
布

有
流

（T
50,

620a

）。

釋
門

敬
儀

序
曰
、
自
法
王
之
利
見
也
、
必
以

見

先
。
故
論
云
、
何
處

何
時
、
誰

此
見
。
一
切

見
、
佛
悉

故
。

良
證
也

（T
45,

854c

）。

【
界
繫
】

三
界
の
繫

。

論

十
八
界
中
、
幾
欲
界
繫
、
幾
色
界
繫
、
幾
無
色
界
繫
。
…
…
繫
謂
繫
屬
、

被

義

（T
29,

007b

）。

【
倒
】

四
顚
倒
。
無
常
を
常
と
し
、
苦
を

と
し
、
無
我
を
我
と
し
、
不

を

と
す
る
な
ど
、
顚
倒
し
て
物
事
を

え
る
こ
と
。

【
四
部
】

出
家
・
在
家
の
男
女
。
比
丘
・
比
丘
尼
・
優
婆
塞
・
優
婆
夷
。

【
五
衆
】

比
丘
・
比
丘
尼
・
式
叉

那
・
沙
彌
・
沙
彌
尼
。

【
重
關
】

重
く
閉
ざ
さ
れ
た
扉
・
門
。
阿
含
部

大
般
涅
槃
經

我
等

今
、
誰

依
。

若
嬰

、
失

慈
母
。
三

、

就
開
闊
。
解

之

門
、
方
巨
重
關
。
一
切
衆
生
、
沈
淪
苦

。
亦
如
病
人
、

良
醫
。

似
盲

、
失

牽

。
我
等

去
無
上
法
王
、
煩

之
賊
、

見
侵
逼

（T
01,

205

a

）。
灌
頂

心
論
疏

或
修

時
、
懈
怠
心
生
、
不
能
開
悟
、
當
加

。
夫
建
小
事
、
心
不
決
至
、

不
能
成
。
況
欲
排
五
住
之
重
關
、
度
生
死
之
大

、
而
不

（T
46,

617a

）。

宣

離
垢
慧
菩
薩

問
禮
佛
法
經
序

惟
夫
、
幔

、
三
界
由
此
輪

。
愛
水
未

、
四
惑
因
茲
流

。
自
非

獨

、
開
士
出
有
至
人
。
何
能
裂
愛
網
而
闢
重
關
、
質
深
疑
而

昏
趣

（T
14,

698b

）。

【
極
有
】

三
界
中
の
無
色
界
の
頂
點
。
元
照

四
分
律

疏
濟

記

無
色
天
頂
、
謂
之
極
有

（X
41,

084b

）。

【

】

經
や
論
に

か
れ
る
人
々
を
佛

に

く

え
。

四
分
律
行
事
鈔

序

顯
理
之

、
乃
有
多

。
而
可
以

求
、
大
分

二
。
一
謂

、

此
則

俗
、
但
汎

因
果
、

邪
正
。
科
其
行
業
、
沈
密
而

知
、
顯
其
來
報
、

了
而
易

。
二
謂
行

、
唯
局

衆
、
定
其
取

、
立
其
網

致
、
顯

持
犯
、
決

疑

。
指
事
曲
宣
、

無
重

之
義
。
結
罪

、
事
有
再
科
之

。
然
則
二

循
環
、
非
無
相
濫
。

宗
以

、
理
自
彰

。
謂

心

順
、
託
理

宗
、
則
準

。
外
用
施

、
必
護
身
口
、
便
依
行

。
然
犯

、
但
受
業

一
報
。

行

、
重

制
之
罪
。
故
經
云
、

受
戒

罪
重
、
不
受

罪

。

廣
自

、

以
更
分

、

二

之
宗
體
、
妄

業
行
之
是
非
。
故
立
一
門
、
永
用

別

（T
40,

003a
b

）。

影
寺

慧

大
乘
義

、
名
修
多
羅
。
行

、
名
曰
毘
尼
。
汎
宣
理
事
因
果
是
非
、
是

也
。
辨
彰
行
儀
、
是
行

也

（T
44,

469a

）。

【
信
解
】

佛

に
對
す
る
信
仰
と
理
解
。
吉
藏

法
華
義
疏

種
種
信
解

、
始
名

信
、

解
。

鈍
根
名
信
、
利
根
名
解

（T
34,

471b

）。
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【
行

】

戒
律
な
ど
の
身
口
業
を
律
す
る

え
。
注

【

】
參
照
。

【
三
輪
】

釋

の

足
・

念
・

法
に
よ
る
三
種
の

。

四
分
律

受
戒

度

時
世

、
度
此
千
梵
志
、
授

足
已
、

至
象
頭
山
中
、

象
頭

山
中
、
有
千
比
丘

、
以
三
事

。
一

足

、
二

念

、
三

法

（T
22,

797a

）。

大
智
度
論

復

須
菩
提
、
我
以
佛
眼
、

見
東
方
如
恆
河
沙
等

菩
薩

薩
、
入
大
地
獄
、
令
火
滅
湯
冷
、
以
三
事

。
一

、
二

知
他
心
、
三

法

（T
25,

679a

）。
法
礪

四
分

律
疏

三
事

、
彰
此
等
比
丘
、

時
處
及
伴
、
而
得
漏
盡
故
。
一

足

、
謂
身

令
廣
生
信
。
二

念

、
謂
以
他
心

、
知
衆
生
心

欲
、
應
機
授

。
三

法

、
謂
以
漏
盡

、
正

行

漏

（X
41,

711b

）。

宣

四
分
律
含
注
戒
本
疏

有
人
言
、
如
來

用
、
必

三
輪
。

創

務
、

先

足
、

無
信
也
。
由
蒙
俗
愚

、
未

正
邪
、
雖

揚
、
事
如
聾
瞽
、
故
須
顯

駭
、
動
耳
目
畏
威

手
信
是

人
。
身
雖
伏

、

智
開
無
路
、
故

法

無
解
也
。

解
乃

、
煩
惑

結
、
非
可
口

、

得

除
、
義
須
依
行
、
剋
證
在
己
、
故
須

念
、

無
證
也
。
…
…
今
此
戒

學
、
是
後
輪

（X
39,

714c -715b

）。

【
四
藏
】

經
・
律
・
論
・

藏
の
四
つ
。

【
法
聚
】

法
の
あ
つ
ま
り
。

度
（sk

a
n
d
h
a
k
a
,
k
h
a
n
d
h
a
k
a

）
の

譯
。
こ
こ
で
は
部

別
に
集
め
ら
れ
た
書
物
の
形
式
を
指
す
。
元
照

四
分
律

疏
濟

記

且
就
本
律
、
二
衆
戒
本
、
二
十

度
、
皆
名
法
聚
。
準
五
百
結
集

、
比
丘
事
、
聚
在
一
處
、
名
比
丘
戒
本
。
尼
戒
亦
然
。
受
戒
法
、
聚

在
一
處
、
名
受
戒

度
、
乃
至

度
亦
爾
。

度
梵
言
、

法
聚
。
是
則
一
部
始
末
、

法
聚

（X
41,

084c

）。

【
止
作

善
】

止
持
戒
と
作
持
戒
を
受
持
す
る
こ
と
。

四
分
律
行
事
鈔

持
犯
方
軌

言
止
持

、
方
便
正
念
、
護
本

受
、
禁
防
身
口
、
不

、
目
之
曰
止
。
止
而
無

、
戒
體
光
潔
、
順
本

受
、

之
曰
持
。
持
由
止
成
、
號
止
持
戒
。
如
初

之

。
二

作
持
、

已
離
、
事
須
修
善
。
必

以
策

三
業
、
修

戒
行
、
有
善

護
、
名
之

作
。
持
如

解

（T
40,

091a

）。

【
受
隨
二
戒
】

受
戒
と
隨
戒
。

四
分
律
行
事
鈔

隨
戒
釋
相

受
謂
壇
場
戒
體
、
隨
謂
受
後
對

。
護
戒
之
心
、
方
便
善
成
、

本

故
也

（T
40,

052c

）。
同

三

戒
行
、
謂
受
隨
二
戒
。
遮

外
非
、
方
便
善
成
、
故
名
戒
行
。
然
則
受
是

思
願
、
隨
是

願
修
行
。
譬
如
築
營
宮
宅
、
先
立
院
牆

匝
。

謂
壇
場
受
體
也
。
後
便
隨
處
營
構
盡

一
生
。
謂
受
後
隨
行
。
若
但
有
受
無
隨
、
直
是

願
之
院
、
不

塞
露
之
弊
。
若
但
有
隨
無
受
、
此
行
或
隨

生
死
。

是
局

不

。
譬
同
無
院
室
宇
、
不

怨
賊
之
穿

也
。
必
須
受
隨
相
資
、
方
有

至

（T
40,

054b

）。

【

訛
】

つ
い
て

い
方
向
へ
變

し
て
い
く
こ
と
。

大

典

代
衆
經
傳
譯

の
序

譯

方
俗
、
隨
俗

傳
、
多

訛
、

失
多

（T
55,

219c

）。

【
開
務
】

開
物
成
務

の
略
。
萬
物
の

理
を
開
發
し
て
務
め
を
成
し

げ
る
。

易

繫
辭
上

子
曰
、
夫
易
何

也
。
夫
易
開
物
成
務
、

天
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下
之

。
如
斯
而
已

也
。
是
故
、

人
以

天
下
之
志
、
以
定
天
下
之
業
、
以

天
下
之
疑

。

續
高

傳

志

傳

加
以
開
務
誘
引
、
弘
濟

業
。

俗

、
慶
其
幸
遇

（T
50,

543b

）。

續
高

傳

曇
無
最
傳

佛
法
中
興
惟
其
開
務
。
後
不
測
其

（T
50,

625a

）。

續
高

傳

藏
傳

乃

鈔

衆
經
大
乘

句
、
以

軸
。
紙
別
五
經
三
經
、

部
二
十
五
十
、
總
有
十

。

講
開
務
、
極

成
學
。
聞
義

持
、

無

忘

（T
50,

689c

）。

宣

四
分
律
含
注
戒
本
疏

故
能
乘
津
五
衆
、
覆

群
萌
、
開
務

持
、
允
符
玄
旨

（X
39,

710c

）。
元
照

四
分
律
含
注
戒
本
疏
行
宗
記

開
務

各
布
行

（X
39,

711a

）。
元
照

四
分
律

疏
濟

記

自

至

、

于
九
代
、
對
西
曰
東
、
大
國
曰
夏
、
或
弘
傳
三
藏
、
或
立
法
行
事
、
皆
謂

開
務

（X
41,

085a

）。

【
如
別

陳
】

宣
に
よ
る

四
分
律
含
注
戒
本

の

序

、
な
ら
び
に

四
分
律
含
注
戒
本
疏

の

序

に
、

宣
當
時
ま
で
に
流
布
し
て
い
た
戒

本
に
三
種
な
い
し
四
種
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

四
分
律
含
注
戒
本

序

乎
曹
魏
之
末
、
戒
本
創
傳
、

隋

之
初
、

改

衆
。
或
依
梵

本
、
或
寫

、
或
以
義
求
、
或
以

據
。

校

、
成
務
蒙
然
、
濫

脩
、
翳
昏
後
學

梵
本
則

旨

互
、
方
言
未
融
。
準
律
則
得
在
宗

、
失

辨
相
。
義
求
雖
有
深
會
、
未

論
端
。

據
似
是

、
止
存
別
見

（X
39,

709b

）。

四
分
律
含
注
戒
本
疏

序

蘊
結
西
土
、
千
有
餘
年
、
譯
傳
東

夏
、

四
百
載
。

有
傳
授
、
同

非
無
。
元
魏
季

、
慧
光
律
師
、
隨
義

、
重
出
一
本
。
首
題

敬

是
也
。
此
與

秦
覺

出
頗
得
相
符
。
高

末
祀
、
法
願
律
師
、
誦
律
計

、

出
一
本
。
略

敬
、
首
題
戒

是
也
。
斯
則
三
本
行
世
、
弘
魏

多
。
見
心
紛
擾
、
于
今
未

。

集
、

蓋
不
足
陳
。
經

大

、
義
無

抗

（X
39,

711c -712a

）。

【
衆
氏
】

家
。
元
照

四
分
律

疏
濟

記

衆
氏

言

家

（X
41,

085a

）。

大

典

代

出
衆
經

目
の
序

今

撰

、

括

衆
氏
、
勘
閲
正

、

訪

、

無

取

（T
55,

336b

）。

【
曹
魏

】

曹
魏
の
康

鎧
譯

曇
無

律
部

（T
22

）
と
曇

譯

（T
22

）
を
指
す
と

え
ら
れ
る
。

【
今
一
家
、
依
本
直
誦
】

宣
が

四
分
律

補
隨
機

を

集
す
る
際
に
基
に
し
た
テ
キ
ス
ト
を
指
す
か
。
允
堪
・
元
照
の
注
釋
は
解
釋
が
一
致

し
て
い
な
い
。
允
堪

正
源
記

一
家
依

、

曹
魏
曇

洛
陽
集
題
云
、

一

出
曇
無

律
。
以
結
大
界

首
受
曰
、

乞
牒
入

。
魏
郡

礪
師
、
受
持
此
本
、
分

、

義
釋

（X
40,

788c

）。
元
照

濟

記

二
依
律

、

師
之
世
、
別
有
一
家
、
列

句
、
一
依
律
本
。

下

受
曰
法
云
、

世

師
、
不
加
乞
辭
、
準
律
直
誦
、
頗
符
今
注
。

師

集
、
承
用
此
本
、
但
立

、
以

集
之
。
彼
本
依
律

、
隨
有
隨

、
無

有
義

。
故
下
斥
云

後
易
惑
是
也

（X
41,

085a
b

）。
す
な
わ
ち
允
堪
は
先
の

曹
魏
に

ず
る

の

を
康

鎧
譯
の

と
し
、

今
の
一
家

を

曇

譯
と
す
る
の
に
對
し
て
、
元
照
は

今
詳
鎧

二
本
、
竝
是

、

出
曹
魏
、

以
此
句
、

二
本

（X
41,

085a

）
と

べ
て

曹
魏
に

ず

る

の

を
鎧
と

の
二
本
と
し
て
い
る
點
で

の
見
解
が

な
る
。
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【
光
師

】

北
魏
の
慧
光
（
四
六
八
｜
五
三
七
）
の

集
し
た

。

續
高

傳

慧
光
傳

再

四
分
律
疏
百
二
十
紙
、
後
代
引
之

義

。

戒
本
、
咸
加

定
、
被

法
侶
、
今
咸
誦
之

（T
50,

608a

）。

【
願
師
】

法
願
（
五
二
三
｜
五
六
一
）。

【
執
據
】

理
を
根
據
と
し
て
直
言
す
る
。

【
藏
跡
】

あ
と
を
く
ら
ま
し
か
く
す
こ
と
。
志
鴻

四
分
律
捜
玄

藏
迹
可
嫌

、
若
當
律
無

、
准
用
他
部

迹
。
今
乃
不
用
他
部
、
而
以
義
加

、
以
義
翳

、
名

藏
迹
。

義
以
擁

、
可
嫌
甚
也

（X
41,

852b

）。

【
同

】

と
も
に

止
す
る
。

【
大
集
法
行
之
言
】

大
方
等
大
集
經

寶
女
品

世

、
云
何
菩
薩
修
行
法
行
。
寶
女
、
菩
薩

薩
不

親
舊
、
知
恩
報
恩
憐
愍
一
切
、
有

依

不

棄
、
至
心
念

菩
提
之

、
修

忍
辱
、

施
能
施

取
衆
生
慈
心
護
戒
、
思
惟
善
義
護
持
正
法
、

法
念
法
持
法

、
獨
處

閑
心
無
悔

、
善

護
衆
生

身
口

、

四
無
量
發
大

、
常

衆
生

菩
提

、

講
論
先

大
乘
、
不
先
許
人
後
生
悔
心
、

其
行
知
足
少
欲
、
不
慳
不
妬
不

種
、
心
無

訟
了
知
因
果
、
信
聞
戒
施

愧
智
慧
、
親

善
友
隨
師
長

、
心
無

慢
、
恭
敬
禮

長
老
有

、
離
貪
恚
癡
我
及
我

、
常
念
佛
法

施

戒
天
、
得
供
養
時
其
心
不
高
、
常

修
行
六
波
羅
蜜

無
相
願

善
方
便
、
不
見
我
常
衆
生
壽
命
士
夫
之
相
、
修
四
念
處
乃
至
八
正

分
、
是
名
菩
薩
修
行

法
行

（T
13,

037c -038a

）。

【
律
頒
常
一
之

】

四
分
律

衣

度

佛

比
丘
、

汝
心
念
、

持
威
儀
、
此
是
我

。
云
何
比
丘

汝
心
念
。
若
比
丘

身
身

止
、

持
念
不
散

、

伏
貪
嫉
世

憂

、

外
身
身

止
、

持
念
不
散

、

伏
貪
嫉
世

憂

。

外
身

受
心
法
亦
如
是
。
如
是
比
丘
得
正

心
念
。
云
何

持
威
儀
。
比
丘
若
出
若
入
屈
伸
俯
仰
、
執
持
衣
鉢
若

若

若

、
大
小
便
利
、
若
眠
若
覺
、
若
來
若
去
、
若
坐
若
住
、
若
睡
若
覺
、
若

語
若

。
常
爾
一
心
、
是
謂
比
丘

持
威
儀

（T
22,

856a

）。

四
分
律

度

比
丘
有
如
是

戒
得

根
、

中
能
知
止
足
、
初
夜
後
夜

覺
悟
、
若
在

若
行
若
坐
、
常
爾
一
心
念
除

蓋
。
彼

初
夜
若
行
若
坐
、
常
爾
一
心
念
除

蓋
。
彼

中
夜
側
右
脇
累
脚
而
臥
、
念
當
時

、
繫
想
在

、
心
無
錯

、
至

後
夜
便

思
惟
若
行
若
坐
、
常
爾
一
心
念
除

蓋

（T
22,

963c -964a

）。

續
高

傳

律

論
の
末
尾

律

云
、
常
爾
一

心
念
除

蓋
。
固
復

斯
試

、
微
有
箴
銘
。

用
體

如
流
。
且
復
昭
彰
于
後
耳

（T
50,

622c

）。

【

天

、
人

業
、

百

被
、
莫
不
成
濟
】

元
照

四
分
律

補
隨
機

疏

初
釋
名

、

言

、
中
梵
本

、
此

業
。
業
謂

成
濟

務
、
必
有

之
功
。
故

了
論
中
、
亦
同

業
。
現
今
譯
經
、
聲
傳

、
必

業

（X
41,

088a

）。

（
戸
次
顕
彰
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四
分
律
比
丘
尼
鈔

序（
X
40,

706a
b
）

﹇
釋

﹈

原
夫
別
解

戒
、
始
制
鹿
野
之
初
、

尼
法
藏
、

被
鶴
林
之
後
。
窯
治
七
衆
、
藻

四
依
、
慈
風

五
天
、

播

三
界
。

是

坦
群

之
夷

、

含
靈
之

喪
、

四
生
之
標
幟
、
作
六
趣
之
舟
航

也
。

時
有
愛

一
人
、

夷
五
百
。
宿
樹
芳
因
、
嘉
聲

、
深

業
果
、

苦

。

能
厭

生
死
、

毀
家
法
、
憑
仗

親
、

佛
求

度
。
蓋
大

玄
鑑
、
知
有
自
行
之
功
、
闕
無
弘
傳
之
利
。
故

止

心
、

生

外
結
。

母

門
、
愛
重

田
之

。
自
毀

容
、

祇
桓
之
室
。
殷

三

、
佛

許
之
、
正
法
理
合
千
年
、
度
尼
減
其
五
百
。
阿

憂
泣
、

度
出
家
。
佛
令

崇
八
敬
、
虔
奉
三

、
愛

聞
持
、
正
法
弗

。

如
來
晦
跡
、
慧

、
女
人
戒

、
漸

訛
替
。
逢

障
、
解

生

、

有

、
昇
沈
殊

趣
。
故
知
、

棄
囊
、
巨

渡
、

毀
足
、
長
路
實
不
易
行
。
若
非

翫
護
持
、
戒
品
理

牢
固
。

余
忝
預

門
、
早
承
師
訓
。
自

、
庸

短
、
冥
若
夜

、
竭
愚
不
已
、
稍
染
毫
藤
。

一
事
可

、

再
詳
心
首
、
施
身
口
之
關

、

持
犯
之

。
務
存
至
簡
、

事
省
功
。

大
本

、

而
寡
效
。
故
制
之
以
限
分
、

之
以
積
漸
。

天
地
二

、
始
合

自
然
、

魯
二
變
、

臻

至

。
若

義

辨
、

復
非
鈔

、
今

、
撮
其
樞

、
立

三
十
、

成
三

。
今

撰

、
用
四
分

宗
。
斯

不

、
更

部
補
闕
、
易

簡

義
、

以
人
語
會

。
餘
之
不
盡
、

露
可

。

﹇
訓
讀
﹈

宣 作の 究



原
ぬ
る
に
夫
れ
別
解

戒
は
、
始
め
て
鹿
野
の
初
め
に
制
せ
ら
れ
、

尼
の
法
藏
は
、

に
鶴
林
の
後
に
被
ぶ
。
七
衆
を
窯
治
し
て
、
四

依
を
藻

と
し
、
慈
風
は
五
天
に

ぎ
、

は
三
界
に
播
く
。
是
れ
に

り
群

の
夷

を
坦
ら
に
し
て
、
含
靈
の

喪
を

い
、
四
生

の
標
幟
と

り
て
、
六
趣
の
舟
航
と
作
る

な
り
。

時
に
愛

一
人
、

夷
五
百
有
り
。
宿
に
芳
因
を
樹
て
て
、
嘉
聲

き
よ
り

わ
れ
、
深
く
業
果
を

か
に
し
て
、

く
苦

に

す
。

ち
能
く
生
死
を
厭

し
、
家
法
を

毀
し
、

親
に
憑
仗
し
、
佛
に

い
て
度
さ
ん
こ
と
を
求
む
。
蓋
し

大

玄
鑑
も
て
、
自
行
の
功

有
る
も
、
闕
き
て
弘
傳
の
利
無
き
を
知
る
。
故
に

め

心
に
止
め
、

に
外
結
を
生
ぜ
ん
と
す
る
を

る
。

母
は

門
を

い
、

田
の

を
愛
重
し
、
自
ら

容
を
毀
ち
、
祇
桓
の
室
に

す
。
殷

に
三
た
び

い
、
佛
は

に
之
を
許
し
て
、
正
法
は
理

合
に
千
年
な

る
べ
き
も
、
尼
を
度
せ
ば
其
れ
五
百
を
減
ぜ
ん
と
す
。
阿

は
憂
泣
し
、
度
し
て
出
家
せ
し
め
ん
こ
と
を

う
。
佛
は
八
敬
を

崇
し
、
三

に
虔
奉
せ
し
め
、
愛

は
聞
持
し
、
正
法

ち
ず
。
如
來

跡
を
晦
ま
し
、
慧

は

き
を

す
に

び
、
女
人
の
戒

、
漸
く

に
訛

替
せ
ん
と
す
。

に
逢
い
て
障
り
を

し
、

よ
り
解
か
れ
ん
と
し
て

い
を
生
じ
、

に

を

に
し
、
昇
沈

趣
を
殊
に
す
る
有

り
。
故
に
知
ん
ぬ
、

に

び
囊
を
棄
つ
る
は
、
巨

に
渡
り

し
と

し
、

を

り
足
を
毀
つ
は
、
長
路

實
に
行
き
易
か
ら
ず
と
。

若
し

翫
護
持
す
る
に
非
ず
ん
ば
、
戒
品
は
理
と
し
て
牢
固
な
り

し
。

余

忝
く
も

門
に
預
か
り
、
早
に
師
訓
を
承
く
。
自
ら

く
、
庸

短
に
し
て
、
冥
き
こ
と
夜

く
が
若
く
、
愚
を
竭
し
て
已
ま
ず
、

稍
く
毫
藤
に
染
ま
る
を
。
一
事

る
べ
き

に
、

ち
再
び
心
首
を
詳
ら
か
に
し
、
身
口
の
關

を
施
し
、
持
・
犯
の

た
る
を

る
。

務
め
て
至
簡
に
存
し
、
事
を

い
て
功
を
省
く
。

る
ら
く
は
大
本

じ

く
、

し
て
效
寡
し
。
故
に
之
を
制
す
る
に
限
分
を
以
て
し
、
之
に

う
に
積
漸
を
以
て
す
。

お
天
地
二

し
、
始
め
て
自
然
に
合
し
、

魯
二
變
し
、

に
至

に
臻
る
が
ご
と
し
。

義

に
辨
ず
る
が
若
き
は
、
復
た
鈔

の

ら
か
に
す
る

に
あ
ら
ず
。
今

ち

を

し
、
其
の
樞

を
撮
り
、

三
十
を
立
て
、

し
て
三

と
成
す
。
今
撰
す
る

の

は
、
四
分
を
用
っ

て
宗
と

す
。
斯
の

わ
ら
ざ
れ
ば
、
更
に

部
を

て
闕
を
補
い
、
易
簡
を
義
と

し
、

ね
て
人
語
を
以
て
會

す
。
餘
の
盡
さ
ざ
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る
あ
れ
ば
、

露

ぬ
べ
し
。

﹇
譯

﹈

別
解

戒
を

ね
て
み
る
と
、
鹿
野
苑
（
サ
ー
ル
ナ
ー
ト
）
に
お
い
て
初
め
て
法
を

い
た
時
に
制
定
さ
れ
、
釋

の

い
た
律
の

は
、
つ
い
に
ク
シ
ナ
ガ
ラ
の
鶴
林
に
お
い
て
釋

が
入
滅
す
る
ま
で

き
續
け
ら
れ
た
。
七
衆
（
比
丘
・
比
丘
尼
・
沙
彌
・
沙
彌
尼
・
式
叉

那
・

優
婆
塞
・
優
婆
夷
）
を
陶
冶
し
て
、
人
の
四
依
（
出
世
の

夫
・
須
陀

斯
陀
含
の
人
・
阿
那
含
の
人
・
阿
羅

の
人
）
を

き
と
し
、
慈
悲
の

え

の
風
は
イ
ン
ド
全
土
に

ぎ
廣
ま
り
、
釋

の
言
葉
は
三
界
（
欲
界
・
色
界
・
無
色
界
）
に
響
き
渡
っ
た
。
こ
れ
よ
り
衆
生
の
行
く
べ
き

を
安

堵
せ
し
め
、

え
る
衆
生
を
救
い
、
四
生
（
胎
生
・
卵
生
・

生
・

生
）
の
指
標
と
な
り
、
六

（
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
阿
修
羅
・
人
・
天
）
を

超
越
す
る
渡
し
舟
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

釋

が
い
た
當
時
、
大
愛

（
マ
ハ
ー
・
プ
ラ
ジ
ャ
ー
パ
テ
ィ
ー
）
と
釋
迦
族
の
女
性
五
百
人
が
い
た
。〔
大
愛

は
〕
宿
世
の
因

に
よ
っ

て
〔
出
家
し
た
い
と
願
う
〕
善
き
因
を

こ
し
、
良
き
聲
は
は
る
か

去
の
世
よ
り
顯
れ
て
、
善
き
果
を
深
く

か
に
し
て
、
苦
・

無
我

の
理
法
を
妙
く
悟
っ
て
い
た
。
生
死
の
輪
廻
を
離
れ
、
世
俗
の

り
を
棄
て
て
、
釋
氏
の

族
と
し
て
、
釋

に
得
度
を
求
め
た
。
釋

は
、

大
愛

等
に
は
〔
得
度
に
よ
っ
て
〕
出
家

と
し
て
修
行
し
悟
り
を
得
る
功

は
有
る
が
、
人
々
に
佛
法
を
弘
め
傳
え
て
利

を
齎
さ
な
い

こ
と
を
玄
い
智
慧
に
よ
っ
て
知
っ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
〔
釋

は
大
愛

の
〕
出
家
を
求
め
る
心
を

に

こ
す
に
止
め
さ
せ
、
外
界
に
出

る
と
障
り
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
を

れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
叔
母
は
佛

に
入
る
こ
と
を
心
よ
り
願
い
、
人
々
に

を
齎
す
袈
裟
を
大
切

に
思
い
、
自
ら
剃

し
て
、
祇
園

に
お
い
て
釋

を
仰
ぎ
慕
う
心
を
示
し
た
。
懇
ろ
に
三
た
び

う
た
の
で
、
か
く
て
釋

は
女
性
の

出
家
を
許
さ
れ
た
が
、〔

の
よ
う
に
も
言
わ
れ
た
、
こ
れ
に
よ
っ
て
〕正
法
は
千
年

續
く
は
ず
が
、
比
丘
尼
を
得
度
さ
せ
た
こ
と
で
五
百

年
を
減
損
す
る
で
あ
ろ
う
と
。
阿

は
心
配
し
て
泣
き
、
度
し
て
出
家
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
願
い
出
た
。
釋

は
、
八
敬
戒
を

び
て

い
、

ん
で
佛
・
法
・

の
三
寶
に
仕
え
る
こ
と
を

え
、
大
愛

は
こ
れ
を
聞
い
て

え
ず
、
正
法
の
時
が
減
る
こ
と
は
無
か
っ
た
。
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如
來
が
涅
槃
に
入
っ
て
俗
世
か
ら

を

さ
れ
、そ
の
太
陽
の
如
き
智
慧
の
輝
き
も
見
え
な
く
な
る
と
、女
人
が
戒
律
を
た
も
つ
こ
と
に
よ
っ

て
得
ら
れ
る
功

は
、

第
に
衰
え
失
わ
れ
て
い
っ
た
。

々
な
因

に
逢
っ
て
煩

を

し
、
煩

の
世
界
か
ら
の
解

を
願
っ
て
却
っ

て

い
を
生
じ
、
か
く
て
生
ま
れ
る
世
界
は
は
っ
き
り
と

と

に
分
か
れ
、
天
上
世
界
に
昇
る
か
地
獄
に
沈
む
か
赴
く
と
こ
ろ
が

な
る

こ
と
と
な
っ
た
。
だ
か
ら
煩

の

に
沈
ま
ぬ
よ
す
が
は

き
袋
た
る
戒
律
に
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
棄
て
去
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
、

大

を
渡
る
こ
と
は
つ
い
に
叶
わ
ず
、

を

も
う
と
し
て
足
を
傷
つ
け
て
し
ま
っ
て
は
、
悟
り
へ
の
長

も
困

な

と
な
る
こ
と
を
知

る
の
で
あ
る
。
も
し
戒
律
を

み
喜
ん
で
護
持
し
な
け
れ
ば
、
固
く
守
る
こ
と
が

し
い
こ
と
は
當
然
の

理
で
あ
る
。

私
は
忝
く
も
佛
門
に
入
り
、
早
く
に
師
か
ら

え
を
受
け
た
が
、
知

は

庸
な
愚
か

で
あ
り
、
あ
た
か
も

夜
に

を

く
か
の
よ

う
に
何
ら
も
見
え
ず
自
覺
も
せ
ず
、
愚

を
盡
く
す
ば
か
り
で
、
縺
れ
合
っ
た
藤
蔓
に
絡
み
つ
か
れ
る
よ
う
に
〔
煩

に
〕
染
ま
っ
て
し
ま

う
こ
と
を

す
る

で
あ
る
。
一
つ
の
對
象
を

察
す
る

に
、
三
業
の
初
た
る
心
の
は
た
ら
き
を
再
三
再
四
詳
ら
か
に
し
、
身
と
口
の

行

を
整
え
る
戒
律
を
實

し
、
持
戒
と
犯
戒
の
基
準
を
知
る
の
で
あ
る
。

と
身
・
口
の
三
業
を
至
簡
の

地
に
お
き
、
餘
計
な
物
を
省

き
ひ
た
す
ら
に
修
行
し
て
き
た
。

四
分
律
の
よ
う
な
廣
本
は
煩

で
一
貫
し
て
理
解
し

く
、

し
て
效
な
し
と
な
る
こ
と
を

れ
て
い
る
。
地
と
天
と
二
つ
な
が
ら

に

さ
れ
て
始
め
て
無

自
然
の

地
に
合
致
し
、

と
魯
の
二
國
が
そ
れ
ぞ
れ
一
變
し
て

義
を
重
ん
ず
る
國
と
な
っ
た
よ
う
に
、
大
き

な
枠
組
み
を
示
し
、
項
目
立
て
て
〔
理
解
の

む
よ
う
に
〕

を
し
た
。
戒

の

味
を
す
べ
て

ら
か
に
す
る
な
ど
と
は
、
ま
た
私
の

目

と
は

う
。
今
は
そ
れ
に
關
係
す
る

々
な

を
詳
し
く

べ
て
、
そ
の

の
樞

の
部
分
を
採
り
集
め
て
、
三
十
の

を
立
て
、

ま
と
め
て
三

と
し
た
。
こ
こ
に
撰
し
た

四
分
律
比
丘
尼
鈔

は
、
四
分
律
を
根
本
と
し
て
い
る
。
本
書
に
不
備
が
あ
れ
ば
、
さ
ら
に
他

の
部
派
由
來
の
各
律
典
に
よ
っ
て

け
て
い
る
箇

を
補
い
、
簡
易
を
旨
と
し
て
、
他
の
戒
律
注
釋
の
言
葉
を
用
い
て

味
を
解
釋
し
た
。

そ
の
他
に

を
盡
く
し
て
い
な
い
箇

が
あ
れ
ば
、
關

す
る

を
示
し
て

究
し
て
も
ら
い
た
い
。
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﹇
語
註
﹈

【
鹿
野
】

釋

が
サ
ー
ル
ナ
ー
ト
で
、
初
め
て
衆
生
に

法
し
て
得

さ
せ
た
こ
と
を
さ
す
。

【
鶴
林
】

釋

が
ク
シ
ナ
ガ
ラ
で
入
滅
し
た
時
、
四
圍
の
娑
羅
雙
樹
林
が
白
色
に
枯
死
し
、
白
い
鶴
が
群
が
る
よ
う
に
見
え
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
釋

の
入
滅
な
ど
も

味
す
る
。

【
五
天
】

五
天
竺
の
略
。
東
西
南
北
中
の
五
方
の
天
竺
。

【

】

續
高

傳

九
・
釋
羅
雲
傳

躬
臨
法
席
、
咸
誦

。
（T

50,
493a

）

【
含
靈
】

靈
魂
を
含
む
も
の
。
衆
生
の
こ
と
。

【

喪
】

子

・

物
論

予

乎
知

死
之
非

喪
、
而
不
知

邪
。

こ
こ
で
は

え
る
衆
生
の
こ
と
。

超

奉
法

（

弘

集

一
三
）

本

經
云
、
九
十
六
種

、
各
信

事
。
皆

安
生
、
孰
知
其
惑
。
夫
欣
得

失
、

存
哀
亡
、
蓋

喪
之
常

、
有
生

感
同
。
（T

52,
088

c

）【
愛

】

波

波
提
（
マ
ハ
ー
・
プ
ラ
ジ
ャ
ー
パ
テ
ィ
ー
）
の
こ
と
。
釋

の
叔
母
で
あ
り
、

母
。
比
丘
尼
と
な
っ
た
最
初
の
女
性
。
本

以

下
、
大
愛

等
の
出
家
に
つ
い
て

べ
て
い
る
。
佛
陀
耶

・
竺
佛
念
等
譯

四
分
律

四
八
・
比
丘
尼

度
第
十
七

爾
時
世

、
在
釋
翅
痩
尼
拘
律

園
。
時

波

波
提
、
與
五
百

夷
女
人

。
詣
世

、
頭
面
禮
足
、
却
住
一
面
、
白
佛
言
、
善
哉
世

、
願

女
人
、

佛
法
中
、
得
出
家

。

佛
言
、
且
止
瞿
曇
彌
。
莫
作
是
言
。
欲
令
女
人
、
出
家

。
何
以
故
。
瞿
曇
彌
、
若
女
人
、

佛
法
中
、
出
家

、
令
佛
法
不
久
。
…
…
時

波

波
提
、
聞
佛
在
祇
桓

、
與
五
百

夷
女
人

、
共
剃

被
袈
裟
、
往

衞
國
祇
桓

、
在
門
外
立
、

破
脚
、
塵
土

身
、
涕
泣
流
涙
。
…
…
爾

時
阿

、
聞
世

已
、

往

波

波
提

語
言
、
女
人
得
在
佛
法
中
、
出
家
受
大
戒
。
世

女
人
、
制
八
不
可

法
。
若
能
行

、

是
受
戒
。

八
事
如
上
。

波

波
提
言
、
若
世

女
人
、

此
八
不
可

法
、
我
及
五
百

夷
女
人
、
當
共
頂
受
。
…
…

波

波
提
及
五
百
女
人
、

得
受
戒
。
佛

阿

、
若
女
人
、
不

佛
法
出
家

、
佛
法
當
得
久
住
五
百

。
阿

聞
之
不

、
心

悔
恨
、
憂

涕
泣
流
涙
、

禮
佛
足
、
遶
已
而
去
。

（T
22,

922c -923c

）

【
嘉
聲
】

續
高

傳

三
・
釋
慧

傳

由
是
嘉
聲

布
、
學
徒
欽
屬
。
（T

50,
442a

）

【

心
・
外
結
】

竺
佛
念
譯

出

經

八
・
念
品
第
六

心
城

亦
當
如
是
。
常
當
三
事
防
護
。

外
結
使
賊
來
入

。
（T

04,
652b

）

【
正
法
理
合
千
年
、
度
尼
減
其
五
百
】

女
性
の
出
家
に
よ
り
正
法
が
一
千
年
か
ら
五
百
年
に
減
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
註

を
參
照
。
ま
た
、
瞿
曇

伽

提
婆
譯

中
阿
含
經

二
八
・
中
阿
含
林
品
瞿
曇
彌
經
第
十

阿

。
若
女
人
不
得

此
正
法
、
律
中
、
至
信
、

家
、
無
家
、
學

、
正
法
當
住
千
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年
。
今
失
五
百

、
餘
有
五
百
年
。
（T

01,
607b

）
に
も
同

の
記

が
あ
る
。

【

崇
】

續
高

傳

九
・
釋
靈
裕
傳

朕

崇
三
寶
、

向

深
、
恆
願

揚
大
乘
、
護
持
正
法
。
（T

50,
496b

）

【
八
敬
】

八
敬
戒
の
こ
と
。
女
性
の
正
式
な
出
家
を
許
す
條
件
と
し
て
釋

が
定
め
た
と
さ
れ
る
八
種
の
規
則
。

【
解

生

】

解

は

で
あ
ろ
う
。

續
高

傳

二
九
・
興

・
論
に

豈
得
心
用

動
、

、
妄
計

。
（T

50,
700

b

）
と
あ
り
、
ま
た

世
撰

法
苑
珠
林

七
六
・
十

第
八
十
四
之
四
・

口
部
第
八
・

部
第
一
に
も

夫

、
恚
火
常
然
。
逢

障
、

生
瞋
。

以
發
言
一
怒
、
衝
口

心
。
損

人
、
痛

刀

。

菩
薩
之
善
心
、

如
來
之
慈
訓
。
（T

53,
854a

）
と
あ
る
。

【

棄
囊
】

曇
無

譯

大
般
涅
槃
經

一
一
・

行
品
第
七
之
一

譬
如
有
人
、

持

囊
、
欲
渡
大

。
爾
時

中
、
有
一
羅
刹
。

其

人
、
乞
索

囊
。
其
人
聞
已
、

作
是
念
、
我
今
若
與
、
必
定

死
。
答
言
、
羅
刹
、
汝

殺
我
、

囊

得
。
…
…
菩
薩

薩
護
持
禁
戒
、
亦
復
如

是
、
如
彼
渡
人
、
護
惜

囊
。
（T

12,
432b

）
慧

涅
槃
義
記

五

廣
中
先

囊
之
譬
、
人
喩
菩
薩
、

囊
喩
戒
、

喩
生
死
、
羅
刹
喩

煩

心
、
欲
得
破
戒
、
怪
而
不
與
、
喩
持
戒
心
。
（T
37,

730b

）

【
毀
足
】

佛
陀
耶

譯

四
分
律
比
丘
戒
本

序

譬
如
人
毀
足
、
不
堪
有

、
毀
戒
亦
如
是
、
不
得
生
天
人
。
欲
得
生
天
上
、
若
生
人

、
常
當

護
戒
足
、
勿
令
有
毀
損
。
（T

22,
1015b

）

【
毫
藤
】

藤
は
葛
藤
を
さ
す
。
煩

の
喩
え
。

出

經

五
・
愛
品
第
三

其
有
衆
生
、

愛
網

、
必
敗
正

、
不
至
究

、
是
故

愛
網
覆

也
。

如
葛
藤
纏
樹
、
至
末

則
樹
枯
。
（T

04,
635b

）

【
身
口
之
關

】

續
高

傳

二
二
・

律

・
論

若
能
關
鍵
身
口
、
附
相

持
、

蕩
慮
知
、
體

、
則
安

光
憑
、
斯
其
人

。
（T

50,

621c -622a

）

【
至
簡
】

江

諫
鑿
北
池
表

（

藝

聚

九
）

伏
承
當
鑿
北
池
及
立
閣

。
雖

陋
小
、
用
功
甚
微
。

役
不
擾
民
、
賦
不
及
外
。
至
簡
至

、
誠
不
可
加
。
然

愚

、
實
有
眷
眷
。

【
天
地
二

、
始
合

自
然
】

老
子

第
二
五

有
物
混
成
、
先
天
地
生
。
寂

寥

、
獨
立
不
改
、

行
而
不
殆
。
可
以

天
下
母
。
吾
不
知
其

名
。
字
之
曰

、

之
名
曰
大
。
大
曰
逝
、
逝
曰

、

曰
反
。
故

大
、
天
大
、
地
大
、
王
亦
大
。
域
中
有
四
大
、
而
王
居
其
一
焉
。
人
法
地
、
地
法

天
、
天
法

、

法
自
然
。

【

魯
二
變
、

臻

至

】

論
語

雍
也

子
曰
、

一
變
至

魯
。
魯
一
變
至

。

【
鈔

】

宣
を
さ
す
。
元
照
撰

四
分
律
行
事
鈔
資
持
記

上
・
一
上

第
十
門
標
分
中
。
鈔

師
自
號
也
。
（T

40,
176b

）
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【
易
簡
】

易

繫
辭
上

易
則
易
知
、
簡
則
易

。
…
…
易
簡
而
天
下
之
理
得

。
天
下
之
理
得
。
而
成
位
乎
其
中

。

【

露
】

論
衡

四
・
書

夫
幽
冥
之
實

可
知
、
沈

之

可
定
、
顯

露
書
、
是
非
易
見
、
籠
總

傳
、
非
實
事
、
用

不

、
無
思

事
也
。

（
松
岡
智
美

宣 作の 究



大

典

序
（T

55,
219a

）

序

成
立
年＝

高
宗
・
麟

元
年
（
六
六
四

宣
年
六
十
九

﹇
釋

﹈

麟

元
年
甲
子

京
師
西

寺
釋
氏

撰

原
夫
正
法

寶
、
誠
有
其
由
。
良
是
出
俗
之
津

、
入

之
軌
轍
。

以

劫
英

、
仰
之
如
父
母
、

古
沿
今
、
隆
之
如

。
豈
不

以
喪
我
倒
之
蹄

、
窮
無
生
之
寶
位

也
。

自
仙
苑

成
、
金
河

濟
、

字
群
品
、
汲
引
塵
蒙
。
隨
機
候
而
設
謀
猷
、

性
欲
而
陳
聲

、
網
羅
一

、
統
括
大
千
。
受
其

、
傳
其
宗

易

。

故

迦
葉
、
集
四
篋

山
、
大
智

殊
、
結
八
藏

圍
表
。

能
流
被
來
際
、

七
萬
之
脩

、
餘
波
東
漸
、
距
六
百
之
嘉

。

詳
夫
爰
始
梵

、

之

計
香
象
、
今
譯

方
言
、
大

五
千
餘

。
遷
貿
更
襲
、

互
陳
、

部

重
、
疑

、
致
使
集

奔
競
三
十
餘
家
。

統
各
有
憲

、

不
無
繁

。
今
總
會
群
作
、
以

分
、
合
成
一
部
、
開

十
例
。
依
條
顯
列
、
無
相
奪
倫
、

雖
重
張
、
義

煩

。

若
夫
大

訓
、
其
流
曰
經
、

經

、
其
流
曰
論
。
莫
非

之
方
略
、
會
正
之
格
言
。
珍
重
則
超
生
可

、
疑
謗
則
効
尤
斯
及
。

故
試
銓
廣
、
餘
隨
更
陳
。
序
之
云
爾
。

﹇
訓
讀
﹈

原
ぬ
る
に
、
夫
れ
正
法
の
寶
と

え
ら
れ
し
こ
と
、
誠
に
其
の
由
あ
り
。
良
に
是
れ
俗
よ
り
出
ず
る
の
津

、

に
入
る
の
軌
轍
な
り
。
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以
に

劫
の
英

、
之
を
仰
ぐ
こ
と
父
母
の
如
く
、
古
を

め
今
に
沿
り
、
之
を
隆
ぶ
こ
と

の
如
し
。
豈
に
以
て
我
倒
の
蹄

を
喪

て
、
無
生
の
寶
位
を
窮
め
ざ
る

な
ら
ん
や
。

仙
苑
に
成
ず
る
を

げ
、
金
河
に

濟
し
て
よ
り
、
字
を
群
品
に

き
、
塵
蒙
を
汲
引
す
。
機
候
に
隨
い
て
謀
猷
を
設
け
、
性
欲
を

い

て
聲

を
陳
べ
、
一

に
網
羅
し
、
大
千
を
統
括
す
。
其
の

を
受
く
る

は

ら
れ

く
、
其
の
宗
を
傳
う
る

は

り
易
し
。

故
に

迦
葉
、
四
篋
を

山
に
集
め
、
大
智

殊
、
八
藏
を
圍
表
に
結
ぶ
。

に
能
く
來
際
に
流
被
し
、
七
萬
の
脩

を

げ
、
餘
波

東
漸
し
て
よ
り
、
六
百
の
嘉

を
距
つ
。

詳
か
に
す
る
に
夫
れ
爰
に
梵

に
始
ま
り
、
之
を

計
の
香
象
に

い
、
今
譯
は
方
言
に

い
、
大

五
千
餘

な
り
。
遷
貿
更
々
襲
い
、

互
々
陳
ね
、

部

重
、
疑

は
、
集

し
て
奔
競
す
る
こ
と
三
十
餘
家
な
ら
し
む
る
を
致
す
。

げ
統
べ
る
に
各
々
憲

あ
る

も
、

は
繁

な
く
ん
ば
あ
ら
ざ
る
な
り
。
今

總
べ
て
群
作
を
會
め
、

を
以
て

分
し
、
一
部
を
合
成
し
、
開
き
て
十
例
と

す
。

條
に
依
り
て
顯
か
に
列
ね
、
相
々
倫
を
奪
う
な
く
、

重
ね
張
ぶ
と
雖
も
、
義

煩

を

つ
。

夫
の
大

の

訓
の
若
き
は
、
其
の
流
を
經
と
曰
い
、
經
を

べ

を

ぶ
る
は
、
其
の
流
を
論
と
曰
う
。

れ
る
を

す
の
方
略
、
正

し
き
に
會
う
の
格
言
に
あ
ら
ざ
る
は
な
し
。
珍
重
す
れ
ば
則
ち
超
生

す
可
く
、
疑
謗
す
れ
ば
則
ち
効
尤
斯
に
及
ぶ
。
故
に
試
み
に
銓
か
に

し
廣
め
、
餘
は
更
々
陳
ぶ
る
に
隨
う
。
之
に
序
す
と
爾
か
云
う
。

﹇
譯

﹈

正
法
が
世
の
寶
と

え
ら
れ
る
の
は
誠
に
由
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
正
法
は
俗
世
を
超
え
出
づ
る
出
發
地
、

に
入
る
第
一

で
あ
れ

ば
こ
そ
良
に
寶
と

え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
た
め
に

代
の
英

た
人
々
は
久
し
き
昔
よ
り
ま
る
で
父
母
に
對
す
る
よ
う
に
仰
ぎ

び
、
古
の

中
に
範
を

め
、
今
の
時
代
に

り
つ
ゝ
、
あ
た
か
も
太
陽
と

と
を
上
に
い
た
だ
く
よ
う
に
隆
ん
で
き
た
。
そ
れ
は
ま
た
自
我
へ
の
執
着

を

く
妄

を

し
去
り
、
無
生
の
寶
位
を
窮
め
た
人
々
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
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仙
苑
（
鹿
野
苑
）
に
お
い
て
釋

が
悟
り
を
開
き
、
ク
シ
ナ
ガ
ラ
の
金
河
の
ほ
と
り
に
お
い
て
涅
槃
に
入
り
人
々
を
濟
わ
れ
て
よ
り
、
字
に

よ
っ
て
多
く
の
人
々
に

え
は

め
ら
れ
、
蒙
昧
の
衆
生
は
お
さ
め
と
ら
れ

か
れ
た
。
世
の
人
々
の
動
き
に
つ
れ
て
謀
猷
は
設
け
ら
れ
、

衆
生
の
本
性
と
欲

に

い
つ
つ
聲
に
の
せ
て

は
陳
べ
ら
れ
、
こ
れ
ら
は
釋

一
代
の

に
網
羅
さ
れ
、
大
千
世
界
を
統
括
す
る
も
の

で
あ
る
。
そ
の

を
受
け
る

は

ら
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
宗
を
傳
え
る

は
た
や
す
く

え
に

ず
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
た
め
に

迦
葉

は
、
經
律
論
の
三
藏
と

藏
と
を
お
さ
め
た
四
つ
の
篋
を
耆

山
に
集
め
、
大
智
の

殊
菩
薩
は
、
八
部

の
法
藏
を
鉄
圍
山
の
表
に
結
集
し
た
。
か
く
て
〔
辟
支
佛
の
〕
七
萬
年
の
壽
命
を
持
つ
時
代
が

わ
る
時
ま
で
未
來
の
世
に
流
被
め
ら
れ
、

そ
の
餘
波
の
中
で
東
方
中
國
に
傳
來
し
て
よ
り
、
六
百
年
の
嘉
き

が
經

し
た
の
で
あ
る
。

詳
か
に

べ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
イ
ン
ド
に
お
い
て
は
梵

に
始
ま
り
、

を
も
っ
て
計
え
る
香
象
に
背

わ
れ
、
現
在
は
中
國
の
言
葉

に

譯
さ
れ
て
、
大

五
千

餘
り
と
な
っ
て
い
る
。
時
代
の
變
遷
は
更
な
る
も
の
、
そ
れ
に
つ
れ
て
人
の
こ
こ
ろ
も

く
な
り
、
結
果

と
し
て
、

譯
さ
れ
た
佛
典
の

・
部

、

譯
が

一
の
譯
に

わ
っ
て
い
る
か
・
複

の
譯
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
か
、
佛
典

譯
の

疑
・

、

・

に
關
わ
る

問
題
に
わ
た
っ
て
、
競
い
あ
う
よ
う
に
三
十

種
の
經
典
目

が

纂
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
に

憲

を
立
て
て
系
統

に
佛
典
を

し
て
い
る
も
の
の
、
そ
の

査

討
の
結
果
に
ど
う
し
て
も
繁

未
整
理
の
嫌
い
が
あ
る
。

今
、
こ
れ
ら
の
經
典
目

の

容
を
總
合
し
て
、
十
例
の
部

を
た
て
て

分
し
、
一
部
と
し
て

成
し
た
。
各
佛
典
の
來

を
十
例
の

項
目
に
そ
っ
て
分

し

示
し
、
し
た
が
っ
て

が
重
複
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
そ
れ
ら
の

に
よ
っ
て

譯
佛
典
に
ま
つ
わ
る
こ
れ

ま
で
の
煩

且
つ

を

ち
切
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

そ
も
そ
も
大

釋

の

訓
を
記
し
た
も
の
は
、
そ
の
流
を
經
と
い
い
、
經
典
と
そ
こ
に
示
さ
れ
る

を
解
き

べ
る
も
の
は
、
そ
の
流

を
論
と
い
う
。
こ
れ
ら
は
ま
こ
と
に
疑
惑
を
解

す
る
方
略
、
正
し
き
法
に
合
致
す
る
格
言
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
を
珍
重
べ
ば
こ
の
俗
世
を

超
え
出
で
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
疑
い
謗
れ
ば
そ
の
効
尤
は
そ
の
身
に
及
ぶ
で
あ
ろ
う
。
故
に
試
み
に
こ
れ
ら
佛
典
・
集
傳
の

々
を
分

集
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
々
に
廣
め
示
し
、
そ
の
他
の
も
の
は
そ
れ
ぞ
れ
關

す
る
と
こ
ろ
に

載
す
る
。
以
上
、
序
と
し
て

べ
る
。
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﹇
語
註
﹈

【
仰
之
如
父
母
】

春
秋
左
氏
傳

公
一
四
年

愛
之
如
父
母
、
仰
之
如

。

【
我
倒
】

現
實
の
無
常
・
苦
・
無
我
・
不

を
、
常
・

・
有
我
・

と
執
着
す
る
四
つ
の
誤
り
｜
四
顚
倒
の
第
四

宣
撰

四
分
律

繁
補
闕
行
事
鈔

下
（
之
四
）

病

第
二
十
六

若
持
律

云
、
大

護
持
禁
戒
、
順
佛
正
言
。
能

像
末
、
載
隆
三
寶
。

正
法
久
住
、
由
大

一
人
。
今

疾
患
綿
久
、

後
世
人
誰
不
死
。
但

無
善
。
大

以
善
法
自
持
、

他
人
、

佛
自

。
豈
唯
言
議
。
但
當

志

佛
法
、
餘
無
妄

。
若
法
師

云
、
由
大

法

、
令

衆
生

知
三
寶
四

、
開
其
盲
眼
、
破
其
心
病
、
光
顯
佛
法
、
使

俗
生
信
、
能
令
作
佛
。

使
正
法
久
流
、
實
大

之
力
。
若

師

云
、
佛
法
貴
如

行
、
不
貴
多

多
誦
。

云
、
不
以
口
之

言
而
得

。
如

行

、
乃
是
佛
法
。
大

順
佛
正

、
依

而
修
、

破
我
倒
、
外

執

。
此
則
成

正
因
、
勿
先
此
業
。
如
是
等
隨
其
學
處
、

後
譽
之
。
（T

40,
144b

）

【
蹄

】

荘
子

・
外
物

以
在
魚
、
得
魚
而
忘

。
蹄

以
在

、
得

而
忘
蹄
。
言

以
在

、
得

而
忘
言
。
吾
安
得
忘
言
之

人
而
與
之
言
哉
。

【
無
生
之
寶
位
】

鳩

羅
什
譯

仁
王
般
若
波
羅
蜜
經

上
・

品
第
二

爾
時
、
大
王
復

作
禮
、
白
佛
言
、
世

、
一
切
菩
薩
云
何
護
佛
果
。

云
何
護
十
地
行
因

。
佛
言
、
菩
薩

四
生
、
不

色
如
、
受
想
行

如
、
衆
生
我
人
常

我

如
、
知
見
壽

如
、
菩
薩
如
、
六
度
四

一
切
行
如
、
二

如
。
是
故
一
切
法
性

實

、
不
來
不
去
、
無
生
無
滅
、
同

際
、
等
法
性
、
無
二
無
別
如
實

。
（T

08,
825c

）

【
仙
苑

成
、
金
河

濟
】

仙
苑
は
仙
人
論
處
・
仙
人
住
處
の
略
、
鹿
野
苑
の

名
。
釋

成

の
後
、
五
比
丘
に
行
な
っ
た
初
轉
法
輪
の
地
。
波
羅
奈

國
（
ヴ
ァ
ー
ナ
ー
ラ
シ
ー
）
東
北
の
サ
ー
ル
ナ
ー
ト
。
金
河
は
阿
恃
多
伐
底
河
の
譯
。
釋

入
滅
の
地
・
拘

那
掲
羅
（
ク
シ
ナ
ガ
ラ
）
を
流
れ
る
河
。

世
撰

法
苑
珠
林

一
〇
〇
・
傳
記

第
一
・

集
部
第
三
に
ほ
ぼ
同

が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

自
仙
苑

成
、
金
河

濟
、

字
群
品
、
汲
引
塵

曚
。
隨
機
候
而
設
謀
猷
、

性
欲
而
陳
聲

、
綱
羅
一

、
統
括
大
千
。
受
其

、
傳
其
宗

易

。

能
流
被
東
夏
、
時
經
六
百
、

譯
方
言
、

五
千
。
英
俊

俗
、
依
傍

宗
。

出

記
、
三
千
餘

。

佛
法
、
顯
揚

、

華
旨

、
殊
妙
可

。

代

顯
、
部

散
落
、
雖
有
大

、
不
足

多
。

訪
長
安
、
減
向
千

。
唯
聞
、
廬
山
東
林
之
寺
、

是

時
慧

法
師

伽
藍
。
綱
維
住
持
一
切

經
及
以

集
、
各

別
藏
、
安

置
竝
足
。
知
事
守
固
、
禁
掌
極
牢
。
更
相
替
代
、
傳
授
領

。
慮
後
法
滅
、
知

全
焉
。
今
隨

見
聞

、

列
如
左（
後
見
有

、
冀
補
茲
處
）。
（T

53,

1020b

）

【

迦
葉
、
集
四
篋

山
、
大
智

殊
、
結
八
藏

圍
表
】

鳩

羅
什
譯

大
智
度
論

一
〇
〇
・
釋
曇
無
竭
品
第
八
九

復

、
有
人
言
、
如

迦
葉
、

比
丘
、
在
耆

山
中
、
集
三
藏
。
佛
滅
度
後
、

殊

利
、
彌

大
菩
薩
、
亦

阿

、
集
是

衍
。
（T

25,
756b

）
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法
苑
珠
林

一
二
・
千
佛

第
五
之
五
・
結
集
部
第
十
五
（
此
別
二
部
）・
結
集
部
第
二

此
中
廣

結
集
、

有
四
時
。
第
一
依
智
度
・
金
剛
仙
二

論
。
如
來
在
此
鐵
圍
山
外
、
共

殊
師
利
及
十
方
佛
、
結
集
大
乘
法
藏
。
第
二
依
菩
薩
處
胎
經
及
四
分
律
等
。
如
來
初
入
涅
槃
、
始
經
七

。
大
迦
葉
共
五

百
羅

、
令
到
十
方
世
界
召
得
八

八
千
衆
、
共

結
集
三
藏
。
第
三
依
智
度
論
。
如
來
入
涅
槃
後
、
至
夏
安
居
初
十
五

。
大
迦
葉
共
千
羅

、
在
王

城
、
結
集
三
藏
。
第
四
依
四
分
律
。
如
來
入
涅
槃
後
、
一
百
年

、

跋

子
檀
行
十
事
。
大
迦
葉
共
七
百
羅

、
在
毘

離
城
、
結
集
三
藏
。
此
下
四

重
、
依
經

第
列
出
。
庶

來
哲
不
積
餘
卜
也
。
（T

53,
373a

）

失
譯

撰
集
三
藏
及

藏
傳

佛
涅
槃
後
、
迦
葉
阿

竭
國

伽

城
北
、
撰
集
三
藏
及

藏
傳
。
…
…
佛
涅
槃
後
、
迦
葉
阿

等
、

竭
國

伽

城
北
、

集
三
藏
正
經
及

藏
經
。
常

云
四
篋

、
合

言
也
。

二
百
首

。
…
…

（T
49,

001a
-004a

）

廣
弘

集

一
・
序

是
以
法
湮
三
代
、
竝
惟
寡
學

纏
。
故
得
師
心
獨

、
禍
集
其
計
。
向
若
披
圖
八
藏
、
綜

義
之
成

、

繹
九

、

智
之

解

、
則
正
信
如

、
五
翳
雖
掩
、
而

光

。
余

訪

、
廣
綜
弘

。
以

江
表
五
代
、
三
寶
載
興
、
君
臣
士
俗
、

無

奉
。
是

國
、

智
籍

開
。
中
原

魏
、
政
襲
昏

、
重
老

佛
。
信
毀
交
貿
、
致
使
工
言

申
、
佞
倖
斯
及
。
時
不
乏
賢
、
剖
心
特

、

頴

萃
、
亦
有
人
焉
。
（T

52,

097a
～
b

）

【
流
被
來
際
、

七
萬
之
脩

、
餘
波
東
漸
、
距
六
百
之
嘉

】

掲
注
５
引

法
苑
珠
林

一
〇
〇
・
傳
記

第
一
・

集
部
第
三
に

七
萬
之

脩

の
一
句
を
除
き
、
同
似
の

あ
り
。

【

計
香
象
】

失
譯

大
方
便
佛
報
恩
經

四
・

友
品
第
六

復

、
提
婆

多
雖
復
隨
佛
出
家
、
嫉
妬

深
、
規

利
養
。
雖
復
能
多
讀
誦
六
萬

香
象
經
、
而
不
能

阿
鼻
地
獄
罪
。
（T

03,
147a

）

【
大

五
千
餘

】

法
苑
珠
林

一
〇
〇
・
傳
記

第
一
百
・

部
第
一

今
列

後

譯
、
總
有
一
十
八
代

出
衆
經
五
千
餘

。
佛
法
東
流
、

三
度
滅
法
、
失
譯
經
本
、
三
百
一
十
部
、
五
百
三
十
八

。
（T

53,
1019b

）

【
三
十
餘
家
】

大

典

一
〇
・

代

出
衆
經

目
第
九

序
曰
、
名

設
位
、

濟
淪
亡
。

使

分
流
、
邪
正

轍
。

以

代

俗
、
崇
重

門
、
皆
敦

、
沿
時
無
替
。

存

三
十
餘
家
、
銓
定
人
代
、
皆

安

。
然
彌
天
亞

、

洽
幽

、
感

而
示
慈
天
、
蒙
印
定
而

注
解
。
故
能

旨
、

鑿
而
重
淳
風
。
商
度
句
義
、
宗
質

而
排
鄙
野
。
致
使

餘
行
、
經
累
代
而

新
。
其

孔

、
固
略
標
擬
。
自
餘
後

作
、
皆
號
命
家
、
詞
什
繁
略
、

簡
。
然
相
乘
置
位
、
代
出
新
經
。
法
俗

、
無
時
不
有
。
比
多
惰
學
、
無
暇

。
競
撮
本
經
、
少
有

。

以
傳

義
解
、
斯

蓋
闕
。
然
夫
開
信

、
權
謀

先
。

源
、
理

俗
典
。
故
慧

釋
桓
玄
之
疑
、

林
開

超
之
信
。

會

王
之
惑
、

弘
宋

之
心
。
沿
彼
迄
今
、
代
有
其
事
。
莫
不
雅
引
三
際
、
陳
報
應
如
指
掌
、
綜
襲
六
經
、

咎
之
倚
伏
。
傍
括
子
史
、
統
詳
譬
喩
。
以

、
用
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俗
悟

。
知
幾
其

、
在
斯
一

。
豈
得
埋
名

迹
、
而
不
列
挺

乎
。
今

撰

、

括
衆
氏
、
勘

正

、

訪

、

無

取
。
非
目
無
以
定
名

、

求
列

、
以
彰
可

。
敢

由
來
、
用
陳
有
寄
。
想

來

、
復

組
焉
。
（T
55,

336a
b

）

【
憲

】

慧

撰

高

傳

五
・
釋

安
傳

安

物
宗
、
學

三
藏
。

制

尼
軌
範
・
佛
法
憲

、
條

三
例
。
一
曰
行
香
定
座
上
講
經

上
講
之
法
。
二
曰
常

六
時
行

唱
時
法
。
三
曰
布
薩
差
使
悔

等
法
。
天
下
寺

、

則
而

之
。
（T

50,
353b

）

【
十
例
】

大

典

は

の
十
項
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、

さ
れ
る
。

代
衆
經
傳
譯

第
一
。
謂
、
代
別
出
經
、
及
人

作
無
非

法
、
竝
入
經

。
故
隨
經
出
。

代

本

重
人
代
存
亡

第
二
。
謂
、

後

出
、

人
代
不
同
、

離

、

俗
波

。
今
總
計
會
、
故
有
重

、

莫
知
、
致
傳
失
譯
。

代
衆
經
總
撮
入
藏

第
三
。
謂
、
經
部
繁
多
、
綱

備
列
、

入
藏
、
以

相

。
故
分
大
小
二
乘
、
顯

重

譯
。

代
衆
經

轉
讀

第
四
。
謂
、
轉
讀

翫
、
務
在

、
繁

重
義
、
非
曰
被
時
。
故
隨

部
撮

、
簡
取

、
自
餘
重
本
、
存
而
未
暇
。

代
衆
經
有
目
闕
本

第
五
。
謂
、
統

群

、

本
則
無
、
隨
方
別
出
、
未
能

。
故
別
顯
目
訪

之
。

代

俗

作
注
解

第
六
。
謂
、
注

言
、
用

未
悟
、

已
雖
顯
、
未
足
申

。
今
別
題

、
使

易

。

代

經
支
流
陳

第
七
。

謂
、
別
生

經
、
曲
順
時
俗
、
未

廣
本
、
但
接
初
心
。
一
四
句
頌
、
不
可

故
也
。

代

出
疑

經
論

第
八
。
謂
、
正
法
深

、

愚
未

、
隨

俗
下

、
有
勃

宗
。
若
不
標
顯
、
玉
石
斯
濫
。

代
衆
經

目

始
序
第
九
。
謂
、
經

代
出
、
須

其
源
。

代
衆
經
應
感
興
敬

第
十
。
謂
、
經

東
夏
、
應
感

祥
、
而
有
蒙

信
、
使
傳
持

惟
。
（T

55,
219a

～
b

）

代
衆
經
傅
譯

第
一
。
謂
く
、
代
ご
と
に
別
け
て
經
を
出
だ
し
、
及
び
人
の

作
の
法
に

ず
る
に
非
ざ
る
な
き
も
の
は
、
竝
び
に
經
に
入
れ
て

む
。
故
に
經
に
随
い
て
出
す
。

代

本

重
人
代
存
亡

第
二
。
謂
く
、

後

り
出
で
、
人
代
同
じ
か
ら
ず
、

離

に

い
て
、

俗
波
の
ご
と
く

る
。
今
總
て
計
え
會
め
、
故

に
重
・

あ
る
も
、

知
る
な
く
し
て
、
傳
え
て
譯
を
失
う
を
致
す
。

代
衆
經
總
撮
入
藏

第
三
。
謂
く
、
經
部
繁
多
な
る
も
、
綱

備
さ
に
列
ね
、

に

い
て
入
藏
し
、

を
以
て
相

わ
し
む
。
故
に
大
小
の
二
乘
に
分

け
、

・
重
の

譯
を
顯
ら
か
に
す
。

代
衆
經

轉
讀

第
四
。
謂
く
、
轉
讀
し
て

ね
翫
で
る
は
、
務
め
は

に
在
り
、
繁

重
義
は
、
時
に
被
ぶ
と
曰
う
に
あ
ら
ず
。
故
に
部
に
隨
い

て
撮

し
、
簡
び
て

を

む
る
に
取
り
、
自
餘
の
重
本
は
、
存
す
れ
ど
も
未
だ
暇
あ
ら
ず
。

代
衆
經
有
目
闕
本

第
五
。
謂
く
、
群

を
統

す
る
に
、

本
則
ち
無
く
、
方
に
隨
い
て
別
に
出
だ
す
も
、
未
だ
能
く

な
ら
ず
。
故
に
別
け
て
目

を
顯
わ
し
之
を
訪
ぬ
。
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代

俗

作
注
解

第
六
。
謂
く
、
注
し
て

言
を

べ
、
用
て
未
だ
悟
ら
ざ
る
も
の
を

ぜ
し
む
。

に
已
に
顯
ら
か
に
す
と
雖
も
、
未
だ
申

す
る

に
足
ら
ず
。
今
別
け
て

に
題
し
、

ね

る
も
の
を
し
て

る
こ
と
易
か
ら
し
む
。

代

經
支
流
陳

第
七
。
謂
く
、
別
生
の

經
は
、
曲
に
時
俗
に
順
う
。
未
だ
廣
本
に

ぜ
ざ
る
も
の
は
、
但
だ
初
心
に
接
せ
し
む
る
の
み
。
一
四
の

句
頌
も
、

が
る
し
く

る
べ
か
ら
ざ
る
が
故
な
り
。

代

出
疑

經
論

第
八
。
謂
く
、
正
法
は
深

に
し
て
、

愚
の
も
の
未
だ

ら
ず
、
俗
の

を
下
し
く
す
る
に
隨
い
て
、

の
宗
に
勃
る
あ
り
。

若
し
標
顯
せ
ざ
れ
ば
、
玉
石
斯
に
濫
れ
ん
。

代
衆
經

目

始
序
第
九
。
謂
く
、
經

は
代
々
出
づ
。
須
く
其
の
源
を

る
べ
し
。

代
衆
經
應
感
興
敬

第
十
。
謂
く
、
經

東
夏
に

ぜ
ら
れ
て
よ
り
、
應
感

祥
あ
り
て
、

け
を
蒙
り
て
信
を

し
、
傳
持
し
て

く
惟
わ
し
む
。

【
會
正
之
格
言
】

三
國
志

魏
書

四
・
魏
書
四
・
三
少
帝
紀
第
四

王
諱
芳
、
字
蘭
卿
。

帝
無
子
、
養
王
及
秦
王
詢
。
…
…

松
之
注

捜

記

曰
、
…
…
及

帝
立
、
詔
三
公
曰
、
先
帝
昔

典
論
。
不
朽
之
格
言
。
其
刊
石

廟
門
之
外
及
太
學
、
與
石
經
竝
、
以
永
示
來
世
。

參

と
し
て

大

典

の

謂
代

に
當
る

代
衆
經
傳
譯

頭
の
序

と
、

法
苑
珠
林

一
〇
〇
・
傳
記

第
一
・

集
部
第
三
に
掲
げ
る

宣

目

を
、

に
示
す
。

大

典

代
衆
經
傳
譯

第
一
之
初

﹇
釋

﹈

自

流
東
夏
、
代

帝

、
必

時
君
、
弘
傳
聲
略
。
然
後
玄
素
依
繕
、
方
開
基

。

后
重
其
義
方
、

存
監
護
、

君
順
其
倫
軌
、

相

而
已
。
故
始
自
後

、
爰

巨

、
世
變

淳
、
宗
猷
莫
二
。
皆
欽
承
至
訓
、

滅
結
之
元
標
、
體
解
玄
圖
、

死
生
之
本
據
。
故
能

傳
度
梵
網
、
代
代
滋
彰
、
斯

法
施
奔
流
、
時
時
不

。
然
則
西
蕃
五
竺
、

天
言
、
東
夏
九
州
、

鳥
迹
。
故
天
書
天
語
、

縣
之

思
、
八
體
六

、
大
夏
由
來
罕
覿
。
致
令
昔
聞
重
譯
、
方
見

斯
。
然
夫
國
史
之
與
禮
經
、
質

互

、
佛
言
之
與
俗
典
、
詞
理
天
分
。

真宗総合研究所研究紀要 第30号



何
以
知
耶
。
故
佛
之
布

、

先
、
開
蒙
解

、
決
疑
去

、
不
在

華
、
無
存

軸
。

在

理
之
昏

、

思
之
機

。
斯

其
致
也
。

、
善
思
念
之
、
吾
當

汝
、
分
別
解

、
斯

言
也
。
善
哉
善
哉
、
願

欲
聞
、
唯
願
世

、
分
別
解

、
斯
受
法
也
。

言
重

得
、
不
慮
煩

、
但
論
正
悟
、
莫

對
。
斯
本
經
也
。
譯

方
俗
、
隨
俗

傳
。
多

訛
、

失
多

。

以

安

論
五
失

易

、

綜
（→

）
屬
詞
八
例

及
。
斯
誠
證
也
。

餘
俗

、
不
足

言
。
今

彼
帝
世

譯
賢

、

顯
時
君
信
毀

競
、
以

初

。
且
夫

隋

之

、
天
下
大
同
、
正
朔

臨
、
法
門
一
統
。
魏
宋

梁
等

、
地
分

裂
、
華
夷
參
政
、

傳
竝
出
。
至

廣
部
傳

俗
、

後
超

、

見

揚
、
聯
耀
惟

。
今
則
隨
其
時
代
、

而

之
。
仍

俗

撰
、
附
之

後
。
庶

來
同

、
其
若
面
焉
。
都

合
一
十
八
代
、

出
衆
經
、
總
有
二
千
二
百
三
十
二
部
（
七
千
二
百

。
失
譯
經
三
百
一
十
部
五
百
三
十
八

）。（T
55,

219b
c

）

﹇
訓
讀
﹈東

夏
に
流
び
、
代
々
帝

に

り
て
よ
り
、
必
ず
時
君
に

り
、
弘
い
に
聲
略
を
傳
う
。
然
る
後
、
玄
素
依
り
て
繕
め
、
方
に
基

を

開
く
。

后
其
の
義
方
を
重
ん
じ
て
、

監
護
に
存
し
、

君
其
の
倫
軌
に
順
い
て
、
相

る
の
み
。
故
に
後

よ
り
始
め
、
爰
に
巨

に

ぶ
ま
で
、
世
々
變
ず
る
こ
と

淳
な
る
も
、
宗
猷
二
な
し
。
皆
欽
み
て
至
訓
を
承
け
、
滅
結
（

結

を
滅
す
）
の
元
標
と

し
、
體
し
て
玄

圖
を
解
り
、
死
生
の
本
據
を

す
。
故
に
能
く
梵
網
を
傳
度
し
、
代
代
滋
々
彰
ら
か
に
し
て
、
斯
に

ち
法
施
奔
流
し
、
時
時
に

え
ず
。

然
れ
ば
則
ち
西
蕃
五
竺
、

り
て
天
言
を

び
、
東
夏
九
州
、

べ
て
鳥
迹
に

う
。
故
に
天
書
天
語
は
、

縣
の
思
い
を

え
る
と
こ
ろ
、

八
體
六

は
、
大
夏
由
來
覿
う
こ
と
罕
な
り
。
昔
重
譯
を
聞
く
も
の
を
し
て
、
方
斯
に
見
せ
し
む
る
を
致
す
。
然
れ
ど
も
夫
れ
國
史
と
禮
經

は
、
質
と

こ
も
ご
も

げ
ら
る
る
も
、
佛
言
と
俗
典
は
、
詞
と
理

天
の
ご
と
く
分
か
る
。
何
を
以
て
知
る
や
。
故
に
佛
の

え
を
布
く

は
、

き

く
を
先
と

し
、
蒙
を
開
き

を
解
き
、
疑
い
を
決
し

り
を
去
り
、

華
に
在
ら
ず
、

軸
に
存
す
る
な
し
。

は

理
の

昏

を

き
、

思
の
機

を

す
る
に
在
り
。
斯
れ
其
の
致
な
り
。

、
善
思
念
之
、
吾
當

汝
、
分
別
解

（

か
に

け
、

か
に

け
。
善
く
思
い
之
を
念
え
よ
。
吾
當
に
汝
の

に
、
分
別
解

す
べ
し
）

と
は
、
斯
れ

言
な
り
。

善
哉
善
哉
、
願

欲
聞
、
唯
願
世

、

宣 作の 究



分
別
解

（
善
き
か
な
善
き
か
な
。
願
い

い
て
聞
か
ん
と
欲
す
。
唯
願
く
は
世

、
分
別
解

せ
よ
）

と
は
、
斯
れ
受
法
な
り
。
言
は

も
て
得
る

を
重
ん
じ
て
、
煩

（
煩
は
繁
、

は

）
を
慮
ら
ず
、
但
正
悟
を
論
ず
る
の
み
に
し
て
、

を

べ
て
對
う
る
な
し
。
斯
れ
本
經
な
り
。
譯
は

方
俗
に

い
、
俗
の
傳
（
譯
）
す
る

に
隨
う
。

訛
に

る
こ
と
多
く
、
失
う

多
し
。

以
に

安

論
を

し
て
五
失

い
易
し
と

し
、

綜
（→

）
詞
を
屬
り
て
八
例
及
び

し
と
す
。
斯
れ
誠
證
な
り
。

餘
の
俗

は
、

言
す
る
に
足
ら
ず
。
今

彼
の
帝
世
の
、

譯
の
賢

を

し
、

び
に
時
君
の
信
毀
の

競
を
顯
ら
か
に
し
、
以
て
初

と

す
。
且
つ
夫
れ

隋

の

に
、
天
下
大
同
し
、
正

朔
の
臨
む

に
、
法
門
一
統
す
。
魏
宋

梁
等
の

は
、
地
分
れ
て

れ
裂
け
、
華
・
夷

政
に
參
わ
り
て
、

傳
竝
び
出
づ
。
廣
部

俗
に

傳
（
譯
）
せ
ら
る
る
に
至
り
て
は
、
後
に

く

に
超
く
、

ち

揚
せ
ら
れ
て
、
聯
な
り
耀
き
て
惟

か
な
り
。
今
則
ち
其
の
時
代
に
隨

い
、

き
て
之
を

む
。
仍
り
て

俗
の
撰
す
る

を

べ
、
之
を
後
に
附
す
。
庶
わ
く
は

來
同
に

る
こ
と
、
其
れ
面
に
す
る
が
若
く

な
ら
ん
こ
と
を
。
都
合
一
十
八
代
、（
譯
し
）
出
す

の
衆
經
、
總
べ
て
二
千
二
百
三
十
二
部
（
七
千
二
百

、
失
譯
經
三
百
一
十
部
五
百
三

十
八

）
あ
り
。

法
苑
珠
林

第
一
百
・
傳
記

第
一
・

集
部
第
三

注

尼
戒
本
二

（
疏
記
四

）

注

二

（
疏
記
四

）

行
事

補
律
儀
三

釋
門
正
行
懺
悔
儀
三

釋
門
亡
物

重
儀
一

釋
門

儀
一

釋
門

敬
儀
一
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釋
門
護
法
儀
一

釋
氏

略
一

迹
見
在
圖

一

佛

東
漸
圖

二

釋
迦
方
志
二

古
今
佛

論
衡
四

大

典

十

續
高

傳
三
十

後
集
續
高

傳
十

廣
弘

集
三
十

東
夏
三
寶
感

記
三

西

寺

一

感

記
一

祇
桓
圖
二

法
住
持
感
應
七

右
此
二
十
二
部
一
百
一
十
七

、
皇

西

寺
沙
門
釋

宣
撰
。（T

53,
1023b

c

）

（
大

雄

宣 作の 究



律
相
感

傳

（T
45,

874a
b
 
X
105・

40a
・
下
～
41a

・
上
）

序

成
立
年＝

高
宗
・
乾
封
二
年
（
六
六
七
）
・

宣
年
七
十
二

﹇
釋

﹈

余
曾
見

太
常
于
寶
撰

。

故
中
牟
令
蘇

有
才

。
咸

中
卒
。
乃

現
形

其
家
。

親
故
・
知
友
聞
之
、
竝
同
集
。

言
笑
、
不

人
。
或
有
問

、

中
牟
在
生
、
多

賦

、
言
出

。

死
生
之
事
、
可
得
聞
耶
。

曰
、

何
得
有

。

索
紙

筆
、

死
生

。
其
詞
曰
、

離
故
形
、

爽
玄
冥
。

北
帝

京
、
崇

鬱

廓

。
升
鳳
闕

謁
帝
庭
、
邇
卜

商

室

生
。
親
大

項
良
成
、
希

季

慕
嬰

。
抗

論

風
英
英
、

華
藻

榮
。
庶
擢
身

登
崑

、
受
祚

享
千

。

餘
多
不
盡
。
初
見
其
詞
、
若
存
若
亡
。

余
見
梁
初
江
泌
女
誦
出

土
・
大

等
三
十
餘
經
、

于

目
、

有
斯
事
、
往

有
幸
。

以
今
年
二

末
、

感
天
人
、
有
若
曾
面
。

余
云
、

翰
、
續
高

傳
・
廣
弘

集
等
、
裨
助

、
幽
靈
隨
喜
、
無
不

貳
。
至

律
部
、
抄

疏
儀
、
無
足
與
貳
。
但

重
物
、
少
有
疏
失
、
斯
非
仁

、
抑
推
譯

、
如
何
以
王
貴
衣
、
同

白
衣
俗

、

相

入
重
、
乃
至

、
同
法
衣
相
量

、
亦
在

。
且
王

貴
衣
、
同
比
丘
之
三
衣
也
。
價
直
十
萬

、
故
曰
貴
衣
、
用
以
施

、
可

同

限
。
白
衣
外

之

。、
斯
本
出
家

之
。
三
衣
唯
佛
制
名
、

定
得
解

。
是
故
白
衣
俗

、
佛

制

。
若
有
亡

、
竝
在
重

。
至

三
衣
、
相
量
同
三
衣
也
。
邊
方
開
皮
臥

、
亦
是
三
衣
。
條
葉
在
外
、
柔
毛
在

。

酷
之
國
、
佛
開

、
必
至
布

、

非

限
。
可
改

、
宜

後
悟
。
如
來
在

、

有
後
制

。
何
況

今
、
不
存

悟
之
事
也
。

余
問

來
。
有
一
天
人
、
來
禮
敬
、

涼
已
、
曰
、

弟
子
性
王
、
名

、
是
大

之
蘭
臺
臣
也
。
會
師
初

建
業
、
孫

未
許

之
。
令
感
希
有
之
瑞
、

立
非
常
之
廟
。
于
時
天
地

祇
、
咸
加
靈
被
、

三
七

、

感

利
。

手
執
銅

、
傾
銅
盤

。

利
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衝
、
盤

破
裂
、
乃
至
火

鎚
試
、

不
能
損
。

澤
・
張

之
徒
、
亦
是
天
人
護
助
、
入
其
身
中
、
令
其

爽

、
答
對
諧
允
。
今
竝

在
天
、
弘
護
佛
法

事
。
弟
子
是
南
天
韋

軍
下
之
使

。

軍
事
務
極
多
、
擁
護
三
洲
之
佛
法
、
有

陵
危
之
事
、
無
不
躬
往
和
喩
令

解
。
今
附
和
南
。
天
欲

來
、

事
擁
隔
、
不
久
當
至
。
且
令
弟
子
等
共
師
言
議
。

不
久
復
有
天
來
、
云
姓
羅
氏
、
蜀
人
也
。
言
作
蜀

、
廣

律
相
。
初
相
見
時
、
如
俗
禮
儀
、

由
、
多
有

第
、

有
忽
忘
。

一
天
、
云
姓
費
氏
、
禮
敬
如

。
云
弟
子
迦
葉
佛
時
生
在
初
天
韋

軍
下
。

天
貪
欲

、
弟
子
以
宿
願
力
、
不
受
天
欲
、

梵
行
、

敬
毘
尼
。
韋

軍
童

梵
行
、
不
受
天
欲
。
一
王
之
下
有
八

軍
、
四
王
三
十
二

、

四
天
下
往

、
護
助

出
家
人
。
四
天

下
中
、
北
天
一
洲
少
有
佛
法
、
餘
三
天
下
佛
法
大
弘
。
然
出
家
人
多
犯
禁
戒
、
少
有
如
法
。
東
西
天
下
少
有

慧
、
煩

。
南
方
一
洲

雖
多
犯
罪
、

令

善
、
心
易

伏
。
佛
臨
涅
槃
、
親
受
付

、
竝
令
守
護
、
不
使

撓
。
若
不
守
護
、
如
是
破
戒
、
誰
有
行
我
之
法

。

故
佛
垂
誡
、
不
敢
不
行
。
雖
見
毀
禁
、
愍
而
護
之
、
見
行
一
善
、
萬

不
咎
、
事
等
忘
瑕
、
不
存
往
失
。
且
人
中

、
上

、
四
十

萬
里
、

天

、
無
不
厭
之
。
但
以
受
佛
付

令
守
護
法
。
佛

與
人
同
止
。

天
不
敢
不
來
。
韋

軍
、
三
十
二

之
中
、
最
存
弘
護
。

多
有

子

女
、

弄
比
丘
、

力
微

、
竝

惑

。

軍

惶
奔
赴
、
應
機
除
剪
。
故
有
事
至
、
須
往
四
王

。
時
王
見
皆

、

韋

軍
修
童

行
護
正
法
故
。
弟
子
性

戒
律
、
如
來
一
代

制
毘
尼
、
竝
在
座
中
、

受
戒
法
。
因
問
律
中

義
、
無
不
決

。
然
此

東
華
三
寶
素
有
、
山

水
石
往
往
多
現
。
但
謂
其
靈
而
敬
之
、
顧
訪
來
由
、
莫
知
投
詣
。

因
此

、
隨
而
咨

。
且
泛

相
、
以
理
括

之
。
未
曾

、
不
可
以
語
也
。

余
少

多
聞
希
世

俗
之
典
籍
、
故

・

・
冥
祥
・
冥
報
・

・

・
志
怪
・

幽
、
曾
經

之
、
非
疑
慮
。
況
佛
布
天
人

之

、
心

勇

之

、
護
助
形

、
守
持
城
塔
。
事
出

聞
、
非

徒

。
後

竝
依
出
而
疏
之
。

﹇
訓
讀
﹈

余

曾
て

の
太
常
于
寶
の
撰
せ
し

の

を
見
る
。

の
故
中
牟
令
蘇

は
才

有
り
、
咸

中
に
卒
す
。
乃
ち

に
形
を
其
の

宣 作の 究



家
に
現
わ
す
。

々
の
親
故
・
知
友

之
を
聞
き
て
、
竝
び
に
同
に
集
ま
る
。

み

ひ
言
笑
す
る
こ
と
、
人
に

な
ら
ず
。
或
い
は
問
う

有
り
、

中
牟
は
在
生
、

々
の
賦

多
し
。
言
出
づ
れ
ば

ね

し
。

う
ら
く
は
死
生
の
事
を

さ
れ
ん
、
聞
く
を
得
べ
け
ん
や
。

曰
く
、

何
ぞ

す
こ
と
有
る
を
得
ん
や
。
紙
筆
を
索
め
、
死
生

を

わ
す
。
其
の
詞
に
曰
く
、

を

ら
せ
故
形
を
離
れ
、

は

た
り
て
玄
冥
に
爽
う
。
北
帝
に

し
て

京
に

り
、
崇

は
鬱
と
し
て
廓
は

た
り
。
鳳
闕
に
升
り
帝
庭
に
謁
し
、
卜
商
に
邇
く

し
て

生
に
室
す
。
大

に
親
し
み
て
項
良
成
、

季
に
希
い
て
嬰

を
慕
う
。

論
を
抗
げ
風
は
英
英
、
華
藻
を

き
て

は

榮
。
庶

わ
く
は
身
を
擢
ん
で
て
崑

に
登
り
、
祚

を
受
け
て
千

を
享
け
ん
。
と
。
餘
多
け
れ
ば
盡
く
さ
ず
。
初
め
其
の
詞
を
見
る
に
、
存
す
る

が
若
く
亡
き
が
若
し
。

余

梁
初
の
江
泌
の
女
の
誦
出
せ
る

土
・
大

等
三
十
餘
經
を
見
、

目
す
る
に

び
、

斯
の
事
有
り
、
往

幸
有
り
。

ご
ろ
今
年
二

末
を
以
て
、

々
天
人
に
感
ず
る
こ
と
、
曾
て
面
す
る
が
若
き
も
の
有
り
。
余
に

げ
て
云
う
、

す

の

翰
、
續

高

傳
・
廣
弘

集
等
、

を
裨
助
し
、
幽
靈
隨
喜
し
、

せ
ざ
る
無
し
。
律
部
に
至
り
て
は
、
抄

疏
儀
、
與
に
貳
す
る
に
足
る
無

し
。
但
だ

重
の
物
を

ず
る
に

い
て
、
少
し
く
疏
失
有
る
の
み
、
斯
れ
仁
の

ち
に
非
ず
、
抑
も
推
譯
の

な
れ
ば
な
り
。
如
何
に
か

王
の
貴
衣
を
以
て
、
白
衣
俗

に
同
じ
く
し
、
相

り
て
重
き
に
入
り
、
乃
至
は

は
、
法
衣
の
相
量
に
同
じ
き

、
亦

き
に
在
り
て

め
ん
。
且
つ
王
の
貴
衣
を

る
は
、
比
丘
の
三
衣
に
同
じ
き
な
り
。
價
直
十
萬
な
る

、
故
に
貴
衣
と
曰
い
、
用
て
以
て

に
施
せ
ば
、

き
の
限
り
に
同
じ
か
る
べ
し
。
白
衣
外

の

は
、
斯
れ
本
よ
り
出
家
せ
る

之
を

つ
。
三
衣
は
唯
だ
佛
の
み
名
を
制
せ
ば
、

る

は
定
め
て
解

を
得
。
是
の
故
に
白
衣
俗

は
、
佛

に
制

す
。
若
し
亡
き

有
ら
ば
、
竝
び
に
重
き
に
在
り
て
む
。

三
衣
に

至
り
て
は
、
相
量
三
衣
に
同
じ
き
な
り
。
邊
方
に
皮
の
臥

を
開
す
も
、
亦
是
れ
三
衣
な
り
。
條
葉
は
外
に
在
り
、
柔
毛
は

に
在
り
。

酷
の
國
、
佛

開
し
て

の

に
し
、
必
ず
布

に
至
り
て
は
、

り
て

き
の
限
に
非
ず
。

を
改
む
べ
き
に
し
て
、
宜
し
く
後
悟
に

う
べ
し
。
如
來
在
り
し

、

お
後
に
制
し
て

を

す
る
有
り
。
何
ぞ
況
ん
や
今
に

い
て

悟
の
事
を
存
せ
ざ
ら
ん
や
。

余

り
て
來
た
る

を
問
う
。
一
天
人
有
り
、
來
り
て
禮
敬
し

涼
を

べ
お
わ
り
て
、
曰
く
、

弟
子
、
性
は
王
、
名
は

、
是
れ
大
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の
蘭
臺
の
臣
な
り
。
會
師
の
初
め
て
建
業
に

す
る
や
、
孫

ち
未
だ
之
を
許
さ
ず
。
希
有
の
瑞
を
感
ぜ
し
め
、

に
非
常
の
廟
を
立
て

ん
。
時
に
天
地
の

祇
、
咸
く
靈
被
を
加
え
、
三
七

に

い
て
、

に

利
を
感
ず
。

手
づ
か
ら
銅

を
執
り
、
銅
盤
の

に
傾
け

る
に
、

利
の
衝
く

、
盤

ち
破
裂
し
、
乃
至
は
火
も
て

き
鎚
も
て
試
み
る
も
、

に
損
な
う
こ
と
能
わ
ず
。

澤
・
張

の
徒
も
、

亦
是
れ
天
人
護
助
し
、
其
の
身
中
に
入
り
、
其
の

爽
を
し
て

な
ら
し
め
、
答
對
を
し
て
諧
允
な
ら
し
む
。
今
竝
び
に
天
に
在
り
て
、

佛
法
を
弘
護
す
る
を
事
と

す
。
弟
子
は
是
れ
南
天
韋

軍
下
の
使

な
り
。

軍
事
務
極
め
て
多
く
、
三
洲
の
佛
法
を
擁
護
し
、

陵

危
の
事
有
れ
ば
、
躬
ら
往
き
和
喩
し
解
せ
し
め
ざ
る
無
し
。
今
附
し
て
和
南
す
。
天
は

ち
に
來
ら
ん
と
欲
す
れ
ど
も
、

事
擁
隔
す
る
も
、

久
し
か
ら
ず
し
て
當
に
至
る
べ
し
。
且
ら
く
弟
子
等
を
し
て
師
と
共
に
言
議
せ
し
む
。

と
。

久
し
か
ら
ず
し
て
復
た
天
の
來
た
る
有
り
て
云
う
、
姓
は
羅
氏
、
蜀
人
な
り
、
と
。
言
は
蜀

を
作
し
、
廣
く
律
相
を

く
。
初
め
相
い

見
え
し
時
、
俗
の
禮
儀
の
如
く
、

由
を

し
、
多
く

第
有
る
も
、

に
忽
忘
す
る
有
り
。

い
で

一
天
云
う
、
姓
は
費
氏
、
と
。
禮
敬
す
る
こ
と

の
如
し
。
云
く
、

弟
子
は
迦
葉
佛
の
時
生
ま
れ
、
初
天
韋

軍
の
下
に
在

り
。

天
は
貪
欲
に
し
て

う

あ
る
も
、
弟
子
は
宿
願
力
を
以
て
、
天
の
欲
を
受
け
ず
、

梵
行
に
し
て
、

に
毘
尼
を
敬
う
。
韋

軍
は
童

の
梵
行
に
し
て
、
天
の
欲
を
受
け
ず
。
一
王
の
下
に
八

軍
有
り
、
四
王
に
三
十
二

あ
り
、
四
天
下
を

り
て
、
往

し
、

々

の
出
家
の
人
を
護
助
す
。
四
天
下
の
中
、
北
天
の
一
洲
は
佛
法
有
る
こ
と
少
な
く
、
餘
の
三
天
下
は
佛
法
大
い
に
弘
ま
る
。
然
れ
ど
も
出
家

の
人
の
禁
戒
を
犯
す
こ
と
多
く
、
如
法
の
も
の
有
る
こ
と
少
な
し
。
東
西
の
天
下
は

慧
有
る
こ
と
少
な
く
、
煩

あ
り
て

し

し
。
南

方
の
一
洲
は
犯
罪
多
し
と
雖
も
、

し
て
善
に

わ
し
む
る
に
、
心

伏
し
易
し
。
佛

涅
槃
に
臨
み
し
と
き
、
親
し
く
付

を
受
け
、

竝
び
に
守
護
せ
し
め
、

を
し
て
撓
め
し
め
ず
。
若
し
守
護
せ
ざ
れ
ば
、
是
く
の
如
く
破
戒
し
、
誰
か
我
の
法

を
行
う

有
ら
ん
や
。
故

に
佛
は
誡
を
垂
れ
、
敢
え
て
行
わ
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。
禁
を
毀
つ
を
見
る
と
雖
も
、
愍
み
て
之
を
護
り
、
一
善
を
行
う
を
見
れ
ば
、
萬

咎
め

ず
、
事
は
瑕
を
忘
る
る
に
等
し
く
、
往
失
を
存
せ
ず
。
且
つ
人
中
の

、
上
は

に

す
る
こ
と
、
四
十
萬
里
、

天

に
し
て
、
之

を
厭
わ
ざ
る
無
し
。
但
だ
佛
の
付
嘱
を
受
け
法
を
守
護
せ
し
む
る
を
以
て
な
り
。
佛
も

お
人
と
同
止
す
。

天
敢
え
て
來
ら
ず
ん
ば
あ
ら
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ず
。
韋

軍
三
十
二

の
中
、
最
も
弘
護
を
存
す
。
多
く

子
・

女
有
り
、

ん
じ
て
比
丘
を
弄
び
、

力
微
な
る

、
竝
び
に
惑

を

す
。

軍

惶
し
て
奔
赴
し
、
機
に
應
じ
て
除
剪
す
。
故
に
事
の
至
る
有
れ
ば
、
須
ら
く
四
王
の

に
往
く
べ
し
。
時
に
王
見
て
皆

つ

は
、
韋

軍
の
童

行
を
修
め
正
法
を
護
る
が

の
故
な
り
。
弟
子

性
は
戒
律
を

い
、
如
來
一
代
の
制
す
る

の
毘
尼
、
竝
び
に
座
中

に
在
り
て
、
戒
法
を

受
す
。
因
り
て
律
の
中
の

々
の

れ
し

義
を
問
わ
る
る
に
、

を
決
せ
ざ
る
は
無
し
。
然
れ
ど
も
此
の
東
華
に

三
寶
素
よ
り
有
り
、
山

水
石
に
往
往
に
し
て
多
く
現
わ
る
。
但
だ
其
の
靈
な
る
を
謂
い
て
之
を
敬
い
、
顧
み
て
來
由
を
訪
ぬ
る
も
、
投
詣

す
る
を
知
る
莫
き
の
み
。

に
此
の

に
因
り
て
、
隨
い
て
咨
り

う
。
且
く
泛
ね
く

相
を

げ
、
理
を
以
て
之
を
括
る
。
未
だ
曾
て

く

ざ
れ
ば
、
以
て
語
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。

余

少
く
し
て
多
く
希
世

俗
の
典
籍
を
聞
く
を

う
。
故
に

・

・
冥
祥
・
冥
報
・

・

・
志
怪
・

幽
、
曾
經
て
之

を

、
疑
い
慮
る
に
非
ず
。
況
ん
や
佛
は
天
人
に
布
く
の

、
心

勇

の

を
や
。
形

を
護
助
し
、
城
塔
を
守
持
す
。
事
は

聞
に
出

で
、
徒

を

す
に
非
ず
。
後
の

、
竝
び
に
出
づ
る
に
依
り
て
之
を
疏
す
。

﹇
譯

﹈

私
は
か
つ
て

の
太
常
の
干
寶
が
撰
し
た

の
記

を
見
た
が
、

の
よ
う
に
あ
っ
た
。

の
元
の
中
牟
縣
令
の
蘇

は
才

が
有
っ
た
。
咸

中
に
卒
し
た
が
、

に
は
自
分
の
家
に

を
現
し
た
。
親

や
友
人
は
そ
れ
を
聞
き
、
み
な
集
ま
っ
て
き
た
。

み

い

し
物
言
い
笑
う

子
は
、
人
と
變
わ
ら
な
か
っ
た
。
あ
る

が
問
う
た
。

中
牟
ど
の
は
生

、
賦
を
多
く
作
ら
れ
た
。
言
葉
は
出
さ
れ
て
も

何
を
言
っ
て
い
る
の
か

ね
る
の
は

し
い
。
お
願
い
し
た
い
が
死
生
の
事
を

し
て
、

え
て
も
ら
え
る
だ
ろ
う
か
。

は

ど
う
し

て

す
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。

と
言
っ
て
、
紙
と
筆
を
求
め
て
、
死
生

を

わ
し
た
。
そ
の
詞
に
は

の
よ
う
に
言
う
。

を
め
ぐ
ら

せ
て
元
の
體
を
離
れ
、
た
ま
し
い
は
高

に
し
て

深
い

地
に
あ
っ
て

い
。
北
帝
の
も
と
に

し
て

京
に
至
れ
ば
、
高
々
と
し
た
壁

の
如
く
天

に
そ
び
え
た
っ
て
い
る
。
鳳
闕
に
昇
っ
て
帝
庭
に

謁
し
、
子
夏
に

づ
き

回
の
側
に
い
る
。
大
い
な
る

人
で
あ
る
項
良
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成
に
親
し
み
、

季
札
に
願
い
求
め
嬰

を
慕
う
。

論
を
か
か
げ
風
は
悠
然
と
吹
き
、
華
藻
を

い
て

は
き
ら
び
や
か
で
あ
る
。
願
わ

く
は
身
を
超
越
さ
せ
て
崑

に
昇
り
、
祚

を
受
け
て
千

を
享
受
し
た
い
も
の
だ
。
他
に
も
多
く
あ
る
の
で
、
盡
く
は
載
せ
な
い
。
初
め

て
其
の
詞
を
見
た
と
き
は
、
あ
る
の
か
な
い
の
か
分
か
ら
な
い

信

疑
の
思
い
で
あ
っ
た
。

私
は
梁
初
の
江
泌
の
女
の
誦
出
し
た

土
・
大

等
三
十
餘
經
を
見
た
が
、
そ
れ
を
目
に
す
る
と
、
な
お
同

の
こ
と
が
あ
っ
て
、
以

か
ら
の

を
感
じ
る
。

ご
ろ
今
年
二

末
に
、
し
ば
し
ば
天
人
に
感

し
た
が
、
初
對
面
で
は
な
い
よ
う
な

が
し
た
。
私
に

げ
て

の
よ
う
に
言
っ
た
。

し
た

で
、

續
高

傳

や

廣
弘

集

等
は
、
人
々
を

す
る
助
け
と
な
り
、
幽
界
の
人
々
も
喜
ん
で
、
た
た
え
な
い

は

な
か
っ
た
。
律
部
の
抄

疏
儀
に
な
る
と
、
い
さ
さ
か
見
劣
り
が
す
る
。
但
だ
出
家
が

持
し
う
る
物
の

重
を

す
る
點
に
お
い
て
は
、

少
し
疎
漏
で
失
點
が
あ
る
く
ら
い
で
、
こ
れ
は
あ
な
た
の

ち
で
は
な
く
、
譯
語
の
問
題
で
あ
る
。
い
か
に
し
て
王
の
高
貴
な
衣

を
、
白

衣
の
俗

と
同
じ
く
し
、
重
い
ほ
う
に
分
け
、
あ
る
い
は

は
、
法
衣
と
同
じ
よ
う
に

價
し
て
、

い
ほ
う
に
い
れ
る
か
で
あ
る
。
且

つ
王
が
貴
衣
を
着
る
の
は
、
比
丘
の
三
衣
と
同
じ
で
あ
る
。
價
値
が
十
萬
も
す
る
の
で
、
貴
衣
と
い
い
、
そ
れ
を

に
施
せ
ば
、

い
ほ
う

の
部

と
同
じ
に
な
る
。
白
衣
や
外

の

は
、
本
來
出
家
し
た

は
こ
れ
を

つ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
三
衣
は
佛
が
そ
の
名
を
制
定
し
た

も
の
だ
か
ら
、
着
る

は
必
ず
解

す
る
こ
と
が
で
き
た

で
あ
る
。
こ
の
た
め
白
衣
と
俗
人
の

は
、
佛
は

し
く
制
し
て
こ
れ
を

っ

た
。
亡
く
な
っ
た

が
い
れ
ば
、
ど
ち
ら
も
重
い
ほ
う
に
分
け
て
お
さ
め
よ
。

三
衣
に
關
し
て
は
、
三
衣
と
同
じ
で
あ
る
。
邊

で
は

の
皮
を
臥

と
す
る
こ
と
を

め
て
い
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
三
衣
の
う
ち
に
入
る
。
枝
葉
が
外
側
に
在
り
、
柔
か
い
毛
が

側
に
在
る
。

ひ
ど
く

い
國
も
、
佛
は
佛

の
た
め
に
着
用
を
開
し
、
必
ず
布

と
な
り
、
ま
た

い
ほ
う
に
は
入
ら
な
い
。

か
ら
の

い
を
改
め
て
、

後
か
ら
悟
っ
た
こ
と
に

う
の
が
よ
い
の
で
あ
る
。
如
來
の
在
り
し

で
さ
え
、
な
お
後
か
ら
決
め
た
こ
と
に
よ
り

か
ら
の
こ
と
を

し

て
い
る
。
ど
う
し
て
今
、

っ
て
い
た
こ
と
を
後
か
ら
悟
っ
て
い
く
よ
う
な
こ
と
が
な
い
と
い
え
よ
う
か
。

私
は
ど
こ
か
ら
來
た
の
か
を
問
う
た
。
一
人
の
天
人
が
、
私
の
元
に
來
て
禮
敬
し
時
候
の
挨
拶
を
し
た
後
、

の
よ
う
に
言
っ
た
、

私
は
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姓
は
王
、
名
は

と
い
い
、
大

の
蘭
臺
の
臣
で
あ
り
ま
す
。
康

會
師
が
初
め
て
建
業
に
來
ら
れ
た
時
、
孫

（
孫
權
）
は
す
ぐ
に
は
布

を
許
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
希
有
の
瑞
祥
を
目
の
當
た
り
に
感
じ
さ
せ
て
、
特
別
に
廟
を
建
て
さ
せ
た
の
で
す
。
こ
の
時
、
天

地
祇
は
、
こ

と
ご
と
く
靈

あ
る
加
護
を
加
え
て
、
二
十
一

目
に
し
て
、

に

利
に
感

し
ま
し
た
。

は
自
ら
手
に
銅

を
執
り
、
銅
盤
の
中

に
舎
利
を
傾
け
入
れ
ま
す
と
、

利
の
衝

し
た
と
こ
ろ
は
、
盤
が
す
ぐ
に
破
裂
し
、
或
い
は
火
で

い
た
り
鎚
で
た
た
い
て
み
た
り
も
し

ま
し
た
が
、
何
を
し
て
も
破
損
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

澤
や
張

の
徒
も
ま
た
天
人
が
護
り
助
け
て
、
そ
の
身
中
に
入
り
、

心
を
す
っ
き
り
と
さ
せ
、
理
に
か
な
っ
た
應
對
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
今
は
ど
ち
ら
も
天
に
在
っ
て
、
佛
法
を
弘
め
護
る
こ
と
を

仕
事
と
し
て
お
り
ま
す
。
私
は

長
天
下
の
韋

軍
配
下
の
使

で
あ
り
ま
す
が
、

軍
は
な
す
べ
き
こ
と
が
極
め
て
多
く
、
三
洲
の
佛
法

を
擁
護
し
て
お
り
、

い
ご
と
や
危

を

す
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
必
ず
自
ら
行
き
諭
し
和
解
さ
せ
ま
す
。
今
、

し
て
ご
挨
拶
申
し
上
げ

ま
す
。
韋

軍
は
す
ぐ
に
來
よ
う
と
し
て
い
ま
す
が
、
先
立
っ
て
処
理
す
べ
き
事
柄
に
手

取
っ
て
お
ら
れ
、

も
な
く
到
着
す
る
は
ず
で

す
。
し
ば
ら
く
は
私
ど
も
が
師
と
共
に
論
議
す
べ
く
、
こ
こ
に
參
っ
て
お
り
ま
す
。

し
ば
ら
く
し
て
ま
た
天
人
が
來
た
が
、
姓
を
羅
氏
と
い
い
、
蜀
の
人
で
あ
る
。
言
葉
は
蜀
の
訛
り
が
あ
り
、
廣
く
律
相
を

い
た
。
初
め

て
會
っ
た
時
は
、
世
俗
世
界
の
時
候
の
挨
拶
を
し
、
到
來
の
因

に
つ
い
て

べ
て
お
り
、
筋

だ
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
私
は
そ
の
ま

ま
忘
れ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
こ
れ
以
上
話
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

に
ま
た
一
人
の
天
人
が
い
て
、
姓
を
費
氏
と
い
い
、
私
に
對
し
て
禮
敬
す
る
の
は

の

た
ち
と
同
じ
で
、

の
よ
う
に
云
っ
た
。

私

は
迦
葉
佛
の
時
に
生
ま
れ
て
初
天
韋

軍
の
下
に
お
り
ま
し
た
。

々
の
天
は
貪
欲
で
あ
り

っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
が
、
私
は
宿
願
力
に

よ
っ
て
、
天
が
有
す
る
欲
を
受
け
ず
、

な
る
梵
行
に
よ
り
、
ひ
と
え
に
律
を
敬
っ
て
き
ま
し
た
。
韋

軍
は
童

な
る
梵
行
に
よ
り
、

天
の
欲
を
受
け
ま
せ
ん
で
し
た
。
一
王
の
下
に
八

軍
が
い
て
、
四
王
で
三
十
二

と
な
り
ま
す
が
、
四
天
下
を
め
ぐ
り
行
き
來
し
、

々

の
出
家
人
を
護
り
助
け
ま
す
。
四
天
下
の
中
で
、
北
天
一
洲
は
佛
法
が
あ
ま
り
廣
ま
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
他
の
三
天
下
は
佛
法
は
大
い
に
弘

ま
っ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
出
家
人
が
禁
戒
を
犯
す
こ
と
多
く
、
如
法
の

は
少

で
す
。
東
西
の
天
下
に
は
機

に
し
て
聡

な
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も
の
が
少
な
く
、
煩

が
あ
っ
て

し

い
の
で
す
。
南
方
一
洲
は
犯
罪
が
多
い
の
で
す
が
、

し
て
善
に

わ
せ
て
お
り
、
心
は

伏
し
や
す
い
の
で
す
。
佛
は
涅
槃
に
臨
み
、
み
ず
か
ら
付

し
、
竝
び
に
守
護
さ
せ
、

に
邪

を
さ
せ
ま
せ
ん
で
し
た
。
も
し
守
護
し
な

け
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
戒
は
破
ら
れ
ま
す
。
そ
う
な
れ
ば
、
佛
の
法

を
行
う

は
誰
も
い
な
く
な
る
で
し
ょ
う
。
故
に
佛
が
誡
を
垂
れ
た

か
ら
に
は
、
行
わ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
す
。
禁
を
破
っ
た
の
を
見
て
も
、
愍
ん
で
こ
れ
を
護
っ
て
や
り
、
一
善
を
行
う
の
を
見
れ

ば
、
萬

も
咎
め
だ
て
す
る
こ
と
な
く
、
今
の
一

を
忘
れ
た
か
の
よ
う
に
し
、
以

の

失
を
問
題
に
し
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
人
中
の

は
、
上
っ
て
四
十
万
里
の

に
漂
い
及
び
、

を
性
と
す
る

天
は
、
こ
れ
を
厭
わ
な
い
も
の
は
い
ま
せ
ん
。
た
だ
佛
の
付

を
受
け
て

法
を
守
護
さ
せ
て
い
る
か
ら
で
す
。
佛
も
ま
た
人
と
と
も
に
お
り
ま
す
。

天
は
敢
え
て
來
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
韋

軍
は
、
四

天
王
の
下
の
三
十
二

の
中
で
、
最
も
佛
法
を
弘
護
す
る
こ
と
に
熱
心
で
す
。
多
く
の

子
・

女
が
、
比
丘
を

ん
じ
弄
ん
で
、

力
が

乏
し
い

は
、
み
な
惑
い

れ
る
の
で
す
。

軍
は
心
配
し
て
奔
り
赴
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
應
じ
て
拂
い
の
ぞ
く
の
で
す
。
故
に
報

す
べ
き
こ
と
が
あ
れ
ば
、
四
王
の

に
往
く
必

が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
の
と
き
四
王
は
見
て
皆

ち
あ
が
る
の
は
、
韋

軍
が
童

の

行
を
修
め
て
正
法
を
護
っ
て
い
る
か
ら
な
の
で
す
。
私
は
心
か
ら
戒
律
が
護
ら
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
お
り
、
如
來
が
一
代
に
し
て
定
め
た
律

は
、
す
べ
て
座
中
に
あ
り
、
戒
法
を

受
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
私
は
中
國
に
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
律
の
中
の

々
の

さ
れ
た

義
を

問
わ
れ
れ
ば
、
す
べ
て
お
答
え
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
東
華
に
は
三
寶
は
も
と
か
ら
存
在
し
、
山

水
石
に
瑞
祥

は
往
往
に
し
て
多
々
現
れ
ま
す
。
た
だ
そ
の
靈
妙
で
あ
る
こ
と
を
謂
い
こ
れ
を
敬
う
だ
け
で
、
そ
の
由
來
を
訪
ね
よ
う
と
し
て
も
、
天
人
が

來
て
い
た
こ
と
す
ら
知
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
こ
の

に
よ
っ
て
、
申
し
上
げ
ま
す
。
し
ば
ら
く
廣
く
事
柄
の
記

を

げ
、
す
じ
み
ち
を

立
て
て
ま
と
め
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
廣
く
見
て
い
る
と
は
い
え
な
い
の
で
、
詳
し
い
こ
と
は
お
話
で
き
ま
せ
ん
。

私
は
若
い
こ
ろ
か
ら
、
世
に
も
ま
れ
な
世
俗
を
超
越
し
た
典
籍
を
多
く
讀
む
こ
と
を
願
っ
て
い
た
。
だ
か
ら

・

記

（
十

・
梁
・
蕭
繹
撰
）
・

冥
祥
記

（
十

・
南

・
王

撰
）
・

冥
報
記

（
三

・

・

臨
撰
）
・

記

（
十
五

・
隋
・
侯
君
素
撰
、

續
高

傳

二
（T

50,
436a

）
參
照
）
・

記

（
十

・
南

・

沖
之
撰
）
・

志
怪

（
二

・

・

台
之
撰
）
・

幽

（

幽

の
こ
と
か
。
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二
十

・
宋
・
劉
義
慶
撰
）
は
、
か
つ
て
こ
れ
を
閲
讀
し
、
疑
い
を
抱
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
し
て
や
佛
が
天
人
に
流
布
し
た

え
や
、
心
に

勇
猛
心
を
持
っ
て

め
と
の
經

で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
体
と
心
を
護
り
助
け
、
城
や
塔
を
守
り
維
持
し
た
。
事
は

代
よ
り
傳
え

ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
い
た
ず
ら
に

を

し
た
も
の
で
は
な
い
。
後
の

の

は
す
べ
て
記

の
順
に
し
た
が
っ
て
條
ご
と

に
分
け
て
書
い
た
。

﹇
語
註
﹈

【
于
寶
】

正
し
く
は
干
寶
。

書

八
三
に
立
傳
。

【

】

記

も
と
三
十

、
の
ち
散

、

末
に
輯
本
二
十

。

【
玄
冥
】

禮
記

令

孟

之

、

在
尾
昏
危
之
中
旦
七
星
中
。
其

壬
癸
、
其
帝

、
其

玄
冥
。

【
北
帝
】

陶
弘
景

一
五
・

幽
微

鬼
官
之
太
帝

、
北
帝
君
也
、
治
第
一
天
宮
中
、
總

六
天
宮
。

【

京
】

陶
弘
景

一
五

羅

山
在
北
方
癸
地
、
山
高
二
千
六
百
里
、

廻
三
萬
里
。
其
山
下
有
洞
天
、
在
山
之

廻
一
萬
五
千
里
。
其
上

其
下
竝
有
鬼

宮
室
、
山
上
有
六
宮
、
洞
中
有
六
宮
、

廻
千
里
、
是

六
天
、
鬼

之
宮
也
。

【
邇
卜
商

室

生
】

卜
商
、
字
は
子
夏
。
顔
生
は
顔
回
、
字
は
子
淵
。

太

廣
記

三
一
九
・
蘇

傳

曰
、
言
天
上
及
地
下
事
、
亦
不
能
悉
知

也
。
顔
淵
・
卜
商
、
今
見
在

修

郎
。
修

郎

有
八
人
。
（
王

書

）

【
項
良
成
】

項
梁
成
。
陶
弘
景

靈
位
業
図

で
は
第
七
右
位
、
註
に

作
都

宮
頌

と
あ
る
。
陶
弘
景

一
五

項
梁
城
作

宮
誦

曰
、
…
…
﹇
註
﹈
…
…
蘇

傳
曰
、
鬼
之

有
項
梁
城
、
賢

有
呉
季
子
。
但
不
知
項
是
何
世
人
也
。
或

是
項
羽
之
叔
項
梁
、
而
不
應

季
子
也
。

引
用

中
の
蘇

傳
は
王

書

の

掲
註

に
續
く
部
分
。

【
呉
季
】

呉
季
札
。
陶
弘
景

靈
位
業
図

で
は
第
七
左
位
に

北

公
呉
季
札

、
註
に

呉
王
壽
夢
之
子
、

之
叔
、
延
陵
季
子

と
あ
る
。
陶

弘
景

一
五

呉
季
札

北

公
。

【
崑

】

崑
崙
山
と

洲
。
仙
人
の
居

。

【
若
存
若
亡
】

老
子

第
四
一

上
士
聞

、

而
行
之
、
中
士
聞

、
若
存
若
亡
、
下
士
聞

、
大
笑
之
、
不
笑
不
足
以

。

魏
書

一
一

四
・
釋
老
志

始
光
初
、
奉
其
書
而

之
、
世

乃
令

之
止

張

之

、
供
其

物
。
時

野
聞
之
、
若
存
若
亡
、
未
全
信
也
。
崔
浩
獨

其
言
、
因
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師
事
之
、
受
其
法

。

【
江
泌
女
誦
出

土
・
大

等
三
十
餘
經
】

南

末
の
太
學

士
江
泌
の
娘
。

寶
頂
經

な
ど
二
十
一
種
三
十
五

を
譯
し
た
と
さ
れ
る
。

出

三
藏
記
集

五
（T

55,
040a

b
）

）
參
照
。

宣
の

作
で
は

大

典

四
（T

55,
264

）、

續
高

傳

一
・
譯
經

（T
50,

426a
b

）

參
照
。

【

以
今
年
二

末
、

感
天
人
、
有
若
曾
面
】

量
處

重
儀

以
乾
封
二
年
季
春
冥
感
天
人
。

姓
費
氏
、
蜀
人
也
。
夏
桀
之
時
、
生

南
天
王

下
、

使

。
親

律
相
、
躬
受
佛
累
、
弘
護

。
謂
餘

撰
鈔
疏
儀

、
其
失
蓋
微
。
然

重

、
隨
濫
則
有
、
雖
隨
律

非

了
、
是

譯

、

豈
是
學
人
。
可
改

、
宜

後
悟
。
如

體
量
、
乃
逼
三
衣
。
中
國
不
開
、

被

土
。
（T

45,
845a

）

【

重
物
】

四
分
律

補
隨
機

下
・

分
衣
法

第
八

七

重
物
（
十
誦
病
人
死
無
看
病

、
取
衣
物
浣
洗
曝

徐

入
衆
中
。
律

云
、
彼
持
亡

衣
物
、
來
在
衆
中
、
當
作
是
言
）
大

、
某
甲
比
丘
（
彼
此
）、
住
處
命

有
衣
物
此
住
處
現

應
分
（
如
是
三

毘
尼
母
云
、
竝

取
衣
物
在

、

已

一
人
處
分
、
可
分
物
不
可
分
物
、
各
別
一
處
）。
正

處
分
（
佛
言
若
比
丘
死
。
若
多
知

若
無
知

、
一
切
屬

。
若
有
園
田
・

果
樹
・
別

、
及
屬
別

物
銅
瓶
・
銅
盆
・
斧
鑿
・
燈
臺
・
繩
床
・
坐
褥
・
臥
褥
・

・
車
輿
、
守

伽
藍
人
水
瓶
・

罐
・
錫
杖
・

、
鐵
作

・
木

作

・
陶
作

・
皮
作

・
竹
作

、
及

種
種
重
物
、
竝
不
應
分
屬
四
方

。

長
三
肘
廣
五
肘
毛
長
三
指
、
剃
刀
衣
鉢
坐

針

夜
羅

、
現

應
分
之
。
律

正

如
此
。
餘
有
不
出

、
當

部
律
論
聯

。
當

律
本

不
容
緩

自
欺
。
必
欲
廣
知

如
量
處
重

物
儀
中
）。

夜
羅

（
謂
減

小

餘

盞

皿
）。
（T

40,
505c -506a

）

【
三
衣
】

失
譯

分
別
功
徳
論

四

或
曰
、

三
衣

、
以
三
轉
法
輪
故
。
或
云

三
世
。
或
云

三
時
故
、
故
設
三
衣
、

則

重

、
夏
則

、
春
秋

中

、

是
三
時
故
、
便

三
衣
。
重

五
條
、
中

七
條
、

十
五
條
。
若
大

時
、
重

三
衣
可
以
障
之
。
或
曰
亦

蚊
虻

子

故
設
三
衣
。
（T

25,
44b

c

）

四
分
律

繁
補
闕
行
事
鈔

下
一
・
二
衣
總
別

第
十
七

分
別
功

論
、

三
時
故
制
有
三
衣
、

則

重
、
夏
則

、
春
則

中
、
亦

蟲
故
。
（T

40,
105a

）

【
白
衣
外

之

】

量
處

重
儀

本

若
純
色

應
分
（
亦
準
上
解
、
如
三
衣
相
量

、
氈
有
厚

。
厚

三
衣
量
入
重
、
減

得
有
隨

入

、

被
則
不
爾
、
全
是
重

。
長
衣
不
開
、
被
非

施
。
故
是
俗
物
非
出

用
。
若

開

、
與
俗
不
殊
。
故

俗

・
白
衣

・
外

衣
竝
不
開
畜
、
深
有
大

、

也
。
無
問
厚

大
小
、
白
衣
・
外

之

竝
入
重

。
律
中
、
比
丘

此
二

、
至
佛

言
、
此
是
頭
陀
端

法
、
願
佛

。
佛
言
、
汝
等
癡

人
、
避
我

制
、
更
作
餘
事
、
自
今
已
去
、
一
切
白
衣
・
外

不
得
畜

。）
（T

45,
845a

b

）

【
邊
方
開
皮
臥

、
亦
是
三
衣
】

四
分
律

繁
補
闕
行
事
鈔

下
一

、
長
五
肘
、
廣
三
肘
、
毛
長
三
指
入

。
此

雪
國
中
曲
開
、

相
同
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袈
裟
、
條
葉

足
、
毛

葉
外
。
乃
至
皮
作
亦
然
。
故
開
皮

臥

、
此

三
衣
也
。
（T
40,

114c

）
佛
陀
耶

共
竺
佛
念
等
譯

四
分
律

三
十
九
・

皮
革

度
之
餘

時

比
丘
至
白
衣

、
白
衣

皮
囊
。
比
丘
有
畏
慎
心
、
念
言
、
佛
不

我
等
坐
皮
上
。

白
衣
言
、
我
等
更
何
處
得
別
坐
。

比
丘

白
佛
、
佛
言
、

在
白
衣

得
坐
。
（T

22,
846c

）

【
布

】

量
處

重
儀

本

邊
方
皮
衣
開
畜
、
無
三
衣
相
、
何
必
在

。
若
至
布

、
皮

入
重
。
邊
方
開
坐
、
何
必
在

。
（T

45,
846b

）

【
會
師
】

康

會
。
孫
権
と
の

の

話
は
、

出
三
藏
記
集

一
三
（T

55,
096b

）・
慧

高

傳

一
（T

50,
325a

-c

）。

【

澤
】

三
國
志

五
三
に
立
傳
。
康

會
と
の

話
に
つ
い
て
は
、

集
古
今
佛

論
衡

甲
・

魏
時

崇
重
釋
門

佛
立
塔
寺
因
問
三

優
劣
事
二
（T

52,
365a

）
を
參
照
。

【
張

】

三
國
志

に
名
は
見
ら
れ
な
い
。
康

會
と
の

話
に
つ
い
て
は
、

出
三
藏
記
集

一
三
（T

55,
096c

）・
慧

高

傳

一

（T
50,

325c -326a

）。

【

爽
】

た
ま
し
い
。
顔
之
推

顔
氏
家
訓

五
・

心

夫
有
子
孫
、
自
是
天
地

一
蒼
生
耳
、
何
預
身
事
。
而
乃
愛
護
、

其
基
址
、
況
己
之

爽
、
頓
欲
棄
之
哉
。

【
三
洲
】

四
洲
か
ら
北

洲
を
除
い
た
も
の
。

【
羅
氏
】

律
相
感

傳

問
、

州
相
思
寺
側
、
多
有
古
跡
、
篆
銘

之
、
不

其

。
答
曰
、
迦
葉
佛
時
有
山

、
姓
羅
、
名
子

、
蜀
人
也
。

舊
是
持
戒
比
丘
、
生
憎
破
戒

、
發

願
、
令
我
死
後
作
大

鬼
、

破
戒
人
、
因
願
受
身
、
作
此
山

。
多
有
眷
屬
、

土
地
、
東
西
五
千
餘
里
、

南
北
二
千
餘
里
、
年

萬
人
已
上
。
此

本
曾

迦
葉
佛
兄
、
後

弟
子
、
彼
佛
憐
愍
、
故
來

。
種
種

變
、
然
始

伏
、
與
受
五
戒
。
隨

宿
命
、

因
不

人
。

後
心
變
。
故
佛
留
跡
、
育
王

上

塔
、
在
山
頂
、

便
藏

石
中
、
塔
是
白
玉

作
。
其

見
在
、
郭
下
寺
塔
、
育
王

立
（
事
見
付

儀
）。
（T

45,
878b

）

【
南
天
韋

軍
】

南
天
は
増
長
天
。
韋

軍
は
韋

。
増
長
天
の
下
の
八
将
軍
の
一
人
で
、
三
十
二

軍
の
筆
頭
。

世

法
苑
珠
林

十
・
千
佛

有
天
人
韋

、
亦
是
南
天
王
八
大

軍
之
一
臣
也
。
四
天
王
合
有
三
十
二

、
斯
人

首
。
（T

53,
354a

）

（
松
浦
典
弘
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集
古
今
佛

論
衡

序
（T

52,
363a

b

）

序

成
立
年＝

高
宗
・
龍
朔
元
年
（
六
六
一

宣
年
六
十
六

﹇
釋

﹈

集
古
今
佛

論
ａ衡

序

龍
朔
元
年

京
師
西

寺
實

ｂ

若
夫
無
上
佛
覺
、

出

ｃ
籠
、
超
三
界
而
獨
高
、
截
四
流
而

。
故
使

封

漸
、

統

大
千
、
聲

、
沐

霑

八
部
。

以
金
剛
御
座
、
峙
閻

之
地
心
、
至
覺
據
焉
、
布
英

之
良

。

有
天
人
受

、
龍
鬼

心
、

酌
不
相
之
方
、
散
釋
無

之
患
。

然
夫

人

作
、

必
因
時
、
時
有
邪
倒
之
夫
、
故

因
而
陶

。
天
竺
盛

六

、

州
重

二

。

使
儒

互
先
、

交
ｄ正

、

自
非
入
證
登
位
、
何
由
分
析
殊

。
致
令
九
十
六

、
競

詞
、
六
十
二
見
、
各
陳
名
理
。
在

或

、
大

斯

、
莫
不
謂
無
想

泥

、
指
梵

生
本
。
故
二
十
五

、
開
計
度
之
街
衢
、
六
大
論
師
、
立

我
之

宰
。
居
然
設

、
億
載
斯
年
、

統
塵
蒙
、
九
土
崇
敬
。

其

也
、

生
而
會
其
源
、
論
其
行
也
、
封
固
而
登
其
信
。
故
有
四
韋
陀
論
、
推
理
極

冥
初
、
二
有
天
根
、

生
窮

劫
始
、
臆
度

ｅ玄

、

生
靈
。
致
有
赴
水
投

、
坐
熱
臥
棘
、
吸
風
露
而
曰
仙
、

ｆ

形
ｇ體

而
號

、
守
死
長

、
莫
知

覺
。

如
來
哀
彼

黎
、
降

ｈ靈
赤
澤
。

形
丈
六
、
金
色
駭

人
天
、

揚
四
辯
、
慧
解
暢

幽
顯
。
能
使

王
列
陣
、

ｉ十
軍

一
言
、
梵

來
儀
、
三
輪
摧

萬
惑
。

是

戴
爐
之
輩
、
結
舌
伏

場
、
敬

重
火
之
徒
、
洗
心
仰

覺
ｊ路

。

衞
城
側
、
大

邪
鋒
、
堅
固
林

中
、
傾
倒

ｋ枯
穴
。
能
事

顯
、

ｌ

務
弘

、
玉
關
揚
正

之
秋
、
金

ｍ陵
表
乘

ｎ權
之
瑞
。

涼
臺
上
、
圖
以
靈
儀
、
顯

ｏ
園
中
、
陳
茲

景
。

度
人
立
寺
、
創
廣
仁
風
、
抑
邪

正
、

斯

轍
。

于
斯
時
也
、
喋
喋

首
、
無
敢
抗
言
、

巾
、
時

議
。
然
其

被
不
及

龍

、
名
位
無

庭
。
王
何

其
上
賢
、

ｐ班
馬

宣 作の 究



其
褒
貶
。
安
得
與
夫
釋
門
相
抗
、
雷
同
混
迹

哉
。
斯
何
故
耶
。
良
以

寡
、
信
保
常

。
今
則

、
義
必
爽
開

惑
。
且

夫
其
流
易

、

澤
之
對
天
分
、
其
理

ｑ

、
孫
盛
之
談

截
。

然

學
未
經

、

弊
疎

、
邪
辯

ｒ逼

、
能
無
猜
貳
。
孔
丘
之
在
東
魯
、

盈
、

ｓ卜
商
之
據
西
河
、

參
疑

。
自
餘
恆
俗
、
無

足
討
論
。
今
以
天
竺

徒
、
聲
華
久
隔
、
震
旦
張
葛
、
交
論
寔
繫
。
故
商

ｔ確
由
來
、
銓
衡

列
、
筆

ｕ蕪
濫
、
披
圖
藻
鏡
。
總
會
聚
之
、
號

曰
佛

論
衡
、
分

上
中
下

ｖ三

。
如
有

括
、

詳
焉
。

﹇
校
勘
﹈

ａ
集
古
今
佛

論
衡
序＝

集
古
今
佛

論
衡
實

（
宋
・
元
・

・
宮
・
磧
）

ｂ

龍
朔
元
年

京
師
西

寺
實

＝

釋

宣
撰
（
宋
・
元
・
宮
）。＝

釋

宣

（

）

ｃ

籠＝

籠

（
宋
・
元
・

・
宮
・
磧
）

ｄ
正＝

喪
（
宮
）

ｅ
玄＝

懸
（
宋
・
元
・

・
宮
・
磧
）

ｆ

＝

（
大
正
藏
）。

（
宋
・
元
・

・
宮
・
磧
）

ｇ
體＝

骸
（
宋
・
元
・

・
宮
・
磧
）

ｈ
靈＝

雲
（
宋
・
宮
）

ｉ
十＝

千
（
宋
・
元
・

・
磧
）

ｊ
路＝

（
宋
・
元
・

・
宮
・
磧
）

ｋ
枯＝

（
宋
・
元
・

・
宮
・
磧
）

ｌ

（
宋
・
元
・

・
宮
・
磧
）

ｍ
陵＝

相
（
宋
・
元
・

・
宮
・
磧
）

ｎ
權＝

機
（
宋
・

元
・

・
宮
・
磧
）

ｏ
園＝

陵
（
宋
・
元
・

・
宮
・
磧
）

ｐ
班＝

斑
（
大
正
藏
）。＝

班
（
宋
・
元
・

・
宮
・
磧
）

ｑ

＝

（
宋
・
元
・

・
宮
・

磧
）

ｒ
逼＝

（
宋
・
元
・

・
磧
）

ｓ
卜＝

十
（
大
正
藏
）。＝

卜
（
宋
・
元
・

・
宮
・
磧
）

ｔ
確＝

（
宋
・
元
・

・
宮
・
磧
）

ｕ
筆

蕪＝

筆

無
（
宋
・
元
・

・
磧
）。＝

筆

濫
（
宮
）

ｖ
上
中
下
三＝

甲
乙
下
四
（
大
正
藏
）。＝

上
中
下
三
（
宋
・
元
・

・
宮
・
磧
）

﹇
訓
讀
﹈

集
古
今
佛

論
衡
の
序

龍
朔
元
年

京
師
の
西

寺
に

い
て
實

す

夫
の
無
上
の
佛
覺
、

か
に

籠
よ
り
出
づ
る
が
若
き
は
、
三
界
を
超
え
て
獨
り
高
く
、
四
流
を
截
ち
て

と

せ
ら
る
。
故
に

封
の

漸
ぶ

を
し
て
、

大
千
を
統
べ
、
聲

の

ぶ

を
し
て
、
沐

八
部
を
霑
わ
し
む
。

以
に
金
剛
の
御
座
、
閻

の
地
心
に
峙
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し
、
至
覺
焉
れ
に
據
り
て
、
英

の
良

を
布
く
。

に
天
・
人

を
受
け
、
龍
・
鬼

心
を

し
、
不
相
の
方
を

酌
し
、
無

の
患

い
を
散
釋
す
る
有
り
。

然
る
に
夫
れ

人
の
作
す

、

は
必
ず
時
に
因
り
、
時
に
邪
倒
の
夫
有
り
、
故
に

ち
因
り
て
陶

す
。
天
竺

六

を
盛
ん
に
し
、

州

二

を
重
ん
ず
。

に
儒
・

を
し
て
互
い
に
先
ん
じ
、

・

を
し
て
交
々
正
し
か
ら
し
む
る
も
、
入
證
登
位
に
非
ら
ざ
る
よ
り

は
、
何
に
由
り
て
殊

を
分
析
せ
ん
や
。
九
十
六

を
し
て
、
競
い
て

詞
を

り
、
六
十
二
見
を
し
て
、
各
々
名
理
を
陳
べ
し
む
る
を
致

す
。

に
在
り
て
は
或
い
は

る
も
、
大

斯
れ

し
、
無
想
を
謂
い
て
泥

と

し
、
梵

を
指
し
て
生
本
と

さ
ざ
る
莫
し
。
故
に
二

十
五

、
計
度
の
街
衢
を
開
き
、
六
大
論
師
、

我
の

宰
を
立
つ
。
居
然
と
し
て

を
設
け
、
斯
年
を
億
載
に
し
、
塵
蒙
を

統
し
、
九

土
崇
敬
す
。
其
の

を

う
る
や
、
生
を

じ
て
其
の
源
に
會
し
、
其
の
行
を
論
ず
る
や
、
封
固
し
て
其
の
信
に
登
る
。
故
に
四
韋
陀
論
、

理
を
推
し
て
冥
初
を
極
め
、
二
有
天
根
、
生
を

ね
て
劫
始
を
窮
め
、
玄

を
臆
度
し
、
生
靈
を

す
る
有
り
。
水
に
赴
き

に
投
じ
、

熱
に
坐
し
棘
に
臥
し
、
風
露
を
吸
い
て
仙
と
曰
い
、
形
體
を

わ
に
し
て

と
號
し
、
死
を
守
り
て
長
く

い
、

覺
を
知
る
莫
き
こ
と
有

る
を
致
す
。

如
來
彼
の

黎
を
哀
み
、
靈
を
赤
澤
に
降
す
。
形
を
丈
六
に

か
せ
、
金
色

人
天
を
駭
か
せ
、

き
て
四
辯
を
揚
げ
、
慧
解

幽
顯
に

暢
ぶ
。
能
く

王
を
し
て
列
陣
せ
し
む
る
も
、
十
軍

一
言
に

か
れ
、
梵

を
し
て
來
儀
せ
し
め
、
三
輪

萬
惑
を
摧
く
。
是
に

い
て

を

い
爐
を
戴
く
の
輩
、
舌
を
結
び
て

場
に
伏
し
、

を
敬
い
火
を
重
ん
ず
る
の
徒
、
心
を
洗
い
て
覺
路
を
仰
ぐ
。

衞
城
の
側
に
、

大
い
に
邪
鋒
を

せ
、
堅
固
林
の
中
に
、
傾
け
て
枯
穴
を
倒
に
す
。
能
事

に
顯
ら
か
に
し
て
、

務
弘
い
に

ま
り
、
玉
關
に
正

の
秋

を
揚
げ
、
金
陵
に
乘
權
の
瑞
を
表
す
。

涼
臺
の
上
、
圖
く
に
靈
儀
を
以
て
し
、
顯

園
の
中
、
茲
の

景
を
陳
ぬ
。
人
を
度
し
寺
を
立
て
、

創
め
て
仁
風
を
廣
め
、
邪
を
抑
え
正
を

き
、
斯
に

い
て
轍
を

く
。

斯
の
時
に
于
け
る
や
、
喋
喋
た
る

首
、
敢
え
て
抗
言
す
る
無
く
、

た
る

巾
、
時
に

議
を

ぐ
。
然
る
に
其
の

被
は
龍

に

及
ば
ず
、
名
位
は

庭
を

む
無
し
。
王
・
何

其
の
上
賢
に

し
、
班
・
馬

其
の
褒
貶
を

ん
に
す
。
安
ぞ
夫
の
釋
門
と
相
い
抗
い
、

宣 作の 究



雷
同
し
て
迹
を
混
う
る
を
得
ん
や
。
斯
れ
何
の
故
ぞ
や
。
良
に

に
寡
く
、
信
に
常

に
保
ん
ず
る
が
以
な
り
。
今
は
則
ち

す
れ
ば
、
義
と
し
て
必
ず

惑
を
爽
開
す
。
且
つ
夫
れ
其
の
流
の

り
易
き
こ
と
、

澤
の
對
の
天
分
な
る
が
ご
と
く
、
其
の
理
の

ら
し

き
こ
と
、
孫
盛
の
談
の

截
な
る
が
ご
と
し
。

然
れ
ど
も

お
學
未
だ

き
を
經
め
ざ
れ
ば
、

は
疎

を
弊
い
、
邪
辯
も

に
逼
れ
ば
、
能
く
猜
貳
無
き
が
ご
と
し
。
孔
丘
の
東
魯
に

在
り
て
、

お

盈
を

き
、
卜
商
の
西
河
に
據
り
て
、

お
疑

に
參
ず
る
が
ご
と
し
。
自
餘
の
恆
俗
、
討
論
す
る
に
足
る
無
し
。
今
以

え
ら
く
天
竺
の

徒
、
聲
華
久
し
く
隔
る
も
、
震
旦
の
張
・
葛
、
交
論
寔
に
繫
ぐ
と
。
故
に
由
來
を
商
確
し
、

列
を
銓
衡
し
、
筆
し
て
蕪

濫
を

り
、
圖
を
藻
鏡
に
披
か
ん
。
總
會
し
て
之
を
聚
め
、
號
し
て
佛

論
衡
と
曰
い
、
分
ち
て
上
中
下
三

と

す
。
如
し

括
有
ら
ば
、

る

焉
れ
を
詳
か
に
せ
よ
。

﹇
譯

﹈

集
古
今
佛

論
衡
の
序

・
龍
朔
元
年

京
師
の
西

寺
に
お
い
て
實

し
た
。

か
の
鳥
籠
の
よ
う
な
束

の
世
界
よ
り
解

し
た

き
佛
陀
は
、
煩

世
界
（
三
界＝

欲
界
・
色
界
・
無
色
界
）
を
飛
び
超
え
誰
よ
り
も

き

ん
で
、

々
の
煩

（
四
流＝

欲
流
・
有
流
・
見
流
・
無

流
）
を
た
ち
切
り

と

え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
〔
そ
の

を
受
け
る
〕
疆

域
は
三
千
大
千
世
界
を
統
括
す
る
ま
で
に
廣
が
り
、
そ
の
聲

は
八
部
衆
（
ク
シ
ャ
ト
リ
ア
、
バ
ラ
モ
ン
、
長

居
士
、
修
行

、
四
天
王
、

利

天
、

王
、
梵
王
）
を

す
る
ま
で
に
及
ぼ
さ
れ
た
。
金
剛
座
は
閻

提
の
地
上
の
中
心
に
確
固
と
し
て
存
し
、
佛
陀
は
そ
こ
に
坐
し
て
す

ぐ
れ
た
良

を
行
き
渡
ら
せ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
天
・
人
は

え
を
受
け
、
龍
・
鬼
は

心
し
、
あ
ら
ゆ
る
事
物
は

で
あ
る
と
す
る

方
を
く
み
取
り
、〔

い
の
根
源
で
あ
る
〕
無

の
患
い
を
解

し
た
。

と
こ
ろ
で
、
い
っ
た
い

人
の
行

は
必
ず
時
に
應
じ
て
は
じ
ま
り
、
そ
れ
と
同
時
に
邪
見
の

夫
が
出
現
す
る
た
め
正
し
い
方
向
へ
と
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え

く
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
印
度
で
は
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
學
派
の
六
つ
の
原
理
の

え
（
六

）
が
盛
ん
に
行
わ
れ
、
中
國
で
は

老

子

經

二

の

え
が
重
ん
ぜ
ら
れ
た
。
そ
う
し
て
儒

と

と
が
優
位
を
競
い
、〔

學
派
が

の
〕

の

定
を
や
り
合
っ

た
が
、

の

地
に
入
っ
た
賢

で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
ら
の

の
ち
が
い
を

瞭
に

別
す
る
こ
と
な
ど
で
き
ま
い
。〔
そ
の
た
め
、
印
度

に
あ
っ
て
は
〕
九
十
六
の
外

が

な
言
葉
を
競
い

り
立
て
、
六
十
二
の

々
な
見
解
が
あ
ら
わ
れ
互
い
に
論
理
を

張
し
合
っ
た
。

な
る
條
件
の
下
に
そ
れ
ぞ
れ
の
見
解
が
あ
ら
わ
れ
た
が
、
お
お
む
ね
論
旨
は
無
想
天
を
悟
り
の

地
、
梵

を
生
の
根
本
と
す
る

え
に

一
し
て
い
る
。
ゆ
え
に
サ
ー
ン
キ
ヤ
學
派
は
二
十
五
の
原
理
を

え
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て

理
を

究
す
る
方
法
を
示
し
、
六
派
哲
學

は

我
な
る

宰

を
立
て
た
。
そ
し
て
人
々
に
久
し
き
に
わ
た
っ
て
傳
え
ら
れ
て
行
く
こ
と
を
願
い
、
蒙
昧
の

夫
を
お
さ
め
世
界
中
で

び
敬
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
學
問
に
つ
い
て

察
し
て
み
る
と
、
現
實
の
生
命
を

ん
じ
て
生
の
根
源
を
會
得
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
實

の
あ
り
か
た
を
論
究
し
て
み
る
と
、〔
體
や
靈
魂
を
〕
封
じ
込
め
て
〔

業
の
侵
入
を
防
ぎ
〕
心
を

に
す
る
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
だ
か
ら
、
四
種
の
ヴ
ェ
ー
ダ
の

理
は
理
論
を
推
し

め
て
世
界
誕
生
以

を
極
め
よ
う
と
し
、
二
つ
の
天
根
へ
の
信
仰
は
生
命
を
探

究
し
て
世
界
の
始
ま
り
を
窮
め
よ
う
と
し
、
深
淵
で
高

な
る

理
を
根
據
な
く
推
し
量
り
、
生
命
あ
る
も
の
を

瀆
し
た
。〔
そ
の
結
果
〕

水
に
入
っ
た
り
、

よ
り
身
を
投
じ
た
り
、
熱

に
坐
し
た
り
、
棘
の
上
に
臥
し
た
り
、
風
や
露
を
吸
っ
て
仙
人
と
い
っ
た
り
、
裸
體
と
な

り

と
號
し
た
り〔
と
い
っ
た
苦
行

た
ち
が
あ
ら
わ
れ
〕、
生
死
に
執
着
し
て

い
の
世
界
か
ら

け
出
ず
、
悟
り
の
世
界
に
向
か
う
こ
と

を
理
解
し
て
い
な
い

況
を
招
い
た
の
で
あ
る
。

如
來
は
こ
の
よ
う
な
衆
生
を
哀
れ
み
、
カ
ピ
ラ
城
（
赤
澤
）
に
降
生
さ
れ
た
。
一
丈
六
尺
の
金
色
に
輝
く

は
人
や
天
の
世
界
を
お
ど
ろ
か

せ
、
四
種
の
自
由
自
在
な
辯
舌
に
よ
っ
て
慧
解
が
幽
と
顯
の
世
界
に
示
さ
れ
た
。
十
軍
（
十
種
の
煩

）
を

い
て
や
っ
て
き
た

王
は
佛
陀

の
一
言
の
下
に
屈
伏
し
、
そ
し
て
梵
天
が
來
て
〔

法
を

し
た
た
め
〕
佛
陀
の
三
輪
（
身
口

の
三
業
の
働
き
）
が
世
に
示
さ
れ
、
衆
生
の

あ
ら
ゆ
る
惑
い
が
打
ち

か
れ
た
。
こ
う
し
て

を
鐵
板
で
覆
っ
た
り
、
爐
を
頭
に
戴
い
た
り
、
太
陽
や
火
を
崇

し
た
り
す
る
外

の
輩

は
、
菩
提

場
に
坐
す
佛
陀
の

に
言
葉
を
失
い

伏
し
、
心
の
穢
れ
を
洗
い
去
っ
て
佛
陀
の
悟
り
へ
の

を
仰
ぎ

ん
だ
。
シ
ュ
ラ
ー
ヴ
ァ

宣 作の 究



ス
テ
ィ
ー
（

衞
城
）
の
側
で
外

の
よ
こ
ま
な
論
鋒
を
折
伏
し
、〔
ク
シ
ナ
ー
ガ
ラ
の
〕
堅
固
林
（
沙
羅
雙
樹
）
の
下
で
論
敵
の

窟
を
覆
し

た
。〔
こ
の
よ
う
に
〕
佛
陀
は
生
涯
を
か
け
て

え
を
示
さ
れ
、

衆
の
務
め

む
べ
き

も
大
い
に
弘
め
ら
れ
、
玉
門
關
（
甘

・
敦
煌
）
に

ゆ
た
か
な
八
正
の

が
傳
え
ら
れ
、
金
陵
（
江
蘇
・
南
京
）
で
は
〔
康

會
に
よ
っ
て
呉
の
孫
權
に
對
し
て
〕
め
で
た
き
方
便
の
力
が
示
さ
れ

た
。〔
さ
ら
に
後

の

洛
陽
で
は
〕

涼
臺
の
上
や
顯

園
の
中
に
佛
陀
の
御
影
が
描
か
れ
た
。
か
く
し
て
中
國
で
も

尼
を
度
し
、
寺
宇

を
建
立
し
、
佛
陀
の
仁
風
を
ひ
ろ
め
、
邪
見
を
抑
え
て
正
し
い

え
を
世
に

め
、
こ
こ
に
〔
人
々
が
の
っ
と
り

む
べ
き
〕
轍
を

い
た

の
で
あ
る
。

こ
の
時
、〔
中
國
で
佛

を

め
る
か
に
つ
い
て
〕

頃

喧
し
い
も
の
も
特
段
に
物
言
わ
ず
、
取
る
に
足
ら
ぬ

士
た
ち
が
時
々

議
を

申
し
立
て
た
。
し
か
し
、

士
た
ち
の

は
〔
陽
關
や
玉
門
關
の
あ
る
〕
龍

の
地
を
出
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
く
、
彼
ら
の
名
や
位
も

廷
に
の
ぼ
る
も
の
で
は
な
い
。〔
確
か
に
〕王
弼
や
何
晏
は
上
賢
た
る
老
子
に
つ
い
て

ら
か
に
し
、
班
固
や
司
馬

は
春
秋
褒
貶
の
義
に

よ
っ
て
老
子
を
盛
ん
に

論
し
て
い
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、〔

が
〕
佛

と
張
り
合
う
も
の
と
し
、〔
こ
の
よ
う
な

見
に
〕
附
和
雷

同
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
な
に
か
。
彼
ら
は

に
及
ば
ず
、

い
の
世
界
に
安
住
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

い
ま
〔
佛

二

に
關
す
る
〕
議
論
を

し
て
み
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
惑
い
を
は
っ
き
り
と
解

す
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
し
て
や
、
佛

の
理
解
し
易
さ
は
呉
の

澤
が
〔
呉

に
對
し
て
佛

が
儒

・

よ
り
優
れ
て
い
る
こ
と
を
〕
は
っ
き
り
と
對
え
て
い
る
よ
う
に
、

の
く
だ
く
だ
し
た
分
か
り

さ
は
西

の
孫
盛
が
整

と
し
て
談
じ
て
い
る
よ
う
に
自

な
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
幅
廣
く
學
ん
で
い
な
け
れ
ば
、
理
解
を
く
も
ら
せ
る
し
、
よ
こ
し
ま
な
辯
舌
も

に
逼
れ
ば
、
疑
う
餘
地
な
く
信
じ
込

ま
せ
て
し
ま
う
。
孔
子
で
す
ら
東
魯
で
は

き
沈
み
が
あ
り
、
卜
商
（
子
夏
）
も
西
河
で
孔
子
と
同
じ

人
だ
と

わ
れ
た
よ
う
に
で
あ

る
。
他
の

庸
の
人
々
〔
が

人
と
は
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
り
、
正
し
い

え
と
は
い
か
な
る
も
の
か

で
き
な
い
の
〕
は
論
ず
る
ま

で
も
な
い
。
今
思
う
に
、
天
竺
の
論

の
聲
譽
は

く
な
っ
て
久
し
く
、
中
國
の
張
陵
・
葛
洪
を

ぐ
も
の
（

士
）
の
議
論
は
續
い
て
い

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
ら
の
論
點
の
由
來
を

べ
、
事
の
順
序
次
第
を
整
え
、

の
無
駄
を

り
、〔
佛

護
持
の
〕
藻
鏡
と
し
て
示
そ
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う
。
こ
こ
に
ま
と
め
上
げ
て

佛

論
衡

と
呼
び
、
上
中
下
三

に
分
け
た
。
も
し
訂
正
す
べ
き
點
が
あ
れ
ば
、
讀

ら
に
詳
ら
か
に
し

て
頂
き
た
い
。

﹇
語
註
﹈

【

籠
】

陶
淵

園
田
居

久
在

籠
裡
、
復
得

自
然
。

宣

釋
門

敬
儀

濟
時
護
法

第
二

皆
成
正
覺
、

出

籠
。
（T

45,
856

b

）【
峙
】

慧
林
の

一
切
經
音
義

は
、

の
誤
字
と
指

す
る
。
本
書
撰

當
初
よ
り

峙

字
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
字
義
解
釋
と
し
て

は
慧
琳
の
い
う

字
の

に

う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
慧
琳

一
切
經
音
義

八
四
・
集
古
今
佛

論
衡
第
一

序

（T
54,

851b

）
參
照
。

【

心
】

論
語

堯
曰

興
滅
國
、

世
、

民
、
天
下
之
民

心
焉
。

【
不
相
之
方
】

方

は

の
こ
と
。

不
相

の

は
解
し

い
が
、

不

相

の
こ
と
か
。
鳩

羅
什

大
智
度
論

九
四
・
釋
畢
定
品

汝
等

、
是
法
性

、
性

法
中
、
不
可
得

、
不

相
是

相
。
（T

25,
715c

）

【
六

】

六
句
義
と
も
い
う
。
イ
ン
ド
正
統
バ
ラ
モ
ン
哲
學
の
六
體
系
（
六
派
哲
學
）
の
ひ
と
つ

論
學
派
（
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
、
衞
世
師
）
が
立
て

た
世
界
の
構
成
・

事
象
や
人

の

・
行

な
ど
を
六
つ
の
存
在
カ
テ
ゴ
リ
ー
（＝

句
義
。

）
に
よ
っ
て
分
析
・
解

し
よ
う
と
す
る
多
元
論

合

理
思
想
。

【
殊

】

易

繫
辭
下

子
曰
、
天
下
何
思
何
慮
、
天
下
同

而
殊
塗
。

【
謂
無
想

泥

】

寶
唱

經
律

相

一
・
無
想
天
第
十
七

無
想
天

炭
經
云
無
人
想

以

、
壽
五
百
劫
、
或
有
減

、

色
界

、
光

果
實
。
外

謂

涅
槃
。
（T

53,
003c

）

【
指
梵

生
本
】

玄
應
音
義

阿
毘

論
三
十

・
第
二
十
七

（
慧
琳

一
切
經
音
義

七
〇
）

那
羅
延

那
羅
、
此
云

人
。
延

那
、
此
云
生
本
、
謂
人
生
本
。

是
大
梵
王
也
。
外

謂
一
切
人
皆

梵
王
生
故
、
名
人
生
本
也
。

（T
54,

767c

）

【
六
大
論
師
】

六
派
哲
學
の
こ
と
。
正
統
學
派（
ヴ
ェ
ー
ダ
の
權
威
を

め
る
學
派
）の
う
ち
の
六
つ
の
有
力
學
派
。
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
學
派
、
ミ
ー
マ
ー

ン
サ
ー
學
派
、
ヨ
ー
ガ
學
派
、
サ
ー
ン
キ
ヤ
學
派
、
ニ
ヤ
ー
ヤ
學
派
、
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
學
派
を
い
う
。

【

我
】

ア
ー
ト
マ
ン
（a

tm
a
n

）。

々
や
人

に
は
常
住
の

我
が
存
在
す
る
と

く
サ
ー
ン
キ
ヤ
學
派
や
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
學
派
な
ど
の
外

宣 作の 究



を
、
と
く
に

我
外

と
呼
ぶ
。

【

宰
】

子

物
論

若
有

宰
、
而
特
不
得
其

。

宣

四
分
律

繁
補
闕
行
事
鈔

下
・
沙
彌
別
行

第
二
十
八

沙
彌
法
應
如
是

。
準
此

破
十
種
外

。
…
…
五
破

我
外

、
執

身
中
別
有

我
以

宰

。
（T

40,
150c -151a

）

【
設

】

易

人
以

設

、
而
天
下

。

【
億
載
斯
年
】

詩

大
雅
・
下
武

昭
茲
來
許
、
繩
其

武
、

萬
斯
年
、
受
天
之

。

【
封
固
】

原
義
は
（
門
な
ど
を
）
固
く
閉
ざ
す
こ
と
。
ジ
ャ
イ
ナ

で
は
身
・
心
（
靈
魂
）
に

業
が
入
り
穢
す
の
を
防
ぐ
た
め
、

業
を

ざ
け
る
と

と
も
に
心
身
を
覆
い

む
こ
と
で

を
保
つ
と
さ
れ
る
。

【
登
信
】

信

に
對
應
す
る
印
度
語
原
語
の
ひ
と
つp

ra
sa
d
a

は
、
澄

、

信
、

喜
な
ど
に
譯
さ
れ
、
總
じ
て
心
が

め
ら
れ
る
こ
と
、
し
ず
ま
る

こ
と
な
ど
の

を
も
つ
。
こ
こ
で
の

信

も
こ
の
方
向
の

味
で
解
釋
さ
れ
る
。

【
冥
初
】

世
界
が
生
ず
る
以

か
ら
あ
る
も
の
。
あ
る
い
は
、
サ
ー
ン
キ
ヤ
學
派
で
立
て
る
二
十
五
の
原
理
の
第
一
。

【
天
根
】

い
わ
ゆ
る
シ
ヴ
ァ
リ
ン
ガ
。

宣

釋
迦
方
志

上

劫
比
他
國

中
印
度
古

伽

也

。

二
千
餘
里
、

城

二
十
餘
里
。
寺
有
四

、

千
餘
人
。
天
祠
十

、
同
事
大
自
在
天
。
皆
作
天
像
。
其

人
根
、
形
甚
長
偉
。
俗
人
不
以

。
謂

衆
生

天
根
生
也

（T
51,

957b

）。
※
大

自
在
天
は
シ
ヴ
ァ

。

【
赴
水
投

、
坐
熱
臥
棘
】

鳩

羅
什

大
智
度
論

二
五
・
釋
初
品
中
・
四
無
畏
義
第
四
十

復
次
、
若
佛
未
出
、
世

外

等
種
種
因

、
欺
誑

求

、
求

人
。
或

種
種
果
、
或

種
種
菜
、
或

種
種
草
根
、
或

牛
屎
、
或

一

稗
、
或
二

、
或
十

、
一

、
二

一

、
或

風
、

水
、
或

水
衣
。
如
是
等
種
種

、
或
衣
樹
皮
、
樹
葉
、
草
衣
、
鹿
皮
、
或
衣
板
木
、
或
在
地
臥
、
或
臥
杵
上
、
枝
上
、

上
、
棘
上
。
或

時
入
水
、
或

熱
時
五
熱
自
炙
。
或
入
水
死
、
入
火
死
、
投

死
、

死
。
如
是
等
種
種
苦
行
法
中
、
求
天
上
、
求
涅
槃
、
亦

弟
子
令
不

是
法
。
如
是
引
致
少
智
衆

生
、
以
得
供
養
。
（T

25,
241c -242a

）

【
吸
風
露
而
曰
仙
】

那

多

佛
本
行
集
經

一
〇
・
私
陀
問
瑞
品
第
九

時

王
復
問
國
師
婆
羅
門
言
、
此
事
云
何
。
時
國
師
等
復
白
王
言
、

大
王
當
知
往
古

仙
、
或

風
露
、
或

花
果
、
或

根

、

樹
皮
衣
、
少
欲
知
足
。
彼
等

仙
、

愛
俗
事
、
一

世
、

生
放

。
（T

03,
700

c

）【

】

大
正
藏
は

字
に
作
り
、
宋
元

三
本
・
宮
本
・
磧
本
は

字
に
作
る
。
對
校
本
に
よ
り
、

裸
體
と
な
る

と
い
う

に
解
す
。

【
守
死
】

論
語

泰
伯

子
曰
、
篤
信
好
學
、
守
死
善

。
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【
金
色
】

後

書

西
域
傳
第
七
十
八
・
天
竺

世
傳

帝
夢
見
金
人
、
長
大
、
頂
有
光

、
以
問
群
臣
。
或
曰
、
西
方
有

、
名
曰
佛
、
其
形
長
丈
六

尺
而

金
色
。

【

王
】

欲
界
の
第
六
天
で
あ
る
他

自
在
天
の

。
こ
の
一

、

降

成

を
指
す
。

【
十
軍
】

十
種
の

の
軍
。
煩

の
こ
と
。
鳩

羅
什

大
智
度
論

五
・
初
品
中

薩

釋
論
第
九

問
曰
、
何
處

欲

等

結
使
、
名

。
答
曰
、

法
藏
經
中
、
佛

語

王
、
欲
是
汝
初
軍
、
憂
愁
軍
第
二
、

軍
第
三
、
愛
軍

第
四
、
第
五
眠
睡
軍
、
怖
畏
軍
第
六
、
疑

第
七

軍
、
含

軍
第
八
、
第
九
軍
利
養
、

妄
名
聞
、
第
十
軍
自
高
、

慢

他
人
。
（T

25,
099b

）

【
梵

來
儀
】

こ
の
一

、

梵
天

を
指
す
。

【

戴
爐
之
輩
】

鳩

羅
什

大
智
度
論

一
一
・
釋
初
品
中

利
弗
因

第
十
六

是
時
、
南
天
竺
有
一
婆
羅
門
大
論
議
師
、
字
提

、

十
八

種
大
經
、
皆
悉

利
。
是
人
入
王

城
、
頭
上
戴
火
、
以
銅

。
人
問
其
故
、
便
言
、
我

學
經
書
甚
多
、

破
裂
、
是
故

之
。

問
、
頭
上
何
以

戴
火
。
答
言
、
以
大

故
。
（T

25,
137b

）

【
敬

重
火
之
徒
】

宣

釋
迦
氏

四

仙
非
奪
相

經
云
、
太
子
至
跋
伽
仙
林
中
、
鳥
狩
矚
目
。
仙
人
謂
是
天

。
與
徒
衆

坐
。
太
子
見

仙
人
、
草
樹
皮
葉
、
以

衣

。
或

花
果
草
木
、
或

止
一

、
三

一

。
或
事
水
火

、
翹
脚
臥

棘
水
火
上

。
問
其

由
。
答
欲
生
天
。

（T
50,

091a

）

【
洗
心
】

易

繫
辭
上

是
故

之

圓
而

、
卦
之

方
以
知
、
六

之
義
易
以
貢
。

人
以
此
洗
心
。

【
枯
穴
】

語
例
未
詳
。
對
校
本
の

穴

は
敵
の

窟
の

。

枯
穴

も
同
じ
方
向
の

で
解
釋
す
る
。

宣

續
高

傳

二
四
・
釋
慧
乘
傳

承
資
蓄
、

辯
無

、
折
關
陳

、
皆
傾

穴
。
（T

50,
633b

c

）

【
能
事
】

易

繫
辭
上

引
而
伸
之
、

而
長
之
、
天
下
之
能
事
畢

。

宣

釋
門

敬
儀

濟
時
護
法

第
二

而
能
事
已

、

以

之

、
非
色
現
色
、
表
法
身
之
不
亡
、
無
形
留
骨
、
示

迹
之
無

。
（T

45,
857c

）

【
乘
權
】

列
子

力
命

多
偶
、
自

、
乘
權
、
隻
立
四
人
、
相
與
游

世
、

如
志
也
。

宣

統
略

住
子

行
法
門
序

（

廣
弘

集

二

七
）

故
江
表

、
體

乘
權
、
綜
而

之
、
用
開
靈
府
。
（T

52,
306b

）

【

涼
臺
】

牟
子
理
惑
論

（

弘

集

一
）

南
宮

涼
臺
及
開
陽
城
門
上
作
佛
像
。

帝
時
、
豫
修

壽
陵
、
曰
顯

、
亦

其
上
作
佛
圖

像
。
（T

52,
005a

）
慧

高

傳

一
・
竺
法
蘭
傳

（

）

西
域
得
畫
釋
迦
倚
像
、
是
優
田
王
栴
檀
像
師
第
四
作
也
。

至

陽
、

帝

令
畫
工
圖
寫
、
置

涼
臺
中
及
顯

陵
上
。
舊
像
今
不
復
存
焉
。
（T

50,
323a

）

宣 作の 究



【
靈
儀
】

蕭
子
良

住
子

行
法

（

廣
弘

集

二
七
）
開
物

信
門
第
二

以
垂
形
丈
六
、
表
現
靈
儀
、
隨
方
應
感
、
法
身
匪
一
。
（T

52,

306c -307a

）

【
顯

園
】

後

帝
の
陵
墓
。
語
註

【

涼
臺
】

參
照
。

【
喋
喋
】

史
記

一
一
〇
・
匈
奴
列
傳

中
行

曰
、
…
…
嗟
土
室
之
人
、
顧
無
多
辭
、
令
喋
喋
而

、
冠
固
何
當
。

【

】

詩

小
雅
・

南
山

式
夷
式
已
、
無
小
人
殆
、

姻
亞
、
則
無

仕
。

【

巾
】

後

書

皇
甫
嵩
朱

列
傳
第
六
一
・
皇
甫
嵩
傳

（
張
）
角
等
知
事
已
露
、
晨
夜
馳

方
、
一
時

。
皆

巾

幟
、
時
人
謂
之

巾
、
亦
名

蛾
賊
。

【
王
何
】

王
弼
と
何
晏
。
王
弼
（
後

〜
曹
魏
。
字
輔
嗣
。
二
二
六
〜
二
四
九
）、

作
に

易
注

論
語
釋
疑

老
子

經
注

な
ど
が
あ
る
。

何
晏
（
後

〜
曹
魏
。
字

叔
。

〜
二
四
九
）、

作
に

論
語
集
解

老
子

論

な
ど
が
あ
る
。

【
上
賢
】

老
子
の
こ
と
。
た
だ
し
、

上
賢

を
そ
の
ま
ま
老
子
と
す
る
語
例
は
未
見
。
老
子
に
つ
い
て
、
北

の

鸞

笑

論

は

中
上
賢

（T
52,

152b
c

）
と
し
、

宣
は

中
賢
之
流

と
す
る
（

佛

論
衡

孫
盛
老
子
疑
問
反
訊
・
集
論

曰
、T

52,
367c

）。
い
ず
れ
も

書

二
〇
・
古

今
人
表
第
八
が
老
子
を

中
上

の
賢
人
に
列
す
る
の
を
踏
ま
え
る
。

【
褒
貶
】

杜
預

春
秋
左
氏
傳
序

（

四
五
）

答
曰
、
春
秋
雖
以
一
字

褒
貶
、
然
皆
須

句
以
成
言
。

【
雷
同
】

禮
記

曲
禮
上

、

雷
同
。

【
混
迹
】

書

九
二
・

苑
傳

史
臣
曰
…
…

伯
（＝

王
沈
）
未
能
混
跡
光
塵
、
而
屈
乎
卑
位
、
釋
時
宏
論
、
亦
足
見
其
志
耳
。

【
常

】

寶
林

破

露
布

（

弘

集

一
四
）

故
知
宗
極
存
乎
俗
見
之
表
、
至

王

鑑
之
裏
、
中
人
躊
躇

無
有
之

、
下
愚
驚
笑

常

之

。
（T

52,
094c

）

【

】

詩

小
雅
・

南
山
之
什

彼
南
山
、
維
石

、
赫
赫
師
尹
、
民

爾

。

毛
傳

、

。

、

。

【

澤
】

〜
二
四
三
年
。
字

潤
。

集
古
今
佛

論
衡

一

魏
時
呉

崇
重
釋
門

佛
立
塔
寺
因
問
三

優
劣
事
二

に

澤
と
呉

の
問
答

が
見
え
る
。

【
天
分
】

廣
弘

集

六

列
代
王
臣

惑
解

序

此
則
古
來
行
事
、
釋

天
分
、
未
廣
見

、
謂

新
致
。
（T

52,
123b

）

【
孫
盛
】

生
卒
年
不
詳
。
字
安
國
。

集
古
今
佛

論
衡

一
に
孫
盛
の

老

非
大
賢
論

老
子
疑
問
反
訊

を

め
る
。

【

截
】

詩

商
頌
・
長
發

玄
王
桓
撥
。
受
小
國
是

。
受
大
國
是

。

履
不
越
。

發
。
相
土
烈
烈
。

外
有
截
。

鄭
玄
箋

截
、
整
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也
。

孔
穎

疏

截

斬

之
義
、
故

也
。

【
疎

】

禮
記

經
解

疏

知

而
不
誣
、
則
深

書

也
。

【

盈
】

沈

後
至
丞
相
第
詣
世
子
車
中
五
言

（

三
〇
）

廉
公
失
權
勢
、
門

有

盈
。
貴
賤

如
此
、
況
乃
曲
池

。

李
善
注

王
符

夫
論
曰
、
昔
魏
其
之
客
、
流

武
安
。
長

之
利
、
移

冠
軍
。
廉
頗

公
、
再
盈
再

。

【
卜
商
】

卜

字
、
大
正
藏
は

十

に
作
る
も
、
對
校
本
の

卜

が
正
し
い
。

卜
商

は
孔
子
の
弟
子
子
夏
の
こ
と
。

史
記

六
七
・
仲
尼
弟

子
列
傳
第
七

卜
商
字
子
夏
。
少
孔
子
四
十
四

。
…
…
孔
子

、
子
夏
居
西
河

授
、

魏

侯
師
。
其
子
死
、
哭
之
失

。

【
疑

】

禮
記

檀
弓
上

子
夏
喪
其
子
而
喪
其

。
曾
子
弔
之
。
曰
、
吾
聞
之
也
。
朋
友
喪

則
哭
之
。
曾
子
哭
、
子
夏
亦
哭
。
曰
、
天
乎
、
予
之
無

罪
也
。
曾
子
怒
曰
、
商
。
女
何
無
罪
也
。
吾
與
女
事
夫
子

・

之

、

而
老

西
河
之
上
。
使
西
河
之
民
、
疑
女

夫
子
、
爾
罪
一
也
。

子
野

劉

碑

（

藝

聚

三
七
）

銘
曰
…
…
西
河
疑

、
華
陰
成
市
。
悠
哉
荆
夢
、

江

。

【
張
葛
】

張
陵
（
生
卒
年
不
詳
）、
五
斗
米

の
創
始

。
葛
洪
（
東

。
字
稚
川
。
二
八
三
〜
三
四
三
）、

仙
傳

抱
朴
子

な
ど
を

す
。

【
論
衡
】

集
古
今
佛

論
衡

の

論
衡

は
後

王
充
の

論
衡

に
お
け
る

釋
物

同

、
正
時
俗
嫌
疑

と
す
る

圖
を
踏
ま
え
る
で
あ
ろ

う
。

後

書

王
充
王
符
仲
長
統
列
傳
第
三
九
・
王
充
傳

（
王
）
充
好
論

、
始
若
詭

、

有
理
實
。
以

俗
儒
守

、
多
失
其

、
乃
閉
門

思
、

慶
弔
之
禮
、

牆
壁
、
各
置
刀
筆
。

論
衡
八
十
五

、
二
十
餘
萬
言
、
釋
物

同

、
正
時
俗
嫌
疑
。

【
上
中
下
三

】

大
正
藏
は

甲
乙
下
四

に
作
り
、
宋
元

三
本
・
宮
本
は

上
中
下
三

に
作
る
。

上
中
下
三

が
妥
當
で
あ
る
。

開
元

釋

八
・
總
括
群
經

上
之
八
に
よ
れ
ば
、
本
書
は
第
一

か
ら
第
三

が
龍
朔
元
年
（
六
六
一
）
に
、
第
四

が
麟

元
年
（
六
六
四
）
に
成
っ

て
い
る
（T

55,
562a

）。
序

執
筆
年
次
は
龍
朔
元
年
で
あ
る
か
ら
、
當
時
な
お
三

本
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

（
今
西
智
久

宣 作の 究



廣
弘

集

總
序
（T

52,
97a

b

）

序

成
立
年＝

高
宗
・
麟

元
年
（
六
六
一

宣
年
六
十
九

﹇
釋

﹈

ａ自
大
夏

行
、
布
流
東
漸
、

信
開

、
代
有

淳
。
斯
由

混
三
堅
、
智
昏
四
照
、
故
使

之

、

邪
風
、
淳
正
之
徒
、
時

佞
辯
。

以

移
震
旦
、
六
百
餘
年
、
獨
夫
震
虐
、
三
被

屛
、

不
旋
踵
、
畢
顧

良
、

咎
ｂ已
ｃ形

、
取
笑
天
下
。

且
夫
信

母
、
智
寔

因
、
肇

元
、

正
果
。
據
斯
論
理
、
則

傾
八
慢
之
惑
、

此
求

、
則
外
蕩
六
塵
之
蔽
。
蕭
然
累
表
、

非
小

之
登
臨
、
廓
爾
高
昇
、
乃
上
仁
之
翔
集
。
然
以
時
經
三

ｄ代
、
弊
五
滓
之
沈
淪
、

蒙
邪
正
、
銓
人
法
之

ｅ天
網
。
是
以

經
緯
、
立

ｆ法
依
以

機
、
外
俗
賢

、
垂

論
以
弘
範
。

昔
梁
鍾
山
之
上
定
林
寺

祐
律
師
、
學
統
九
流
、
義

十

、

敦
慈
救
、
志
存
住
法
。
詳
括
梁

、
列
辟
群
英
、
留
心
佛
理
、
構

什
、
撰
弘

集
一
部
一
十
四

。
討

謝
之
風
規
、
總

張
之
門
律
、

ｇ辯

議
、
極

理
之
幽
求
、
窮
較
性
靈
、
誠
智

之
高
致
。
備
于

閣
、
廣
露
塵
心
。

然
智

不

、

非
智
。
故
智
士
興
言
、

旨
ｈ而
ｉ

標
領
、

夫
取
悟
、
繁
詞

ｊ而

襟
。
若
夫
信
解
之
來
、
諒
資

用
、

必

爽
、

事
襲
玄
模
。
故
信
有
三
焉
。
一
知
、
二
見
、
三
謂
愚
也
。
知
謂
生
知
、
佩
三
堅
而
入
正
聚
。
愚
謂
愚
叟
、

四
惑
而
溺
欲
塵
。

不
可

下

愚
之
與
上
智
。
中
庸
見
信

善
、
其
若
流
哉
。
是
以
法
湮
三
代
、
竝
惟
寡
學

纏
。
故
得
師
心
獨

、

集
其
計
。
向
若
披
圖
八
藏
、
綜

義
之
成

、

繹
九

、

智
之

解

、
則
正
信
如

曰
、
五
翳
雖
掩
、
而

光

。

﹇
校
勘
﹈
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ａ
自＝

〔
廣
弘

集
序
〕＋
自
（
宋
・
元
・
宮
）

ｂ
已＝

己
（
大
正
藏
）。
已
（
麗
・
中
華
）

ｃ
形＝

刑
（
宋
・
宮
）

ｄ
代＝

法
（
宮
）

ｅ
法
之
天＝

天
之
法
（

）

ｆ
依＝

衣
（
元
・

）

ｇ
辯＝

辨
（
宋
・
元
・

・
宮
）

ｈ
而＝

而
心
（

）

ｉ

＝

註
曰

上
似
遺
一
字

ｊ
而＝

而
方
（
宋
・

元
・

）、＝

方
（
宮
）

﹇
訓
讀
﹈

大
夏
の

行
わ
れ
、
布
流
東
漸
し
て
よ
り
、
信
を

き

を
開
く
こ
と
、
代
々

淳
有
り
。
斯
れ

は
三
堅
に
混
じ
り
、
智
は
四
照
に
昏

き
に
由
り
、
故
に

の

を
し
て
、

々
し
く
邪
風
を

げ
、
淳
正
の
徒
を
し
て
、
時
に
佞
辯
に

わ
し
む
。

以
に

震
旦
に
移
り
て

よ
り
、
六
百
餘
年
、
獨
夫
は
虐
を
震
い
、
三
た
び

屛
を
被
る
も
、

は
踵
を
旋
ら
さ
ず
、
畢
く

良
を
顧
み
、

咎
已
に
形
わ
れ
、
笑
を

天
下
に
取
る
。

且
つ
夫
れ
信
は

の
母

り
、
智
は
寔
に

の
因
な
り
、
肇
め

元
に

り
、

に
正
果
を

す
。
斯
に
據
り
て
理
を
論
ず
れ
ば
、
則
ち

に
八
慢
の
惑
を
傾
け
、
此
を

べ
て

を
求
む
れ
ば
、
則
ち
外
に
六
塵
の
蔽
を
蕩
う
。
累
表
に
蕭
然
た
る
は
、
小

の
登
臨
に
非
ず
、
廓

爾
と
し
て
高
昇
す
る
は
、
乃
ち
上
仁
の
翔
集
な
り
。
然
れ
ど
も
以
て
時
三
代
を
經
て
、
五
滓
の
沈
淪
に
弊
れ
、

邪
正
に
蒙
く
、
人
法
の
天

網
を
銓
る
。
是
を
以
て

の
經
緯
、
法
依
を
立
て
て
以
て
機
を

し
、
外
俗
の
賢

、

論
を
垂
れ
て
以
て
範
を
弘
む
。

昔
、
梁
の
鍾
山
上
定
林
寺
の

祐
律
師
、
學
は
九
流
を
統
べ
、
義
は
十

を

み
、

は
慈
救
に
敦
く
、
志
は
住
法
に
存
す
。
詳
し
く
梁

を
括
り
、
列
ね
て
群
英
を
辟
し
、
心
を
佛
理
に
留
め
、

を

什
に
構
え
、
弘

集
一
部
一
十
四

を
撰
す
。

謝
の
風
規
を
討
ね
、

張
の
門
律
を
總
べ
、

議
を
辯

し
て
、

理
の
幽
求
を
極
め
、
性
靈
を
窮
較
し
て
、
智

の
高
致
を
誠
に
す
。

閣
に
備
え
て
、
廣
く
塵

心
を
露
す
。

然
れ
ど
も
智

は

わ
ず
、

う

は
智
に
非
ず
。
故
に
智
士
は
言
を
興
す
に
、
旨
を

げ
て
標
領
を

く
し
、

夫
は
悟
を
取
る
に
、

詞
を
繁
く
し
て

襟
を

く
。
夫
の
信
解
の
來
た
る
が
ご
と
き
は
、
諒
に

用
に
資
り
、

は

爽
を
必
と
し
、
事
は
玄
模
を
襲
ぐ
。
故
に
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信
に
三
有
り
。
一
に
知
、
二
に
見
、
三
に
愚
と
謂
う
な
り
。
知
は
生
知
を
謂
い
、
三
堅
を
佩
び
て
正
聚
に
入
る
。
愚
は
愚
叟
を
謂
い
、
四
惑

に

り
て
欲
塵
に
溺
る
。

は
下
愚
と
上
智
と
を

す
可
か
ら
ず
。
中
庸
の
信
を
見
て
善
に

う
は
、
其
れ
流
る
る
が
若
き
か
な
。
是
を
以

て
法
の
三
代
に
湮
む
は
、
竝
に
惟
れ
寡
學
の
纏
う

な
り
。
故
に
心
を
師
と
し
て
獨

し
、

其
の
計
に
集
ま
る
を
得
。
向
き
に
若
し
圖
を

八
藏
に
披
き
、

義
の
成

を
綜
べ
、
九

を

繹
し
、

智
の

解
に

す
れ
ば
、
則
ち
正
信
は

曰
の
如
く
、
五
翳
掩
う
と
雖
も
、
而

れ
ど
も

々
光
く
。

﹇
譯

﹈

大
夏
に
お
い
て
佛
の

が
行
わ
れ
、
東
方
中
國
に
流
布
し
て
こ
の
か
た
、
信
を

き
そ
の

を
開
き
示
す
こ
と
に
つ
い
て
は
、

の

時
代
と
淳
厚
の
時
代
が
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
人
々
の
心
は
佛
の

が
三
堅
（
身
・
命
・
財
寶
）
の
法
に
あ
る
と
理
解
し
、
智
が
佛
の
大
い

な
る
輝
き
に
照
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

づ
か
な
い
で
い
る
。
そ
の
た
め

な

た
ち
は
、

し
く
邪
ま
な
風
を
あ
お
り
た
て
、
純

で

誠
實
な

た
ち
は
、
時
と
し
て
そ
れ
ら
の
口
先
巧
み
な
辨
舌
に

し
て
し
ま
う
。
か
く
し
て
佛

が
中
國
に
傳
來
し
て
、
六
百
餘
年
の

に
、

非

の
統
治

は
暴
虐
の
限
り
を
つ
く
し
、
佛

は
〔
北
魏
の
太
武
帝
・
大
夏
の
赫

勃
勃
・
北

の
武
帝
の
〕
三
度
に
わ
た
っ

て
迫
害
を
受
け
た
が
、
災

は
瞬
く

に
彼
ら
に
降
り
か
か
り
、

代
の
賢
良
な

た
ち
は
み
な
顧
み
ら
れ
、

い
や
罪
咎
は
は
っ
き
り
と

現
れ
て
天
下
の
人
々
に
嘲
笑
さ
れ
た
。

い
っ
た
い
信
は
功

の
母
で
あ
り
、
智
慧
は
ま
こ
と
に
成
佛
の
因
で
あ
っ
て
、
ま
ず
最
初
に
佛

の
根
元
で
あ
る
信
に
基
づ
き
、
最
後
に

正
し
い
證
果
を
ね
が
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
基
づ
い
て

理
を

ら
か
に
す
れ
ば
、
心
に
生
じ
る
八
つ
の
慢
心
（
慢
・
大
慢
・
慢
慢
・
不
如
慢
・

傲
慢
・
我
慢
・

上
慢
・
邪
慢
）
に
よ
る
惑

を
傾
け
つ
く
す
こ
と
が
で
き
、
こ
の
こ
と
を
理
解
し
て
實
際
の
〔
求

と
し
て
の
〕
あ
り
方
を

求
す
れ
ば
、
六
つ
の
汚
れ
（
色
・
聲
・
香
・
味
・

・
法
）
を
洗
い
流
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
外

が
登
り
臨
む

地
で
は
な
く
、
何

の
わ
だ
か
ま
り
も
な
く

け
出
す
よ
う
な
も
の
で
、
至
仁
の

が
飛
翔
し
て
集
う
よ
う
に
、
か
ら
っ
と
し
て
高
く
昇
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
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も
、
三
つ
の
時
代
の
佛

棄
を
經
て
、
五
濁
の
深
み
に
は
ま
り
込
み
、
邪
と
正
の

別
が
つ
か
ず
、
人
と

法
に
對
す
る
天
網
の
ご
と
き

國
法
を
銓
議
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。〔
こ
の
こ
と
を
受
け
て
〕
そ
こ
で
、
條
理
た
る
佛
の

え
は
、〔
國
法
で
は
な
く
〕

法
に
依
據
す
べ
き

こ
と
を

示
し
て
機
根
の

を

受
し
、
世
俗
の
賢

な
る

は
、
佛

の
理
法
を

く
論

を
あ
ら
わ
し
て
そ
の
規
範
を
弘
め
た
の
で
あ

る
。そ

の
昔
、
梁
の
鍾
山
上
定
林
寺
の

祐
律
師
は
、
學
問
は
九
流
の
す
べ
て
を
統
べ
、
義
理
は
十

す
べ
て

括
し
、

は
慈
悲
心
と
人
々

を
救
濟
せ
ん
と
す
る
敦
い
心
を
持
ち
、
佛
法
の
護
持
こ
そ
が
師
の
心

で
あ
っ
た
。

か
ら
梁
ま
で
の
時
代
、
多
く
の
俊
英
た
ち
が

理
に

心
を
留
め
て
物
し
た

を
詳
細
に
ま
と
め
て
、
弘

集
一
部
一
十
四

を
撰

し
た
。
そ
れ
は
、

延
之
と
謝

之
の
風

規
範
を
た
ず

ね
、

と
張
融
の
門
律
を
總
べ
ま
と
め
る
な
ど
、
世

有
の
論
理
を
批

し
、

と
理
を
徹
底

に

求
し
、
人
の
心
の

妙
な
は
た

ら
き
を
究

し
て
、
智

の
極
め
て
高
い

地
を
實
現
し
て
い
る
。
そ
れ
は
宮
中
の
書
庫
に
も
備
え
置
か
れ
、
廣
く

俗
の
心
を
潤
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
智
慧
の
あ
る

は

う
こ
と
は
な
く
、

う

は
智
慧
と

離
し
て
い
る
。
故
に
智
慧
の
あ
る

の
言
葉
は
、

旨
を

示
し
て
そ
れ
が
誰
の
目
に
も
そ
れ
と
分
か
る
よ
う
な
優
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

え
る

は
、
多
く
の
言
葉
を
費
や
し

襟
を

い
て
悟
を

得
る
の
だ
。
い
っ
た
い
信
と
悟
り
の
來
源
は
、
諒
に
靈
妙
な
は
た
ら
き
に
依
る
も
の
で
、
雙
方
を
合
致
さ
せ
る
に
は
心
を
必
須
と
し
、
實
際

に
は
玄
妙
な
規
範
を
受
け

い
で
い
る
の
で
あ
る
。
故
に
信
に
は
三
種
あ
り
、
一
に
知
、
二
に
見
、
三
に
愚
と
謂
う
。
知
は
生
れ
な
が
ら
に

し
て
知
る

を
謂
い
、
三
堅
の
法
を
身
に

び
て
正
定
聚
の
位
に
入
る
。
愚
は
愚
叟
を
謂
い
、
四
つ
の
煩

（
我
癡
、
我
見
、
我
慢
、
我
愛
）
に

と
ら
わ
れ
て
欲

の
け
が
れ
に
沈
溺
す
る
。

に
よ
っ
て
も
最
下
の
愚

と
最
上
の
智

と
の
差
を
埋
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
あ
た

か
も
水
の
高
い
と
こ
ろ
か
ら
低
い
と
こ
ろ
へ
流
れ
る
よ
う
に
、
中
正
の

は
信
の
あ
り
方
を
見
て
善
に

う
。
か
く
し
て
、
佛
法
が
三
つ
の

時
代
で
滅
び
た
の
は
、
す
べ
て

法
を
あ
ま
り
學
ば
な
か
っ
た
結
果
で
あ
る
。
故
に
自
分
の
心
を
師
と
た
の
ん
で
の
獨

が
、
災

を
集
め

る
事
態
を
引
き

こ
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の

に
、
も
し
八
藏
（
胎

藏
、
中
陰
藏
、

衍
方
等
藏
、
戒
律
藏
、
十
住
菩
薩
藏
、

藏
、
金
剛
藏
、
佛
藏
）
の

を
披
閲
し
て
、

に
書
き
表
さ
れ
た

瞭
な
る
義
理
を
總
合
し
て
理
解
し
、
九

（
眼
・
耳
・
鼻
、
舌
、
身
、
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、
阿
陀
那

、
阿

耶

、
阿

羅

）
の

味
を

究
し
、

が

い
と
な
り
智
が
悟
り
と
も
な
る
心
の
あ
り

に
理
解
が
深
ま
れ
ば
、
た

と
え
五
つ
の
翳
り
（
煙
、
雲
、
塵
、
霧
、
阿
修
羅
（
羅

羅
））
が
掩
っ
た
と
し
て
も
、
正
し
き
信
は
太
陽
の
よ
う
に
ま
す
ま
す
光
り
輝
く
で
あ
ろ

う
。

﹇
語
註
﹈

＊

廣
弘

集

總
序
及
び
辯
惑

序
に
關
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
二
名
に
よ
る
分

執
筆
と
な
っ
て
い
る
。

【
大
夏
】

中
央
ア
ジ
ア
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
北

に
位
置
し
、
ア
ム
川
流
域
の
バ
ク
ト
ラ
を
中
心
と
し
た
バ
ク
ト
リ
ア
地
方
を
指
す
。
も
と
も
と
、
ア

シ
ョ
ー
カ
王
の
時
傳

師
が
訪
れ
、
早
く
か
ら
佛

が
行
わ
れ
て
お
り
、

二
世
紀
後

に
は
大

氏
に

合
さ
れ
た
。
こ
の
當
時
に

の
武
帝
に
よ
っ
て

張

が
使

と
し
て
派
遣
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
始
末
は

史
記

書

に
詳
し
い
が
、

魏
書

釋
老
志
に
は

及
開
西
域
、
遣
張

使
大
夏

、
傳
其

旁
有
身

國
、
一
名
天
竺
、
始
聞
有

屠
之

と
佛

に
つ
い
て
傳
聞
し
た
こ
と
を
付
け
加
え
て
い
る
。
こ
れ
以
後
、
西
域
と
の
交

が
開
け
、
佛

が

傳
來
す
る
端

と
な
っ
た
。

【
開

】

梁
武
帝

答
臣
下

滅
論

に
對
す
る

蕭

答

（

弘

集

一
〇
）

無
以
仰

洪
謨
、
對
揚

義
、
奉

開

、
伏
用
竦

、
眷

示
、
銘
佩
仁
誘
。
（T

52,
061b

）

【
三
堅
】

身
・
命
・
財
寶
を
堅
固
な
立
場
で
對
處
し
、
永

不
變
の

實
の
身
體
、
完
全
な
智
慧
の
生
命
、
悟
り
の
財
寶
を
得
る
こ
と
。

肇
撰

注
維

詰
經

四
・
菩
薩
品

肇
曰
、
堅
法
、
三
堅
法
、
身
命
財
寶
也
。
若
忘
身
命
、
棄
財
寶
、
去
封
累
而
修

、
必
獲
無
極
之
身
、
無
窮
之
命
、
無
盡
之

財
也
。
此
三
天
地
焚
而
不

。
劫

而
不
盡
。
故
名
堅
法
。
（T

38,
365c

）

【

之

〜
取
笑
天
下
】

同

の

が

世
撰

法
苑
珠
林

五
の
六

・

天
部
・
感
應

序

愚
惑
之
徒
、

邪
風
、
淳
正
之
輩
、
時

佞
逼
。

以

流
震
旦
、
六
百
餘
年
、
崔
赫

虐
、
三
被

屛
、

不
放
踵
、

及
己
身
。
（T

53,
303b

）
及
び

九
八
・
法
滅

・

部

致
使
凶

之
徒
、

邪
風
、
淳
正
之
輩
、
時

讒
佞
。

以

流
震
旦
、
六
百
餘
年
。

王
虐
治
、
三
被

屛
、

不
旋
踵
、
畢
顧

良
、

咎
已
刑
、
取
笑
天

下
。
嗚
呼
來
業
、
深
可
痛

。
良
由
寡
學

纏
、
故
得
師
心
獨

、
法
隨

、
災
患
集
身
。
若
元
披
圖
八
藏
、
綜

義
之
成

、

繹
九

、

智
之

解

、
則
五
翳
有
除
昏
之

、
三

有

光
之
曰
也
。
（T

53,
1005a

）
に
見
え
る
。
ま
た
こ
れ
に
よ
り
、
本

中
の

三
被

屛

が
北
魏
の
太
武
帝
・

大
夏
の
赫

勃
勃
・
北

の
武
帝
に
よ
る
佛

へ
の

壓
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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【
獨
夫
】

書

泰
誓
下

古
人
有
言
曰
、
撫
我
則
后
、
虐
我
則

。
獨
夫
受
、
洪
惟
作
威
、
乃
汝
世

。

【
不
旋
踵
】

後

書

列
傳
第
五
十
下

中

六
年
、
靈
帝
崩
、
董
卓

司

、
聞

名
高
、
辟
之
。

疾
不
就
。
卓
大
怒
、
詈
曰

我
力
能
族

人
、

、
不
旋
踵

。

【
取
笑
天
下
】

三
國
志

五
二
・
呉
書
七
・
張
昭
傳

（
孫
）
權
以
公
孫
淵

藩
、
遣
張
彌

許
晏
至
遼
東

淵

燕
王
、
昭

曰

淵
背
魏
懼
討
、

來
求

、
非
本
志
也
。
若
淵
改
圖
、
欲
自

魏
、

使
不
反
、
不
亦
取
笑

天
下
乎
。

【
信

母
】

信
は
心

（
心
の
は
た
ら
き
）
の
名
で
、
心
を
澄
ん
だ

ら
か
な
も
の
に
す
る

作
用
。
ま
た
、
信
は

に
入
る
第
一

で
あ
る
か

ら
、
菩
薩
の
階
位
五
二
位
の
中
で
十
信
位
は
最
初
の
位
で
あ
り
、
五
根
や
五
力
の
中
で
信
根
・
信
力
は
最
初
の
も
の
と
さ
れ
る
。
佛
陀
跋
陀
羅
譯

大
方
廣

佛
華

經

賢
首
菩
薩
品

信

元
功

母
、

長
一
切

善
法
、
除
滅
一
切

疑
惑
、
示
現
開
發
無
上

（T
09,

433a

）

釋
門

敬
儀

引

事

序
曰
。
有
人
言
。
上
列
機

理
備

。
深
知
。
信

元
功

母
。
智
是
出
世
解

因
。
（T

45,
860b

）

續
高

傳

二
四
・
護
法

論
曰

元

母
。
信
其
實

。
（T

50,
640b

）

【
蕭
然
】

蕭
然
は

け
だ
す

を
表
し
、
煩

の
外
に

け
出
す
こ
と
を
い
う
。

肇

肇
論

序

譬
彼
淵

、

越
九
流
、
挺

、
蕭
然
物

外

（T
45,

150b

）

四
分
律

繁
補
闕
行
事
鈔

下
一
・
二
衣
總
別

然
出
家
濟

、
經

渉

、
俗
譽
非
慕
。
唯
存
出

。
則
蕭
然
世
表
、
塵
染

不
拘
。
（T

40,
112c

）

四
分
律
行
事
鈔
資
持
記

下
一

蕭
然

離
之
貌
。
（T

40,
372a

）

【
累
表
】

解

の
さ
ま
を
示
す
表
現
。
累
は
煩

の
こ
と
。
表
は
外
の

。

陵

宣
王

住
子

行
法

奉
養

田
門
（

廣
弘

集

二
七
）

然

佛
超
累
表
、
作
範

中
、

物
受
供
、
而
實
不
受
。
（T

52,
319b

）
智

・
灌
頂
記

音
經
疏

五
體

命
能
令

害

伏
、
名
之

解

。
則

出
生
死
蕭
然
累
表
、
故
言
五
體
投
地
也
。
（T

39,
972b

）

【
小

】

本
來
は
、
禮

政

以
外
の
學

、
ま
た
は

端
、

子
百
家
を
い
う
。
こ
こ
で
は
外

の
こ
と
を
指
す
。

論
語

子
張

子
夏
曰

雖
小

、
必
有
可

焉
。
致

泥
、
是
以
君
子
不

也
。

廣
弘

集

二
三
・

行

序

是
知

願
之
侶
、
乘
小

而

生
、
天
熱
之
倫
、
寄
邪
徒

而

物
。
（T
52,

263a

）

【
廓
爾
】

蕭
然

と
同

で
、
心
の

い
等
か
ら
か
ら
っ
と
開
け
る
よ
う
す
を
形
容
す
る
語
。
佛
陀
耶

共
竺
佛
念
譯

長
阿
含
經

一
・
大
本
經

及

見
沙
門
、
廓
然
大
悟
。
（T

01,
007a

）

【
上
仁
】

老
子

三
十
八

上
仁

之
而
無
以

、
上
義

之
而
有
以

。

【
翔
集
】

論
語

色
斯

、
翔
而
後
集
。

宣 作の 究



【
天
網
】

老
子

七
十
三

天
網
恢
恢
、
疏
而
不
漏
。

【
法
依
】

法
に
依
る
こ
と
。
法
の
四
依
を
指
す
。

釋
門

敬
儀

引

事

經

四
依
、

分
三
位
…
…
初
人
四
依
、
謂

初
賢
、
至

極

、

人
資
無
漏
、
法
體
性

、
據
此
依
承
、
理
無
邪
倒
。
…
…
故
立
法
依
、
顯
成
楷
定
、
初

依
法
、
不
依
人

、
人
惟

有
、
法
乃
軌
模
、
性

正
理
、
體
離

非
妄
。

用
此
法
、

正
法
依
、
涅
槃
極

、
盛

斯
轍
。
今
行
事

、
隨

妄
依
、
多
棄
法
依
人
。
（T

45,
860b

）

【
鍾
山
上
定
林
寺

祐
律
師
】

四
四
五
〜
五
一
八
。
南

の

・
梁
の
時
代
に
建
康
を
中
心
に
活
躍
し
た

。
俗
姓
は

氏
。
建
初
寺
の

範
に
師
事

し
、
一
四

で
定
林
寺
法

の
室
に
投
じ
、

足
戒
を
う
け
た
後
、
當
時
の
律
學
の
大
家
法
穎
に
學
ん
だ
。
と
く
に

十
誦
律

を
宗
と
し
、
講
義
を
行

う
。
一
方
で
、
梁
の
武
帝
に
非
常
に
禮

さ
れ
、

事
に
關
す
る
疑
い
は
す
べ
て

祐
に
審
決
さ
せ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

作
に
は

十
誦
義
記

が
あ
っ

た
が
現
存
せ
ず
、
他
に

釋
迦
氏

出
三
藏
記
集

弘

集

が
今
に
傳
わ
る
。

【
九
流
】

先
秦
時
代
の
代
表

な
九
學
派
。
儒
家
・

家
・
陰
陽
家
・
法
家
・
名
家
・
墨
家
・

家
・

家
・
農
家
。

【
十

】

は

實
で
誤
り
が
な
く
、
永

に
變
わ
ら
な
い
事
實
。
十

は
苦
集
滅

の
四

を
細
分
し
た
も
の
で
、
玄

譯

伽
師
地
論

四

六
に
は
四

を
細
分
し
て
七

、
十

と
し
、
こ
れ
に
よ
り

悟
因
果
の
理
を

ら
か
に
し
て
い
る
。

【
住
法
】

慧

大
乘
義

一
七
末

言
住
法

、
有
頓
方
便
無
常
方
便
、

得
善
根
不

不

。
故
名

住
。
（T

44,
806b

）

【
討

謝
之
風
規
】

謝
と
は
こ
こ
で
は

延
之
（
三
八
四
〜
四
五
六
）
と
謝

之
（
生

年
不
詳
）
の
こ
と
。

延
之
は

宋
書

七
三
に
傳
が
あ

る
。
謝

之
は
傳
な
し
。

弘

集

四
に
は
、
何
承
天
の

性
論

を
反
駁
し
た
書
翰
を
、

六
に
は
、
顧

の

夷
夏
論

を
反
駁
し
た
書
翰
を

載
す
る
。

【
總

張
之
門
律
】

張
と
は
、

（
生

年
不
詳
）
と
張
融
（
四
四
四
〜
四
九
七
）
を
指
す
。
雙
方
と
も

南

書

四
十
一
に
立
傳
さ
れ
る
。

門
律
は
一
門
の
定
め
、
家
訓
の
こ
と
で
、

弘

集

六
に
張
融
の
儒
佛

を

せ
修
す
る
こ
と
を

め
た
門
律
と
、
そ
れ
に
關
す
る

と
の
往
復
書
翰

が

載
さ
れ
る
。

【

議
】

孟
子

公
上

故
曰
、
或

心
、
或

力
。

心

治
人
、

力

治

人
。
治

人

人
、
治
人

人
、
天
下
之

義
也
。

【
幽
求
】

王
巾

頭
陀
寺
碑

（

五
九
）

殷
鑑
四
門
、
幽
求
六

。
亦

成

、
妙
盡
無

。

【
智

不

、

非
智
】

祐

弘

論
後
序

（

弘

集

一
四
）

然
智

不

、

智
。
（T

52,
095a

）

論
語

子
罕

子
曰

知

不
惑
、
仁

不
憂
、
勇

不
懼
。

【
興
言
】

左
思

魏

賦

（

六
）

至
乎

敵
糾
紛
、
庶
土

、

武
興
言
、

威
靈
。
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【
標
領
】

慧

高

傳

六
・

叡
傳

（

）
興
後
謂
嵩
曰
、
乃
四

標
領
、
何
獨

衞
之
松
柏
。
（T

50,
364a

-b

）

【
信
解
】

佛
の

法
を
聞
い
て
初
め
に
こ
れ
を
信
じ
、
後
に
こ
れ
を
解
す
る
こ
と
。
鳩

羅
什
譯

妙
法
蓮
華
經

序
品

復
見

菩
薩

薩
種
種
因

種
種
信
解
種
種
相
貌
行
菩
薩

、
…
…
。
（T

09,
002b

）

【

用
】

恆

釋
駁
論

（

弘

集

六
）

咸
共
嗟
詠
、

其
善
云
、
若
染
漬
風
流
、
則

義
入
微
、

究
理
味
、
則
妙

用
。
（T

52,
035

a

）【
玄
模
】

慧

高

傳

四
・
支
遁
傳

愧
才
不

、
理
無
拘
新
、
不
足
對
揚
玄
模
、
允
塞

。
（T

50,
349b

）

【
生
知
】

論
語

季
氏

孔
子
曰

生
而
知
之

、
上
也
。

【
不
可

下
愚
之
與
上
智
】

論
語

陽
貨

子
曰

性
相

也
、

相

也
。

子
曰

唯
上
知
與
下
愚
不
移
。

【

善
】

春
秋
左
氏
傳

成
公
八
年

君
子
曰
、

善
如
流
。
宜
哉
。

【
師
心
】

子

人

世

仲
尼
曰

夫
胡
可
以
及

、

師
心

也
。

【

解
】

智

止

一
下

名
之
心
、

解
本
。
（T

46,
008b

）

（
藤
井
政

﹇
釋

﹈

余

訪

、
廣
綜
弘

。
以

江
表
五
代
、
三
寶
載
興
、
君
臣
士
俗
、

無

奉
。
是

國
、
智

ａ籍

開
。
中
原

魏
、

ｂ政
襲
昏

、

重
老

佛
、
信
毀
交

ｃ貿
。
致
使
工
言

申
、
佞
倖
斯
及
、
時
不
乏
賢
、
剖
心
特

、

頴

萃
、
亦
有
人
焉
。
然
則
昏

互
顯
、
邪
正
相
師
、

據
像
則
雲
泥

分
、
論

則
倚
伏
交
養
。
是
以
六

揚

佛
代
、
三
張

法
流
、
皆
大
士
之
權
謀
、
至
人
之

也
。
斯
則

願
行
三

之
邪
見
、

名
降
六
欲
之

王
、
咸
開
逼
引
之
殊

、
各
立
向
背
之
弘
轍
。
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今
且
據
其
行
事
、
決

ｄ
徒
、
喩

ｅ蒙
泉
、
疏

性

。
至
如
寇

之
ｆ

崔
浩
、

然
、
鄭

之
抗

君
、
成
敗
俄
頃
、

安

論
、

抑

在

儒
流
、
陳
琳
綴

、
揚
釋
越

典
、
此
之
諷
議
、

ｇ涅
而

ｈ不

、

在

條
、
差

綜

。

梁

二
武
、
咸
分
顯
晦
之
儀
、
宋

魏

、
同
乘
弘
誘
之
略
。
沈
休

之
慈
濟
、

之
推
之

心
、

ｉ詞
釆
卓
然
、

ｊ

張
物
表
。
嘗
以
餘
景
、

ｋ試

之
、
弊

庸
朽
、
綜
集
牢

落
。
有

陰

沙
門
、

ｌ

成
紀
。
顧
惟
直
筆
、

而

之
。

ｍ命

題

、
披
圖
藻
鏡
。
至
若

條
揣
義
、
有
悟
賢

、
孤

片
記
、
撮

而
附
列
、
名
曰
廣
弘

集
。
一
部
三
十

。
有
梁

撰
、
或
未
討

、
略
隨
條
例
、
銓
目

。
庶
得

ｎ

未

、
廣
信
釋
紛
。
擬
人
以
倫
、

固
非

託
。
如
有

括
、

詳
焉
。

﹇
校
勘
﹈

ａ
籍＝

藉
（
宋
・
元
・

・
宮
・
磧
）

ｂ
政＝

岐
（
宮
）

ｃ
貿＝

質
（
宋
・
宮
）

ｄ
徒＝

陵
（
宋
・
元
・

・
宮
・
磧
）

ｅ
蒙＝

濛
（
宋
・
宮
）

ｆ

＝

拒
（
宋
・
元
・

・
磧
）。＝

哲
（
宮
）

ｇ
涅＝

（
宮
）

ｈ

＝

溜
（
宮
）

ｉ
釆＝

彩
（
宋
・
元
・

・
宮
・
磧
）

ｊ

＝

（
宋
・
元
・

・

磧
・
縮
）。＝

向
（
宮
）

ｋ
試＝

誠
（
宋
・
元
・

・
宮
・
磧
）

ｌ

＝

繫
（
宋
・
元
・

・
宮
・
磧
）

ｍ

＝

族
（
大
正
藏
）。

（
宋
・
元
・

・
宮
・

磧
）

ｎ

＝

呈
（
宋
・
元
・

・
宮
・
磧
）。

﹇
訓
讀
﹈

余
は

く

を
訪
ね
、
廣
く
弘

を
綜
ぶ
。
以

く
江
表
の
五
代
、
三
寶
載
に
興
り
、
君
臣
士
俗
、

に
奉
ず
る
を

に
す
る
無
し
。

是
れ

國
と

う
べ
く
、
智
籍
か
れ

開
か
る
。
中
原
の

魏
、
政
は
昏

を
襲
ね
、
老
を
重
ん
じ
佛
を

ん
じ
、
信
毀
交
ご
も
貿
る
。
工

言
を
し
て

に
申
べ
、
佞
倖
を
し
て
斯
に
及
ば
し
む
る
を
致
す
も
、
時
に
賢
乏
し
か
ら
ず
、
剖
心
特
に

し
、

頴

萃
に
し
て
、
亦
た
人

有
り
。
然
れ
ば
則
ち
昏

互
い
に
顯
れ
、
邪
正
相
い
師
り
、
像
に
據
れ
ば
則
ち
雲
泥

つ
に
分
つ
も
、

を
論
ず
れ
ば
則
ち
倚
伏
交
ご
も
養

う
。
是
を
以
て
六

佛
代
に
揚
げ
、
三
張

法
流
を

す
は
、
皆
大
士
の
權
謀
に
し
て
、
至
人
の

な
り
。
斯
れ
則
ち

願

三

の
邪
見
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を
行
い
、

名

六
欲
の

王
を
降
す
こ
と
に
し
て
、
咸
な
逼
引
の
殊

を
開
き
、
各
お
の
向
背
の
弘
轍
を
立
つ
。

今
且
く
其
の
行
事
に
據
り
、

徒
を
決

し
、
蒙
泉
に
喩

し
、
性

に
疏

す
。
寇

の
崔
浩
を

え
て
、

は

然
、
鄭

の

君
に
抗
し
て
、
成
敗
は
俄
頃
、

安
は
論
を

し
、

を
抑
え
て
儒
流
に
在
ら
し
め
、
陳
琳
は

を
綴
り
、
釋
を
揚
げ
て

典
に
越
え
た
る

が
如
き
に
至
り
て
は
、
此
の
諷
議
、
涅
し
て

ま
ら
ざ
る
も
、

條
に

在
し
、
差
綜

し

し
。

梁

の
二
武
、
咸
な
顯
晦
の
儀
を
分

ち
、
宋
魏
の

、
同
に
弘
誘
の
略
に
乘
ず
。
沈
休

の
慈
濟
、

之
推
の

心
、
詞
釆
卓
然
と
し
て
、

か
に
物
表
に
張
る
。
嘗
て
餘
景

を
以
て
、
試
み
に

に
之
を

げ
ん
と
す
る
も
、
庸
朽
に
弊
れ
、
綜
集
牢
落
な
り
。
漢
陰
の

の
沙
門
、

を

ぎ
紀
を
成
す
こ
と
有
ら

ん
。
顧
ち
惟
だ
直
筆
し
、

し
て
之
を

べ
、

を
命
じ

に
題
し
、
披
き
て
藻
鏡
を
圖
ら
ん
。
若
し
條
を

ね
義
を
揣
り
、
賢

な
る
を

悟
る
こ
と
有
る
に
至
り
て
は
、
孤

片
記
な
る
も
、
撮
り
て
列
に
附
す
。
名
づ
け
て
廣
弘

集
と
曰
い
、
一
部
三
十

な
り
。
有
梁
の
撰
す

る

は
、
未
だ
討

せ
ざ
る
も
の
或
れ
ば
、
略
ぼ
條
例
に
隨
い
、
目
を
銓
し
て

す
。
庶
わ
く
は

を
未
だ

ざ
る
も
の
に

し
、
信
を

廣
め
紛
を
釋
く
を
得
ん
こ
と
を
。
人
を
擬
ぶ
る
に
倫
を
以
て
す
と
は
、
固
よ
り

託
に
非
ず
。
如
し

括
有
ら
ば
、

る

焉
を
詳
か
に
せ

よ
。

﹇
譯

﹈

私
は

く

去
の
叙

を
捜
し
求
め
、
廣
く
弘

に
足
る
叙

を
集
め
纏
め
た
。
そ
れ
に
よ
り
思
う
に
は
、
江
南
の
五
代
、
東

・

宋
・

・
梁
・
陳
に
お
い
て
、
佛
法

の
三
寶
は
盛
ん
に
な
り
、
君
臣
士
俗
は
、
み
な
佛
法
の
信
仰
心
を
も
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な

況

は

國
と

え
ら
る
べ
き
も
の
で
、
佛
の
智
慧
は

ら
か
に
示
さ
れ
、
そ
の
智
慧
に
依
る

が
大
い
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
一

方
で
、
中
原
の
北

と
北
魏
に
お
い
て
は
、
政
事
で
は
興

が
繰
り

さ
れ
、
老
子
（

）
が
重
ん
ぜ
ら
れ
佛
（
佛

）
が

ん
ぜ
ら
れ
る

時
も
あ
り
、
信
仰
と

圧
と
が
繰
り

さ
れ
た
。

り
立
て
た
言
辞
を
弄
し
媚
び
を
う
る
輩
た
ち
が
目
立
つ
よ
う
な
ご
時
世
に
も
、
時
に
賢

人
た
る
人
物
は
世
に
あ
る
も
の
で
、
そ
の

心
は
特
に
す
ぐ
れ
て
、
才

が
特
段
に

き
ん
出
て
い
る
人
は
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
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る
な
ら
、〔
名
君
や
暗
君
の
よ
う
に
〕
興

が
互
い
に
あ
き
ら
か
に
な
り
、
邪
想
と
正
法
が
互
い
に
規
範
と
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、〔
こ
れ

ら
邪
正
の
二
つ
の
側
面
は
〕
目
に
見
え
る
事
柄
に
據
れ
ば
、
雲
泥
の
如
く
隔
た
っ
て
い
る
が
、
そ
の

味
す
る
と
こ
ろ
を
論
ず
れ
ば
、
そ
れ

ら
は

循
環
の
關
係
を

え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
わ
け
で
六
師
外

が
佛
の
〔

え
が
流
布
し
て
い
た
〕
時
代
に
聲
高
に

張

さ
れ
、
張
陵
・
張
衡
・
張
魯
に
よ
る
〔
五
斗
米

の
〕

え
が
佛
法
を

し
た
と
い
う
よ
う
な
事
柄
は
、
皆
な
菩
薩
の
臨
機
の
方
便
で
あ
っ

て
、
佛
の
素

ら
し
き

き
な
の
で
あ
る
。

願
子
富

那
が
自
ら
に
三

の
邪
見
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
こ
と
や
、
維

詰
が
六
欲
の

王
が
衆
生

の
方
便
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
こ
と
は
、
咸
な
時
世
に
應
じ
て
變

す
る
悟
り
へ
の

筋
を
示
し
、
各
お
の
佛

に
向
う
に

し
ろ
背
を
向
け
る
に
し
ろ
廣
大
な
る

を
立
て
た
も
の
で
あ
る
。

今
は
し
ば
ら
く

去
の
事
實
に
依
っ
て
、
障
り
あ
る
人
々
を
見
さ
だ
め
、
喩
え
に
よ
っ
て

い
の
源
泉
を
悟
ら
せ
、
法
性

如
の

に

じ
さ
せ
よ
う
。
寇

之
が
崔
浩
を
引
き
こ
ん
で
〔

佛
の
挙
に
及
ん
だ
結
果
〕、

が

ら
か
に
な
り
、

が
北

の
武
帝
に
〔
命
を
な

げ
う
っ
て
〕
抗
議
す
る
と
、
そ
の
成
敗
は
瞬
く

に
顯
れ
た
。
ま
た
、

安
は

二

論

を

し
、

を
抑
え
て
儒
家

流
の
一
つ
と

し
て
位
置
付
け
、
法
琳
は

破
邪
論

と

辯
正
論

を

し
て
、
佛

を

揚
し
、

廷
の
規
範
よ
り
優
れ
た
も
の
だ
と

張
し
た
。
こ

れ
ら
の
議
論
は
、
い
く
ら
黒
く
染
め
よ
う
と
し
て
も
染
ま
ら
な
い
潔
白
な
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

々
の

に
う
も
れ
て
し
ま
っ
て
お

り
、〔
こ
れ
ら
全
て
〕

集
す
る
の
は
い
さ
さ
か
困

で
あ
る
。

、
梁
と
北

の
二
人
の
武
帝
は
、
佛

を
世
に
あ
ら
わ
す
か
世
か
ら
見
え

な
く
し
て
し
ま
う
か
、
そ
の

は

端
に
分
れ
、
南

宋
の

帝
と
北
魏
の
孝

帝
は
、
二
人
と
も
弘
く

を
行
う
政
策
を
行
っ
た
。
沈

の

究

慈
悲
論

や
、

之
推
の

心

は
、

が
際
立
っ
て
美
し
く
、
世
俗
に
捉
わ
れ
な
い

地
を

張
し
た
。
嘗
て
餘
暇

に
、
試
み
に
世

の
閲
讀
に
供
す
る

に
、
こ
れ
ら
を
示
そ
う
と
し
た
が
、

庸
か
つ
老

の
身
で
あ
り
、
そ
の

集
に
は
不
完
全
な
と
こ

ろ
が
残
っ
た
。
漢
陰
に
住
し
て
い
た
〔

安
の
よ
う
な
〕

の
人
物
に
よ
り
、〔
佛

流
布
の
事
跡
を
〕

す
る
事
業
を
引
き

ぎ
完
成

さ
せ
て
く
れ
る
こ
と
が
有
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
専
ら
事
實
の
ま
ま
記

し

し
て
、
ま
と
ま
り
ご
と
に
名
を
付
け

作
と
し
て
ま
と
め
、

〔
弘

の
〕
手
本
と
し
て
示
そ
う
。
若
し

を

ね

を
汲
み
、
そ
の
賢
れ
且
つ

晰
た
る
〔
論
旨
〕
を
悟
る
こ
と
が
で
き
る
も
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の
に
つ
い
て
は
、
片
々
た
る

記
事
で
あ
っ
て
も
、
載

し
付
記
し
た
。
こ
れ
を

廣
弘

集

と
名
づ
け
、
一
部
三
十

と
す
る
。

祐
律
師
の
撰
し
た

弘

集

に
つ
い
て
は
、
未
だ
閲
讀
し
て
い
な
い

が
あ
る
や
も
し
れ
ず
、
略
ぼ

例
に
隨
っ
て
、

弘

集

の
目
次

の
部
分
を

り
出
し
て
列

す
る
。
庶
わ
く
は
、
ま
だ
見
た
こ
と
の
無
い
人
々
に
示
し
、
信
心
を
廣
め
て
、
そ
の
疑
念
を
釋
き
ほ
ぐ
し
て
も

ら
い
た
い
。
人
を
他
と
比
べ

價
す
る
に
は
同

に
お
い
て
す
る
、
と
は
、
ま
こ
と
に
そ
の
と
お
り
で
あ
る
。
も
し
正
す
べ
き
點
が
有
れ
ば
、

ご

い
た
だ
い
て
詳
か
に
せ
ら
れ
た
い
。

﹇
語
註
﹈

【
弘

】

弘

に
足
る
叙

全
體
を
指
す
。

【
江
表
五
代
】

江
表
は
長
江
よ
り
南
、
江
南
の
地
域
の
こ
と
。
つ
ま
り
東

よ
り
宋
・

・
梁
・
陳
の
五
つ
の
王

を
指
す
。

【

國
】

續
高

傳

一
三
・
釋
圓
光
傳

有
陳
之
世
、
號

國
。
故
得
諮

先
疑
、
詢
猷
了
義
。
（T

50,
523c

）

關
中
創
立
戒
壇
圖
經

戒
壇

高
下
廣

第
四
（

引
圖
相
）

中
原

河

氏
南
渡
之
後
、
分

一
十
六
國
。
以
武
猛
相
陵
、
佛
法
三
除
。
竝
是

鬻
之
胤
、
本
非

國
之
後
。
隨
心

、
故
其
然
乎
。

以
戒
壇
之

、

住
法
之
弘
相
也
。
餘
則
略
之
（
云
云
）。
（T

45,
814a

）

【
工
言
】

論
語

學
而

子
曰
、
巧
言
令
色
、
鮮

仁
。

【
佞
倖
】

王
充
撰

論
衡

二
七
・
定
賢

以
事
君

合
寡

賢
乎
、
夫
順
阿
之
臣
、
佞
倖
之
徒
、
是
也
。

【
倚
伏
】

が
轉
々
と
循
環
す
る
こ
と
を
い
う
。
應
報
の
理
を
指
す
。

老
子

五
八

其
政
悶
悶
、
其
民
淳
淳
。
其
政
察
察
、
其
人

。

之

倚
、

之

伏
。
孰
知
其
極
。
其
無
正
。
正
復

奇
、
善
復

妖
、
人
之

、
其
曰
固
久
。
是
以

人
方
而
不
割
、
廉
而
不

、
直
而
不
肆
、
光

而
不

。

釋
慧

大
智
論
抄
序

第
二
一
（

祐
撰

出
三
藏
記
集

十
）

其
中
可
以
開
蒙
朗
照
、
水
鏡
萬
法
。
固
非
常
智
之

辨
、

略
而
言
、

生
塗
兆

無
始
之

、
變

倚
伏
之
場
、
咸
生

未
有
而
有
、
滅

有
而
無
。
（T

55,
075c

）

【
六

】

六
師
外

の

え
、
或
い
は
広
く

端
の

え
を
指
す
。
六
師
は
、
釋
迦
の
時
代
に
活
躍
し
た
、
富
蘭
那
迦
葉
、
末
伽
梨
拘

梨
子
、

夜

毘
羅

子
、
阿
耆
多
翅

欽
婆
羅
、
迦
羅
鳩
駄
迦

延
、
尼

陀
若
提
子
の
六
人
を
指
す
。

【
三
張
】

後

末
よ
り
三
國
に
至
る
ま
で
、
盛
ん
に
行
わ
れ
た
五
斗
米

の

で
あ
る
張
陵
・
張
衡
・
張
魯
の
三
人
を
指
す
。
或
い
は
、
こ
の
三
人
に

よ
っ
て
傳
え
ら
れ
た

え
を
指
す
。
天
師

と
も
い
う
。
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【
大
士
之
權
謀
】

大
士
は
、
菩
薩
の

。
菩
薩
に
よ
る
臨
機
應
變
の
は
か
り
ご
と
。

【
至
人
之

】

至
人
は
、
こ
こ
で
は
佛
・
如
来
を
指
す
。

は
、
う
ま
く
相
手
を

す
る
こ
と
、
方
便
を
指
す
。

【

願
】

願
（
或
い
は

願
子
）
は
富

那
彌
多
羅
尼
子
の
譯
名
。
釋
迦
十
大
弟
子
中
の

法
第
一
と
さ
れ
る
。

【
三

之
邪
見
】

富

那
は
、
敢
え
て
衆
生
に
三

・
邪
見
の
行
い
を
示
し
、
佛
法
を

く
た
め
の
方
便
と
し
た
と
い
う
。
鳩

羅
什
譯

妙
法
蓮
華
經

四
・
五
百
弟
子
受
記
品
第
八

菩
薩
行
、
外
現
是
聲
聞
、
少
欲
厭
生
死
、
實
自

佛
土
。
示
衆
有
三

、

現
邪
見
相
、
我
弟
子
如
是
、
方
便
度
衆

生
。
若
我

足

、
種
種
現

事
、
衆
生
聞
是

、
心
則

疑
惑
。
今
此
富

那
、

昔
千
億
佛
、
勤
修

行

、
宣
護

佛
法
、

求
無
上
慧
、
而

佛

、
現
居
弟
子
上
、
多
聞
有
智
慧
、

無

畏
、
能
令
衆

喜
、
未
曾
有
疲

、
而
以
助
佛
事
。
（T

09,
028a

）

【

名
】

鳩

羅
什
等
撰

注
維

詰
經

一

序

維

詰

。
什
曰
、
維

詰
秦
言

名
。

五
百
童
子
之
一
也
。
（T

38,
327b

）

【
六
欲
之

王
】

こ
の

王
は
本
當
の

王
で
は
な
く
、
實
は
菩
薩
の

身
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。
こ
こ
で

か
れ
る

王
は
、
菩
薩
の
方
便
に
よ
る

の

で
あ
り
、
そ
の
人
を
試
し
、
そ
し
て
そ
の
信
心
を
よ
り
強
固
に
す
る
た
め
、
敢
え
て
そ
の

で
衆
生
に

づ
く
の
で
あ
る
。
鳩

羅
什
等
撰

注
維

詰
經

六
・
不
思
議
品
第
六

大
迦
葉

是
語
時
、
三
萬
二
千
天
子
、
皆
發
阿

多
羅
三

三
菩
提
心
。
爾
時
、
維

詰
語
大
迦
葉
、
仁

、
十
方
無
量

阿

祇
世
界
中
、
作

王

、
多
是
住
不
可
思
議
解

菩
薩
。
以
方
便
力
、

衆
生
、
現
作

王
。
肇
曰
、
因
迦
葉
云
信
解
不
可
思
議

不
能

、
而

十
方
亦
有
信
解
菩
薩

。

不
思
議
大
士
、

自
在
、
欲

始
學
故
、
現

王
、
非

力
之

能
也
。
此

不
思
議
、
亦
成
迦
葉
言

。

（T
38,

383a

）

【
逼
引
之
殊

】

殊

は
、
最

な
到

點
は
同
じ
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
行
き
着
く
ま
で
に
は
い
く
つ
も
の

な
っ
た

筋
が
あ
る
こ
と
を
指
す
。
易

繫
辭
下

子
曰
、
天
下
何
思
何
慮
。
天
下
同

而
殊
塗
、
一
致
而
百
慮
。
天
下
何
思
何
慮
。
曰
往
則

來
、

往
則
曰
來
、
曰

相
推
而

生
焉
。

往
則

暑
來
、
暑
往
則

來
、

暑
相
推
而

成
焉
。

吉
藏
撰

法
華

一
・
釋
名
題
門

蓋
是
毀
生
死
身
無
常
、

法
身
常
住
。
故
逼
引
之

成
、
欣

厭
之

立
。
若
生
死
無
常
法
身
、
復
改

滅

、
則
同
可
厭
棄
。
何

欣
哉
。
故
逼
引
之

不
成
、
欣
厭
之

行
不
立
。
（T

34,
640b

）

【
向
背
之
弘
轍
】

弘
轍
は
、
宏
大
な

を
い
う
。

律
相
感

傳

餘
備
聞
雅
論
、

代
憲

、
斯
則
一

之

宗
承
、
三
藏
之
弘
轍
也
。
（T

45,
881

a

）【
決

】

決
す
る
。

を
下
す
。

續
高

傳

一
一
・
釋
吉
藏
傳

初
藏
、
年
位
息
慈
、
英
名
馳
譽
、
冠
成
之
後
、
榮

。
貌
象
西
梵
、
言

寔
東
華
。
含
嚼
珠
玉
、
變
態
天
挺
、
剖

飛
流
、
殆
非
積
學
。
對

帝
王
、

理

其
恒

、
決

疑
議
、

衆
忘
其
久
疲
。
（T

50,
514c

）

【

徒
】

い
あ
る
人
々
、
障
り
あ
る
人
々
。

續
高

傳

二
〇
・

・
論

妄
相

、
卒

。
若
知
惟
心
、
妄

不
結
。

執

、
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非
心

行
。
如
此

徒
、
安
可
論

。
（T

50,
596c

）

【
性

】

の
よ
う
に
廣
く
深
い

実
を
い
う
。

譯

大
乘

信
論

一

命
盡
十
方
、
最

業

知
、
色
無
礙
自
在
、
救
世
大
悲

、
及
彼

身
體
相
、
法
性

如

、
無
量
功

藏
、
如
實
修
行
等
。

欲
令
衆
生
、
除
疑

耶
執
、

大
乘
正
信
、
佛
種
不

故
。
（T

32,
575b

）

【
寇

之

崔
浩
】

寇

之
と
崔
浩
は
、
北
魏
の
太
武
帝
の
時
に
行
わ
れ
た

佛
政
策
の

謀

。
こ
れ
ら
の
事
柄
に
つ
い
て
は
、

魏
書

釋
老
志
に
詳

し
い
。

【
鄭

之
抗

君
】

君
に
抗
す

と
は
、

が
北

の
武
帝
に
よ
る

佛
に
反
抗
し
、
最
後
ま
で
抗
議
の

勢
を
貫
き
、

南
山
に
お
い
て
そ
の
身

を
切
り
刻
ん
で
死
ん
だ
こ
と
を
指
す
。

の
事
柄
に
つ
い
て
は
、

續
高

傳

二
三
・

傳
に
詳
し
い
。
鄭
は
俗
姓
。

【

安

論
】

安
は
北

の

安
の
こ
と
。

は
俗
姓
。
北

の
武
帝
に
對
し
て
、
佛

の

に
對
す
る
優
越
性
を
力

し
た
。
本

の
論
は

二

論

を
指
す
。

廣
弘

集

八

惑

に
載

さ
れ
る
。
東
都

俊
童
子
（
北

武
帝
）
と
西
京

方
先
生
（

安
）
と
の
問
答
で
構
成
さ
れ
る
。
東

都

俊
童
子
の

然
三

雖
殊
、

善
義
一
、
塗
迹
誠

、
理
會
則
同
。

の

張
に
対
し
て
、
西
京

方
先
生
は

釋

、
儒

外
。
備
彰

典
、

非

誕
謬
。
詳

載
籍
、

討
源
流
、

唯
有
二

得
有
三
。
…
…
若
派
而
別
之
、
則
應
有
九

。
若
總
而
合
之
、
則
同
屬
儒
宗
。
…
…
佛

窮
理
盡
性

之
格
言
、
出
世
入

之
軌
轍
。
…
…
惟
釋
氏
之

理
富
權
實
。

と
し
て
反
論
を
加
え
る
。
本

中
の

を
抑
え
て
儒
流
に
在
ら
し
め

る
の
は
、
こ
の

方
先
生
つ
ま
り

安
の

張
を
言
い
現
わ
し
た
言
葉
で
あ
る
。

【
陳
琳
綴

】

陳
琳
は
法
琳
の
こ
と
。
陳
は
俗
姓
。

破
邪
論

と

辯
正
論

を
指
す
。

破
邪
論

は

廣
弘

集

十
一

惑

、

大
正
藏

五
二
史
傳
部
四
（2109

）
に
載

さ
れ
る
。

辯
正
論

は

廣
弘

集

一
三

惑

に
載

さ
れ
る
。

破
邪
論

に
は
、

昔

太
宰

、
問
孔
丘

曰
、
夫
子

人

。
孔
子
對
曰
、
丘

強
記
、
非

人
也
。

問
、
三
王

人

。
對
曰
、
三
王
善
用
智
勇
、

非
丘

知
。

問
、
五
帝

人

。
對

曰
、
五
帝
善
用
仁
信
、

亦
非
丘

知
。

問
、
三
皇

人

。
對
曰
、
三
皇
善
用
時
、

亦
非
丘

知
。
太
宰
大
駭
曰
、
然
則
孰

人
乎
。
夫
子
動

容
、
有

曰
、
西
方
之
人
有

焉
。
不
治
而
不

、
不
言
而
自
信
、
不

而
自
行
、
蕩
蕩
乎
、
民
無
能
名
焉
。
若
三
王
五
帝
、
必
是
大

、
孔
丘
豈
容

而
不

。
便
有
匿

之

。
以
此

量
、
推
佛

大

也
。
…
…
直
就
孔
老
經
書
、
師
敬
佛
處
、

證
不
少
。
豈
奕
一
人

能
謗

。

と

張
さ
れ
て
い

る
。
本

中
の

釋
を
揚
げ
て

典
に
越
え
た
る

と
は
、
こ
の
法
琳
の

張
を
表
し
た
言
葉
で
あ
ろ
う
か
。

【
涅
而
不

】

論
語

陽
貨
第
一
七

佛

召
、
子
欲
往
。
子
路
曰
、
昔

由
也
聞

夫
子
曰
、
親

其
身

不
善

、
君
子
不
入
也
。
佛

以
中
牟

畔
、
子
之
往
也
、
如
之
何
。
子
曰
、
然
。
有
是
言
也
。
不
曰
堅
乎
、

而
不

、
不
曰
白
乎
、
涅
而
不

。
吾
豈
匏
瓜
也
哉
。
焉
能
繫
而
不

。

【
沈
休

之
慈
濟
】

究

慈
悲
論

を
指
す
。

廣
弘

集

の
慈
濟

に
載

さ
れ
る
。
沈
休

は
沈

の
こ
と
。
休

は
字
。
生
卒
年
は
四
四
一
年
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〜
五
一
三
年
。

【

之
推
之

心
】

顔
氏
家
訓

の

心

を
指
す
。

廣
弘

集

の

正

に
載

さ
れ
る
。

之
推
は
、
字
は
介
、
生
卒
年
は
五
三
一
年

〜
五
九
一
年
。

【
詞
釆
】

續
高

傳

三
・
釋
慧

傳

今
春
秋
六
十
有
八
、
聲
問
轉
高
。
心
疾
時
動
、
或
停
法
雨
、
暫
有
登
臨
、
雲
屯
學
館
。
義
侶
則

其
冠

、

句
則
定
其
短
長
、
詞
釆
則
掲
其
菁
華
、
音
韻
則

其
諧

。
（T

50,
446b

）

【
餘
景
】

餘
暇
の
こ
と
。

續
高

傳

一
八
・
釋
曇

傳

惟
有
國
子

士
張
機
。

申
盡
禮

法
。
餘
景
時
論

易
、

傳
其
義
、
用
訓

序
。

（T
50,

572a

）

【

陰

沙
門
】

秦
の

安
。

安
法
師

鉢
羅
若
波
羅
蜜
經
抄
序

第
一
（

祐
撰

出
三
藏
記
集

八
）

昔
在

陰
十
有
五
載
。
講
放

光
經
、

常
再

。
及
至
京
師
漸
四
年

。
亦
恒

二
、
未
敢

息
。
（T

55,
052b

）

出
三
藏
記
集

十
五
・

安
法
師
傳

安
在

河
十
五
載
、

常
再
遍
、
講
放
光
經
、
未
常

闕
。
桓
沖

出
江
陵
、
朱
序
西

、
復

陽
。
（T

55,
108b

）

【
命

】

校
勘
に
よ
り

字
に
變
更
。

續
高

傳

九
・
釋
法
論
傳

淪

溪
之
覆
舟
山
、
味
重
成
實
、

洞

采
。
談

之
暇
、
命
筆
題

。

（T
50,

500a

）

【
藻
鏡
】

す
ぐ
れ
た
鑑

、
見

。

陽
詢
等
撰

藝

聚

四
八
・
僕
射
・
表

隋
江
總
讓

書
僕
射
表
曰
、
藻
鏡
官
方
、
品
裁
人
物
。
門
驚
如

市
。
不
慚
屋
漏
。
心
抱
如

。
無
欺
暗
室
。

【
揣
義
】

を
汲
む
。

續
高

傳

一
二
・
釋
善
胄
傳

初

、
以
涅
槃

五
分
、
末

維
分
。
胄

之
揣
義
、
改

七
分
、
無
有

維
、
第
七

云
結

宗
分
。
（T
50,

519c

）

【
擬
人
以
倫
】

禮
記

曲
禮

下

人
必

其
倫
。

（
河
邊

法
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廣
弘

集

五
・
辯
惑

序
（T

54,
117c -118a

）

序

成
立
年＝

高
宗
・
麟

元
年
（
六
六
四
）
・

宣
年
六
十
九

﹇
釋

﹈

俗
之
惑

、
大
略
有
二
。
初
惑
佛

幻

、
善
誘
人
心
。
二
惑
因
果
沈
冥
、
保
重
身
世
。
且
佛
名
大
覺
、
照
極
機
初
、
審
性
欲
之
多
方
、

練
病

之
權

。
故
能
俯
現
金

、
垂
丈
六
之
偉
質
、
流
光
遍
燭
、

大
千
而

。
致
使
受
其

、
獲
證
塵
砂
、

傾
十
使
之
纏
、
外

蕩
八

之
弊
。
故
能
履
水
火
而
無
礙
、

ａ

龍
鬼
而

。
三

六

、
暢
靈
襟
之
妙

、
四
辯
八
解
、
演
被
物
之
康
衢
、
其

顯
然
、
差

備

。
至

李
叟

、
纔

二

。
名
位

之
史
臣
、
門
學

之
一
吏
、
生

厲

、
死

里
。

生
可

實

、
秦
佚
誠
非
妄
論
。
而
史

褒
之
乃
云
、
西
遁
流
砂
。

景
信
之
、
方
開
東
夏

學
。
爾
後
宗

漸
布
、

淪

州
、

智
守
雌
、
全
未
聞

ｂ

、
蒙
俗
信

ｃ度
、

詐
揚

。
乃

老
子

胡
等
經
、
比
擬
佛
法
、
四
果
十
地
、
劫

循
。
結
土

人
、

音
侍
老
、

書
度
命
、
赤

厭
祝
。
斯
言
孟
浪
、

無
足
可

。
方
欲
陵
佛
而
誇
法

、
矯
俗
而

極
。

鑑

、
自

生
常
、

學

津

、
或
同

溺
。

且

二

、
涓
子

、
伯
陽

尹
而
傳
、
是
則

而
不
作
。
至

四
果
以
下
、
全
非

流
。
斯
乃
後
學
門
人
、
廣
開
衢

。
言

引

、

累
本
宗
。
故

仙
傳
云
、
無

ｄ

士
、
妄
傳
老
子
代
代

國
師

濫
也
。
葛
洪
可
謂
生
知
之
士
、
千
載
之
一

也
。

餘
碌
碌
、
等

駕

。
佛
經
無

李

、

書
多
渉

釋
訓
。
人
流
慕
上
、
古
諺
之
常
言
、

居
下
徒
、
今
俗
之
行
事
。

以
隨
有
相

、
無
不
擬

ｅ儀
。

本

也
、
無
像
可
圖
、
今
則
擬
佛
、
金

峙
列
、
天
堂
地
獄
、

寫
施
行
、
五
戒
十
善
、
曾
無

跡
。

是
才
用

弱
、
不
能
自
立
宗
科
、

經

義
、
倚
傍

。
至
如
楊
雄
太
玄
、

ｆ迢
然
居

、
抱

論

、

爾

ｇ開
權
。

之
流
、
可

名
作
、
南
華

出
、
亦
足
命
家
。
豈

若
上
皇
之
元
、
密
取

徹
之
號
、
剖
生
左
腋
、
用
比
能
仁
之
儀
。
斯

衆

。

如
後
顯
。
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俗
惑
三
際
之
業
、
時

四
趣
之
報
。
人
死
極

此
生
、
生
亦
莫
知
何
至
。
由
斯
淪

、

ｈ出

無

。
若
不
統

、
長

。
深
嫌
繁

委
、
何
得
略
之
。

﹇
校
勘
﹈

ａ

＝

﹇
人
＋

﹈（
宋
・
元
・

・
宮
）

ｂ

＝

環
（
宋
・
元
・

・
宮
・
中
華
）

ｃ
度＝

受
（
宋
・
元
・

・
宮
）

ｄ

＝

（

）

ｅ
儀＝

義
（

）

ｆ
迢＝

超
（

）

ｇ
權＝

權

（
宋
・
元
・

・
宮
）

ｈ

＝

鏡
（
宮
）

﹇
訓
讀
﹈

俗
の
惑
う

に
、
大
略
二
有
り
。
初
め
佛
を
幻

と

し
、
善
く
人
心
を
誘
う
に
惑
う
。
二
に
因
果
は
沈
冥
に
し
て
、
身
世
を
保
重
す
る

に
惑
う
。
且
つ
は
佛
を
大
覺
と
名
づ
け
、
照
は
機
初
を
極
め
、
性
欲
の
多
方
を
審
ら
か
に
し
、
病

の
權

を
練
る
。
故
に
能
く
金

を
俯

現
し
、
丈
六
の
偉
質
を
垂
れ
、
流
光
遍
く
燭
し
、
大
千
を

じ
て

を

く
。
其
の

を
受
く
る

を
し
て
、
證
を
塵
砂
に
獲
、

は
十
使

の
纏
を
傾
け
、
外
は
八

の
弊
を
蕩
わ
し
む
る
を
致
す
。
故
に
能
く
水
火
を
履
み
て
礙
げ
無
く
、
龍
鬼
を

め
て

を

ぐ
。
三

六

も

て
、
靈
襟
の
妙

を
暢
べ
、
四
辯
八
解
も
て
、
被
物
の
康
衢
に
演
ぶ
。
其
の

は
顯
然
と
し
て
、
差
や
備
さ
に
は

べ

し
。

李
叟
の

を

す
る
に
至
り
て
は
、
纔
か
に
二

を

く
の
み
。
名
は

の
史
臣
に
位
し
、
門
は

の
一
吏
に
學
び
、
厲

に
生
ま
れ
、

里
に
死
す
。

生
は
實

と

す
べ
く
、
秦
佚
は
誠
に
妄
論
に
非
ず
。
而
る
に
史

は
之
を
褒
め
て
乃
ち
云
く
、
西
の
か
た
流
砂
に
遁
る

と
。

景
は
之
を
信
じ
、
方
め
て
東
夏
に

學
を
開
く
。
爾
の
後
宗

漸
く
布
か
る
る
も
、

に

州
に
淪

し
、
智
を

ち
雌
を
守
る
る

も
、
全
く
未
だ

に
聞
か
ず
。
蒙
俗
は
度
る
を
信
じ
、

詐
し
て

を
揚
ぐ
。
乃
ち
老
子

胡
等
の
經
を

り
、
佛
法
の
四
果
十
地
、
劫

の

循
す
る
に
比
擬
し
、
土
を
結
び
て
人
を

り
、

音
も
て
老
に
侍
ら
し
め
、

書
も
て
命
を
度
し
、
赤

も
て
厭
祝
す
。
斯
の
言
は

孟
浪
に
し
て
、

す
べ
き
に
足
る
無
し
。
方
に
佛
を
陵
ぎ
て
法

に
誇
り
、
俗
を
矯
め
て

極
と
な
さ
ん
と
欲
す
。

鑑

の

は
、
自
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ら
生
常
を

ち
、

學

津
の

は
、
或
い
は

溺
を
同
に
す
。

且
つ

の
二

、
涓
子
の

く

に
し
て
、
伯
陽
の
尹
の

に
し
て
傳
う
と
は
、
是
れ
則
ち

べ
て
作
ら
ず
。
四
果
以
下
に
至
り
て
は
、

全
く

流
に
非
ず
。
斯
れ
乃
ち
後
學
門
人
、
廣
く
衢

を
開
く
。
言
は

ち

を
引
き
、

っ
て
本
宗
に
累
あ
り
。
故
に

仙
傳
に
云
く
、

無

の

士
の
妄
り
に
老
子
の
代
代
國
師
と

る
を
傳
う
る
は
濫
な
り

と
。
葛
洪
は
生
知
の
士
、
千
載
の
一

と
謂
う
べ
き
な
り
。

餘
は
碌
碌
と
し
て
、
駕
を
等
し
く
し

を

し
く
す
。
佛
經
は
李

を

ぶ
る
無
く
、

書
は
釋
訓
に
渉
る
こ
と
多
し
。
人
の
流
の
上
を
慕

う
は
、
古
諺
の
常
言
に
し
て
、
下
徒
に
居
る
を

む
は
、
今
俗
の
行
事
な
り
。

以
に
相

有
る
に
隨
い
、
儀
に
擬
え
ざ
る
無
し
。

の
本

は

な
り
、
像
の
圖
く
べ
き
無
し
。
今
則
ち
佛
に
擬
え
、
金

峙
列
し
、
天
堂
地
獄
、

寫
施
行
し
、
五
戒
十
善
、
曾
つ
て

跡
無
し
。

に
是
れ
才
用

弱
に
し
て
、
自
ら
宗
科
を
立
つ
能
わ
ず
。
經
を

み
義
を

み
、
倚
傍
し
て

と

す
。
楊
雄
の
太
玄
の
如
き
に
至
り
て
は
、

迢

然
と
し
て

に
居
り
、
抱

を
論
じ
、

爾
と
し
て
權
を
開
く
。

の
流
、
作
に
名
づ
く
と

す
べ
く
、
南
華

く
出
で
て
、
亦
た

家
に
命
ず
る
に
足
る
。
豈
に
上
皇
の
元
、
密
か
に

徹
の
號
に
取
り
、
剖
き
て
左
腋
よ
り
生
ま
る
る
こ
と
、
用
っ
て
能
仁
の
儀
に
比
ぶ
る
が

若
く
な
ら
ん
や
。
斯
の

衆
し
。

さ
に
後
に
顯
ら
か
に
す
る
が
如
し
。

た
俗
は
三
際
の
業
に
惑
い
、
時
は
四
趣
の
報
を

ん
ず
。
人
の
死
は
此
の
生
に
極
ま
り
、
生
も
亦
た
何
く
に
至
る
か
を
知
る
莫
し
。
斯

れ
に
由
り
淪

し
、

を
出
づ
る
に

無
く
、
若
し
統

せ
ず
ん
ば
、
長

い
よ

し
。
深
く
繁
委
を
嫌
う
も
、
何
ぞ
之
を
略
す
こ
と
を

得
ん
。

﹇
譯

﹈

俗
世

の
中
で
佛

に
對
し
て
持
つ
疑
惑
に
は
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
あ
る
。
ま
ず
初
め
に
、
實
體
の
な
い
存
在
で
あ
る
佛
が
、
人
の
心

を
大
い
に

く
こ
と
を
疑
い
、
次
に
、
因
果
の
理
は
わ
か
り
に
く
く
、
い
か
に
こ
の
身
今
生
を
保
全
す
る
か
に
惑
う
。
い
っ
た
い
、
佛
は

大

い
な
る
目
覺
め

と
呼
ば
れ
、
そ
の
輝
き
は
衆
生
の
機
根
に
あ
ま
ね
く
、

々
な
人
々
の
本
性
と
欲
を

ら
か
に
し
て
、
各
々
の
病
（
煩
悩
）
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に
對
す
る

と
し
て
の
方
便
の

え
を

體

に
示
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
佛
は
一
丈
六
尺
の
金
色
の

を
示
し
、
そ
の
光

は
大

千
世
界
を
遍
く
照
ら
し
、
人
々
を

す
る

を

ら
か
に
し
た
。
そ
の

え
を
受
け
た

に
は
、
塵
や
砂
の
如
く
無

に
あ
る

い
の
中

か
ら
悟
り
を
得
さ
し
め
、
心
の

に
ま
と
わ
り
つ
く
十
の
煩

と
、
外
部
か
ら
來
る
八
つ
の

の
弊
害
と
を
全
て
除
去
さ
せ
る
。
そ
れ
故
、

水

や
火

を
た
や
す
く
踏
み
越
え
、
龍

や
鬼

の
心
を
も

め
と
っ
て
和
ら
が
し
め
る
。
三

や
六

の
力
に
よ
っ
て
、
靈
妙
の
佛

心
よ
り
す
る
深
い

え
を
の
べ
廣
め
、
四
無
礙
解
や
八
解

の
力
に
よ
っ
て
、
煩

に
被
わ
れ
た
人
々
の
行
き
交
う
大
路
に
の
べ
示
す
。
佛

の

は

ら
か
に
示
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
詳
細
に

べ
よ
う
と
す
れ
ば
い
さ
さ
か

し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

一
方
で
、
老
子
は

を

揚
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
わ
ず
か
に
上
下
二

を

し
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ
も
そ
も
、
彼
の
名
は

代
の

記

で
あ
り
、

代
の
あ
る
官
吏
の
門
下
に
學
び
、
厲

に
生
ま
れ
、

里
に
お
い
て
死
ん
だ
。
老
子
の
死
に
關
す
る

子
の
記

は
事

實
に
基
づ
い
た
記

で
あ
り
、
秦
佚
が
老
子
の
死
に
弔
問
し
た
故
事
は
決
し
て
作
り
話
で
は
な
い
。
そ
れ
に
も
關
わ
ら
ず
、
司
馬

は

史

記

に
お
い
て
、
老
子
を
褒
め

え
た
上
に
さ
ら
に

西
方
に
向
か
い
砂
漠
を
渡
っ
て

を

し
た

と
い
う
。

の
景
帝
は
こ
れ
を
信
じ
、

こ
こ
で
初
め
て
中
國
の
地
に
老
子
の

の
學
問
が
開
か
れ
た
。
そ
の
後
老
子
の

え
は
し
だ
い
に
廣
ま
っ
た
が
、
今
は
こ
の
地
に
お
い

て
衰
え
て
し
ま
っ
て
お
り
、
老
子
が

く

智
や
守
雌
の
實

は
、
こ
の
世
界
に
未
だ
か
つ
て
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。
そ
れ
で
も

理
に
暗

い
俗
人
た
ち
は

の

え
を
信
じ
て
し
ま
い
、

徒
は

義
を
粉

し
詐
っ
て
、

の

え
で
あ
る
と
言
い
ふ
ら
し
た
。
そ
こ
で
、
老

子

胡
經
な
ど
の
經
典
を

り
、
そ
こ
で
は
、
佛

の
四
果
や
十
地
と
い
っ
た

の
修

に
お
け
る
階
位
や
、
劫
と
い
う
き
わ
め
て
長
い
時

を

位
と
し
て
世
界
が
循
環
す
る
と
い
う

え
方
を
ま
ね
て
い
る
。
ま
た
、
土
を
固
め
て
人

を
作
っ
た
、

音
菩
薩
は
老
子
像
の
脇
侍

と
す
る
、
な
ど
と
い
い
、
ま
た

書
や
赤

な
ど

の
符
書
を
用
い
て
壽
命
を
延
ば
し
、
或
い
は
呪

を
行
う
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
よ
う
な
言
葉
は
全
く
の
で
た
ら
め
で
あ
り
、
語
る
に
足
ら
な
い
。
ま
さ
に
、
老
子
が
佛
よ
り
優
れ
、
そ
の

え
も

團
も
佛

を
超
え

て
い
る
と
誇
り
、
俗
世

を
欺
い
て
老
子
を
至
高
の
存
在
に
し
よ
う
と
す
る
。
事
理
に

じ
る
優
れ
た
見

を
持
つ

は
、
自
の
ず
と

常

生
活
の
し
が
ら
み
を

ち
切
る
が
、

末
な
學
問
に

始
し

い
に
執
わ
れ
て
い
る

は
、
往
々
に
し
て
と
も
に
蒙
昧
の
淵
に
し
ず
ん
で
し
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ま
う
。

さ
ら
に

經
の
二

は
、
涓
子
が

い
た
も
の
で
、
こ
れ
を
老
子
が
尹
喜
に
傳
え
た
の
な
ら
ば
、
こ
れ
こ
そ

し
て
創
作
は
し
な
か
っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、

の
四
果
よ
り
以
下
に
至
っ
て
は
、
全
く

に
は
無
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
、
後
世
の

學
徒
や
門
人
た
ち
が
、
廣
く

作
の

筋
を
開
い
た
の
で
あ
る
。
口
に
す
る
言
葉
は
い
つ
も
佛

か
ら
の

用
で
あ
り
、
却
っ
て
老
子
の

え
そ
の
も
の
に
害
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
故
、
葛
洪
の

仙
傳

に
、

暗
愚
の

士
の
中
に
は
、
む
や
み
や
た
ら
に

老
子
は

代
帝
王
の
國
師
で
あ
っ
た

と
傳
え
る

が
い
る
が
、
そ
れ
は
で
た
ら
め
で
あ
る
。
と
言
っ
て
い
る
。
葛
洪
は
生
ま
れ
な
が
ら

を
理
解

し
て
い
る
人
物
で
あ
り
、
千
年
に
一
人
の

材
と
言
え
よ
う
。
そ
の
他
の

た
ち
は
ゴ
ロ
ゴ
ロ
と
轉
っ
て
い
る
小
石
の
ご
と
く
役
立
た
ず
で
、

ど
の

の
才
力
も
み
な
似
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
佛

經
典
に
は
老
子
に
關
す
る
記

は
無
い
が
、

經
典
に
は
佛
の

え
に
關

す

る
も
の
が
多
い
。
い
っ
た
い
、
人
々
が
高
い
地
位
を

む
の
は
、
古
來
の
常
套
句
に
言
う
と
こ
ろ
で
あ
り
、
誰
し
も
低
い
地
位
に
い
る
の
を

厭
う
の
は
、
こ
の
頃
の
俗
世

に
お
け
る
お
定
ま
り
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

似
の
部
分
が
あ
れ
ば
、
す
べ
て
佛

の
そ
れ
を
ま
ね
た
。
例
え

ば
、

の

の
根
源
は

で
あ
り
、

を
像
と
し
て
は
畫
け
な
い
。
そ
れ
が
今
や
佛
の
金
色
に
輝
く

に
似
せ
て
堂
々
と
竝
べ
ら
れ

て
い
る
。

經
典
に
は
、
佛
畫
と
し
て
畫
か
れ
る
天
堂
や
地
獄
を
次
々
と
写
し
て
は
そ
れ
を
利
用
し
、
五
戒
（
不
殺
生
・
不

・
不
邪
婬
・

不
妄
語
・
不

酒
）
や
十
善
戒
（
不
殺
生
・
不

・
不
邪
婬
・
不
妄
語
・
不

口
・
不

舌
・
不
綺
語
・
無
貪
・
無
瞋
・
正
見
）
を
守
る
こ
と
に
よ
る
す

ぐ
れ
た
事
跡
は
あ
っ
た
例
し
が
な
い
。
結
局
は
才
と
用
に
乏
し
く
て
、

本
来
の

え
に
基
づ
く
一
宗
を
獨
立
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
佛

經
典
か
ら
體
例
と

義
を

用
し
、
そ
れ
に
則
っ
た
も
の
を

〔
経
〕

と

し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
と
楊
雄
が

し

た

太
玄
經

に
關
し
て
は
、

の

と
は
ず
っ
と

な
り
、
ま
た

抱
朴
子

に
お
い
て
葛
洪
が

に
つ
い
て
論
じ
る
の
を
見

て
み
る
と
、
遙
か
に
權
方
便
と
し
て
の
仮
の
あ
り
方
を
開
き
示
し
て
い
る
。
ま
た

と

施
の
議
論
を

め
た

子

の
た
ぐ
い
は
、

名
高
い

作
で
あ
り
、

頃
出
さ
れ
た

南
華

も
ま
た
一
家
と
す
る
に
足
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、

の
武
帝
が
創
始
し
た
元
號
制

度
を

用
し
て
、
老
子
が
生
ま
れ
た
年
に
上
皇
の
年
號
を
當
て
た
り
、
釋
迦
が

耶
夫
人
の
右
脇
か
ら
生
ま
れ
た
こ
と
に
擬
え
て
、
老
子
が
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妙
夫
人
の
左
脇
か
ら
生
ま
れ
た
と
す
る
有
り

と
ど
う
し
て
同
じ
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
例
は
多
く
、
詳
し
く
は
こ
れ
以
降
、

ら

か
に
す
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
世
俗
の
人
々
は
身
・
口
・

の
三
つ
の
業
因
に
對
す
る
果
報
が

去
・
現
在
・
未
來
に
わ
た
っ
て
生
じ
る
こ
と
、
果
報
に
よ
っ
て

地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
阿
修
羅
の
四

趣
に

ち
る
こ
と
を
疑
い

ん
じ
た
。
人
と
い
う
も
の
は
死
ね
ば
そ
こ
で
一
生
が

わ
る
の
で
あ
る

か
ら
、
來
世
に
ど
こ
の
世
界
に
生
ま
れ
る
の
か
知
る
由
も
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
人
々
は
煩
悩
世
界
に
沈
み
込
ん
で
し
ま
っ
て
、

界
か

ら

出
し
よ
う
に
も
そ
の
た
め
の

り

が
無
い
。
こ
こ
で
も
し
筋

を
立
て
て

し
な
け
れ
ば
、
さ
ら
に
長
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
。

で
き
る
だ
け
煩

に
な
る
こ
と
は
避
け
る
が
、
決
し
て
生
死
長

か
ら
の

出
を
示
す
記

を
省
略
す
る
こ
と
は
し
な
い
。

﹇
語
註
﹈

【
沈
冥
】

謝
靈

登
石
門
最
高
頂
五
言

（

二
二
）

沈
冥
豈
別
理
、
守

自
不
携
。

【
大
覺
】

鳩

羅
什
譯

成
實
論

一
・
吉

品

如
吉

、

天
世
人
中
、
無
上

師
、
佛

大
覺

、
是
名
最
吉

。
（T

32,
247b

）

【
機
初
】

機

は
佛
の

法
を
受
け
、
そ
の

を
こ
う
む
る
も
の
の
素
質
能
力
。

初

に
は
根
本
の

が
あ
り
、

機
初

は
機
根
と
同

と
解
釋
す

る
。

寺
法
雲

與
公
王

貴
書

に
對
す
る

賀

答

（

弘

集

一
〇
）

辱

、
垂
示

答
臣
下
審

滅
論
。

仰
反
復
、
誦
味
循
環
、
故
知

妙
蘊
機
初
、
事
隔

淺
、

凝
繫
表
、
義

庸

（T
52,

066b

）

【
性
欲
】

鳩

羅
什
譯

妙
法
蓮
華
経

方
便
品

我
以
智
慧
力
、
知
衆
生
性
欲
、
方
便

法
、
皆
令
得

喜
。
（T

09,
009b

）

【
病

】

煩

を
病
に
喩
え
、
佛
の

え
を
病
に
對
す
る
良

に
喩
え
る
。
曇
無

譯

大
般
涅
槃
經

二
・
壽
命
品
第
一
之
二

比
丘
、
譬
如
大

地

山

草

衆
生
用
。
我
法
亦
爾
。
出
生
妙
善
甘
露
法
味
、
而

衆
生
種
種
煩

病
之
良

。
（T

12,
376c

）

【
權

】

延
之

釋
何
衡
陽

（

弘

集

四
）

答
曰
、
後
身

戒
云
云
。
未
詳

謂
慈
護

、
誰
氏
之
子
。
若
據
外
書
報
應
之

、
皆
吾

謂

權

耳
。

講
求
至
理
、
曾
不
析
之
。

言
多
採
譎
怪
、
以
相
扶
翼
。
得
無
似
以
水
濟
水
乎
。
釋
曰
、
慈
護
之

、
計
亦
久
聞
其
人
、
責
以
誰
子
。

以

殊
釋
氏
、
知
謂
報
應
之

、
皆
是
權

。
權

深
、
非

不
盡
。
雖
子

慮
、
亦
未
見
其
極
。
（T

52,
026a

）

【
俯
現
】

用
例
未
詳
。

俯

に
は

れ
る

の

味
が
あ
り
、
こ
こ
で
は
佛
の
應
身
が

顯
す
る
こ
と
と
解
釋
す
る
。
智

止

二
上
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風

七
處
成
身
業
、
聲

出
脣
成
口
業
、
二
能
助

成
機
、
感
佛
俯
降
。
如
人
引
重
、
自
力
不

、

傍
救
助
、
則
蒙

。
行
人
亦
爾
。
（T

46,
011

b

）
慧

撰

高

傳

一
・
曇

耶

傳

時
見
沙
門
飛
來
樹
端

、
往
往
非
一
。
常
交
接

、
而
俯
同
矇
俗
。
雖

跡
未
彰
、
時
人
咸
謂
已
階

果
。
（T

50,
329c

）

【
十
使
】

使
と
は
煩

の

名
。
煩

は
よ
く
人
を

使
し
て

い
の
世
界
（
生
死
）
に
流
轉
さ
せ
る
か
ら
使
と
い
う
。
こ
れ
に
貪
・
瞋
・
慢
・
無

・

見
・
疑
の
六
種
が
あ
り
、
こ
の
う
ち
見
を
有
身
見
・
邊
執
見
・
邪
見
・
見
取
見
・
戒
禁
取
見
の
五
見
に
わ
け
て
十
使
と
い
う
。

【
八

】

煩

な
ど
す
べ
て
の
衆
生
を

ま
す
も
の
を

と
名
付
け
る
。
八

と
は
五
陰

（
陰

・
蘊

、
五
衆

、
陰
界
入

）、
煩

（
未
來
の

生
を
感
じ
さ
せ
死
に
至
ら
し
め
る
煩

）、
死

（
死
そ
の
も
の
）、
天
子

（
死
を
超
え
よ
う
と
す
る
も
の
を
妨
げ
る
）
の
四

に
、
無
常
・
無
我
・
無

・

無

の
四
顚
倒
を
加
え
て
八

と
い
う
。

【
三

六

】

三

と
は
佛
や
阿
羅

の
持
つ
三
種
の

。
智
慧
の
は
た
ら
き
を
も
っ
て
愚

を
破
る
か
ら
三

と
い
い
三

と
い
う
。
六

と
は
六

の
こ
と
。

定
を
修
め
る
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
無
礙
自
在
な
超
人

な
不
思
議
な
は
た
ら
き
。

足
・
天
眼
・
天
耳
・
他
心
・
宿
命
の
五

に
漏

を
加
え
て
六

と
い
う
。

【
四
辯
八
解
】

四
辯
と
は
四
無
礙
解
の
こ
と
。
自
由
自
在
で
さ
わ
り
の
な
い
理
解
能
力
（
智
解
）
お
よ
び
言
語

表
現
能
力
（
辯
才
）
の
こ
と
。
こ
れ
に

四
種
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
智
慧
を
本
質
と
す
る
か
ら
、
合
わ
せ
て
四
無
礙
智
、
理
解
能
力
で
あ
る
か
ら
四
無
礙
解
、
言
語
能
力
で
あ
る
か
ら
四
無
礙
辨
と
い

い
、
略
し
て
四
無
礙
、
四
解
、
四
辯
と
い
う
。
八
解
と
は
八
解

の
こ
と
で
、
八
種
の
定
の
力
の
よ
っ
て
貪

の
心
を

て
る
こ
と
。

【
纔

二

】

史
記

六
三
・
老
子
傳

老
子
脩

、
其
學
以
自

無
名

務
。
居

久
之
、
見

之
衰
、

去
。
至
關
、
關
令
尹
喜
曰

子

、
彊

我

書
。

是
老
子

書
上
下

、
言

之

五
千
餘
言
而
去
、
莫
知
其

。

【
厲

】

河
南
省
鹿
邑
縣
の
あ
た
り
。

史
記

六
三
・
老
子
傳

老
子

、
楚
苦
縣
厲

曲
仁
里
人
也

【

里
】

陝
西
省
興

縣
の
東
南
。
老
子
が

里
に
死
ん
だ
と
い
う
記

は

子

や

史
記

に
は
見
當
た
ら
な
い
。
法
琳
撰

辯
正
論

五
・

佛

先
後

に
よ
る
と
、

闕
中
記

を
引
用
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

子
云
、
老

死
秦
矢
弔
焉
。
闕
中
記
云
、
老
子
葬

里
（
今
古
扶
風
始

之

南
有

里

）
（T

52,
522c

）。
こ
の

闕
中
記

と
は
お
そ
ら
く

嶽
の

關
中
記

の
こ
と
と

え
ら
れ
る
。

【

生
可

實

】

生
は

の
こ
と
。
實

と
は
、
こ
こ
で
は
老
子
に
關
す
る
實

を
指
す
。
現
行
の

子

に
は
老
子
の
生
涯
に
關
す
る
記
事

は
あ
ま
り
見
當
た
ら
な
い
が
、
老
子
の
死
に
つ
い
て
は
傳
え
る
。
次
注
參
照
。

【
秦
佚
誠
非
妄
論
】

子

・
養
生

老

死
、
秦
失
弔
之
、
三
號
而
出

の
記
事
を
指
す
。
老
子
の
死
に
弔
し
た
友
人
秦
佚
が
、

三
度
な
く
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と
い
う
死

に
對
す
る
弔

を
示
し
た
場
面
。

【
西
遁
流
砂
】

史
記

に
は
直
接
こ
の
こ
と
を
し
る
し
た
記

は
無
い
。

史
記

六
三
・
老
子
傳

言

之

五
千
餘
言
而
去
、
莫
知
其

。

集
解

列
仙
傳
曰

關
令
尹
喜

、

大
夫
也
。
善

學
星
宿
、

華
、

行
仁
、
時
人
莫
知
。
老
子
西
游
、
喜
先
見
其

、
知

人
當

、
候
物

色
而
跡
之
、
果
得
老
子
。
老
子
亦
知
其
奇
、

書
。
與
老
子

之
流
沙
之
西
、

臣

實
、
莫
知
其

。
亦

書
九

、
名
關
令
子
。

【

景
信
之
】

書

八
八
・
儒
林
傳

及
至
孝
景
、
不
任
儒
、

太
后

好

老

、
故

士

官
待
問
、
未
有

。

孫
權

論

佛

三

宗

（

廣
弘

集

一
）

至

景
帝
以

子
老
子
義
體
尤
深
、
改
子

經
始
立

學
。
（T

52,
099c -100a

）

【

智
】

老
子

第
十
九

棄
智
、
民
利
百
倍
。

を
指
す
と
解
釋
す
る
。

【
守
雌
】

老
子

第
二
十
八

知
其
雄
、
守
其
雌
、

天
下

【
老
子

胡
等
經
】

老
子

胡
經
は
西

の

帝
の
頃
、

士
の
王

は
佛

徒
と
の
論

に
敗
れ
た

い
せ
に

老
子

胡
經

を
作
り
、

佛
法
を
誣

謗

し
た
と
い
う
。（

高

傳

一
・
帛

傳
）。
佛
・

二

の
論

が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
時
代
に
は
、
南
北

時
代
に
は
何
種

か
の

胡
經

や

胡
經

と
い
う
題
で
は
な
い
が
老
子

胡
を

く
經
典
が
い
く
つ
か
作
ら
れ
た
。

【
四
果
】

預
流
果
・
一
來
果
・
不

果
・
阿
羅

果
の
こ
と
。
小
乘
佛

に
お
け
る
修

の
階
位
。

【
十
地
】

大
乘
經
典
に

か
れ
る
代
表

な
菩
薩
の
階
位
。

【
結
土

人
】

土
を
か
た
め
て
人

を
つ
く
る
こ
と
。
こ
の
よ
う
な
話
は
、

太

御

七
八
・
皇
王
部
・
女

氏
引
く

風
俗

に

俗

、
天

地
開
闢
、
未
有
人
民
、
女

搏

土
作
人
、
劇
務
力
不
暇
供
、
乃
引
繩

泥
中
、

以

人
、
故

貴

土
人
也
、
貧
賤

庸

人
也

と
あ
る

が
、
こ
こ
で
は

體

に

鸞
の

笑

論

の

名

結
土

人

を
指
す
と

え
ら
れ
る
。
こ
の

で
は
、

經
典
で
あ
る

太
上
三
天
正
法
經

に
云
う
人

創

の

容
に
對
し
て
批

す
る
。
詳
し
く
は

鸞

笑

論

（

廣
弘

集

九
）
結
土

人
の
条
を
參
照
。

【

音
侍
老
】

世
音
菩
薩
が
老
君
像
の
脇
侍
と
し
て
侍
る
こ
と
。

笑

論

の

名
（
目
次
）。
本

中
の
見
出
し
に
は

音
侍

と
あ
る
。

士
の
中
に
老
君
像
を

る

が
あ
り
、
金
剛
藏
と

世
音
の
二
菩
薩
を
侍
ら
し
、
ま
た
着
用
す
る

も
佛

の
袈
裟
を

用
し
た
も
の
だ
と
批

す
る
。
詳

し
く
は

音
侍
老
の
条
を
參
照
。
因
み
に
、
老
君
像
の
脇
侍
に
菩
薩
を
以
て
す
る
事
例
は
、

續
高

傳

二
二
・
慧

傳
に

昔

趙
王
治
蜀
、
有

士

老
君
像
而
以
菩
薩
俠
侍
。

以
事
聞
。
王
乃

曰
、
菩
薩
已
成
不
可

。
天

宜

一
階
官
。
乃

于
寺
中
、
改
同
佛
相
。
例
相
似
也
。
（T

50,
618b

）

と
あ
る
。
※

笑

論

に
つ
い
て
は
、

六

・
隨

時
代
の

佛
論

究
班

笑

論

譯
注

（

東
方
學
報

六
〇

、
一
九
八
八
年
）
を
參

照
し
た
。
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【

書
】

の
符
書
。
釋
玄
光

辯
惑
論
（

弘

集

八
）畏
鬼

符
非
法
之
極

若
受

書
赤

言
、

是
靈
仙

入

、
不

太
上
。
（T

52.49

a

）【
赤

】

士
が
天
に

る
と
き
に
用
い
る
赤
紙
に

め
た

。

の
符
書
。

梁
書

一
三
・
沈

傳

召
巫

之
、
巫
言
如
夢
。
乃
呼

士
奏

赤

天
、

代
之
事
、
不
由
己
出
。

【
厭
祝
】

宋
書

七
二
・
南

穆
王
鑠
傳

（
劉
）

蔣
侯

宮

、
疏
世

年
諱
、
厭
祝

、

授
位
號
、
使
鑠

策

。

【
孟
浪
】

子

物
論

夫
子
以

孟
浪
之
言

【

津
】

陵

宣
王

法
集

序

（

出
三
藏
記
集

一
二
）

竝
翼

妙
典
、
俘
剪
外
學
、

津
見
衢
、
長
夜
逢

。
（T

55,
085b

）

【
涓
子
】

古
の
仙
人
で

の
人
。
天
人
經
四
八

を

す
。

康

琴
賦

序

（

一
八
）
李
善
注
引
く
列
仙
傳
に
曰
く

列
仙
傳
曰
、
涓
子

、

人
、
好
餌

、

天
地
人
經
三
十
八

。
釣

澤
、
得
符
鯉
魚
中
。

宕
山
、
能
致
風
雨
。

伯
陽
九
山
法
。

南
王
少
得

、
不
能
解
其
音

旨
。
其
琴
心
三

有
條
理
焉
。

孫
盛

老
子
疑
問
反
訊

（

廣
弘

集

五
）

子
云
、
老
子
就
涓
子
、
學
九
仙
之

、

乎

養
。
斯
言
有

。
至

也
、
則
不
云
學
。
（T

52,
121b

）

【

而
不
作
】

論
語

而

子
曰

而
不
作
、
信
而
好
古
、

比

我
老
彭
。

【

仙
傳
】

全
十

。
葛
洪
の
撰
。

【
無

士
、
妄
傳
老
子
代
代

國
師

濫
也
】

鸞

笑

論

（

廣
弘

集

九
）
年
號
差
舛
の
条
に

（
老
子

胡
經
）

云
、
代
代

國
師
、

葛
洪

仙
序
中

已
怪

。
（T

52,
145a

）
と
あ
る
。
こ
れ
は

太

廣
記

一
・
老
子
の
條
引
く

仙
傳
に

或
云
、
上
三
皇
時

玄
中
法
師
、
下

三
皇
時

金
闕
帝
君
、
伏
羲
時

鬱
華
子
、

農
時

九
靈
老
子
、
祝
融
時

廣
壽
子
、

帝
時

廣
成
子
、

時

赤

子
、
帝

時

圖
子
、
堯

時

務
成
子
、
舜
時

尹
壽
子
、
夏
禹
時

行
子
、
殷
湯
時

錫
則
子
、

王
時

邑
先
生
。
一
云
、
守
藏
史
。
或
云
、
在
越

范

、
在

夷

子
、
在

陶
朱
公
。
皆
見

群
書
、
不
出

仙
正
經
、
未
可
據
也
。
葛
稚
川
云
、
洪
以

老
子
若
是
天
之

、
當
無
世
不
出
、
俯

就
卑
、
委

就

、
背

澄
而
入

濁
、
棄
天
官
而
受
人
爵
也
。
夫
有
天
地
、
則
有

。

之
士
、
何
時
暫
乏
。
是
以
伏
羲
以
來
、
至
于
三
代
、
顯
名

、
世
世
有

之
。
何
必
常
是
一
老
子
也
。
皆
由

學
之
徒
、
好
奇

、
苟
欲
推
崇
老
子
、
故
有
此

。
其
實
論
之
、
老
子
蓋
得

之
尤

、
非

也
。
と
あ
る
葛

洪
の
言
葉
を
指
し
て
い
る
。

【
人
流
慕
上
】

春
秋
左
氏
傳

公
三
十
年

子
産
相
鄭
伯
以
如

。
叔
向
問
鄭
國
之
政
焉
。
…
…
（
子
産
）
對
曰
、
伯
有
侈
而

、
子
皙
好
在
人
上
、

莫
能
相
下
也
。
雖
其
和
也
、

相
積

也
。

至
無
曰

。

宣 作の 究



【

居
下
徒
】

論
語

子
張

子
貢
曰

之
不
善
、
不
如
是
之
甚
也
。
是
以
君
子

居
下
流
、
天
下
之

皆

焉
。

【
天
堂
】

天
衆
の
位
置
す
る
殿
堂
。
天
宮
と
も
い
う
。
六

の
一
つ
で
、
欲
界
・
色
界
・
無
色
界
の

天
を
い
う
。
ま
た

行
の
結
果
と
し
て
の
地
獄
に

對
し
て
、
善
行
の
結
果
と
し
て
生
ず
べ
き
天
を
指
す
。
宗

答
何
承
天
書

（

弘

集

三
）

夫
心
不
貪
欲
、

十
善
之
本
。
故
能
俯

地
獄
、
仰
生

天
堂
、

亦

義

理
端
心

。
（T

52,
018b

）

【

寫
】

王
度

奏
議
序

（

廣
弘

集

六
）

且
佛
之

義
、
綸
綜
有

、

後

理
、
無
相

競
。

繹

經
、
濫

何
甚
、
不
能
自
立
一
義
、

竝
傍
佛
宗
。
或
四
果
十
地
、

寫

經
、
或
地
獄
天
堂
、
全
書
佛
旨
。
（T

52,
126c

）

【
宗
科
】

廣
弘

集

二
八
・
悔
罪

序

安
慧

之

、
命
駕
而
行
茲

。
至

侯
王
宰
伯
、
咸
仰
宗
科
、

信
士
女
、
無

誡

。
（T

52,
330

b

）【
楊
雄
太
玄
】

楊
雄

は
、

末
の
思
想
家
・

學

で
あ
る
揚
雄
の
こ
と
。
蜀
（
四
川
省
成

）
の
人
。
楊
雄
と
書
か
れ
る
場
合
も
あ
る
。
成
帝
の

奢
侈
を
風
刺
し
た

甘
泉
賦

を
奏
上
し
た
と
こ
ろ
、
帝
は
こ
れ
を
珍
重
し
た
。
そ
の
後
、

易

に
な
ぞ
ら
え
て

太
玄
經

を

し
、
無
欲
で
心

か
な

生
き
方
を
守
ろ
う
と
し
た
。

書

八
七
下
・
揚
雄
傳
下

哀
帝
時
丁

傅

董
賢
用
事
、

附
離
之

或

家
至
二
千
石
。
時
雄
方
草
太
玄
、
有
以
自

守
、
泊
如
也
。

同

八
七
下
・
揚
雄
傳

曰
…
…
實
好
古
而

、
其

欲
求

成
名

後
世
、
以

經
莫
大

易
、
故
作
太
玄
。

【
抱

】

老
子

第
十
九

見
素
抱
朴
、
少
私
寡
欲
。

を
典
據
と
す
る
語
句
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
こ
の
典
據
か
ら
號
を
と
っ
た
葛
洪
（
號
抱
朴

子
）
か
、
或
い
は

書

抱
朴
子

を
指
す
と

え
ら
れ
る
。

【
開
權
】

法
華
經

解
釋
の

義
で

開
權
顯
實

の
用
語
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
權
方
便
と
し
て
仮
の
あ
り
方
を
開
き
示
す
こ
と
と
解
釋
し
た
。
智

止

三
下

五

權
實

、
權
是
權
謀
、
暫
用

。
實
是
實

、
究

旨

。
立
權
略

三

。
一

實
施
權
、
二
開
權
顯
實
、
三

權

顯
實
。
如
法
華
中
蓮
華
三
譬
。
（T

46,
034a

）

【

之
流
】

と
は

と

施
。

施
は
梁
の

王
に
仕
え
た

と
同
じ
頃
の
人
で
、

と
の
交
渉
も
密
接
で
あ
り
、
二
人
の

で
行
わ

れ
た
議
論
が

子

の
全

に
わ
た
っ
て
見
え
る
。
こ
こ
で
は
、

で
二
人
の
議
論
を

め
た

子

を
指
す
と

え
ら
れ
る
。
劉
峻

廣

交

論

（

五
五
）

莫
不
締
恩
狎
、
結

、
想

之

塵
、
庶
羊
左
之
徽
烈
。

【
南
華

出
】

子

を

南
華

經

に
改
名
し
た
の
は
、

の
天
寶
中
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
直
接

子

を
指
す
の
か

定
で
き
な
い
。

隋
書

經
籍
志
に
は

南
華
論
二
十
五

梁
曠
撰
、
本
三
十

。

と

南
華
論
音
三

が
見
え
る
。

太
宗
下

以

士
三
皇
經
不
足
傳
授
令
焚
除
事

（

集
古

今
佛

論
衡

丙
）

至
如
南
華
幽
求
、
固
是
命
家
之
作
、
不
可
及
也
。
（T

52,
386b

）
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【
命
家
】

慧

撰

高

傳

一
三
・

辯
傳

旦

集
京
師
善
聲
沙
門
龍
光
普
智
新
安

興
多
寶
慧
忍
天
保
超

及

辯
等
、
集
第
作
聲
。
辯
傳

古
維

一

、
瑞
應
七
言

一

。
最
是
命
家
之
作
。
（T

50,
414b

）
及
び
、（
注

）
參
照

【
上
皇
之
元
、
取

徹
之
號
】

上
皇
之
元

は
老
子
が

代
に
こ
の
世
に
降
っ
た
時
の
年
號
。

徹

は

の
武
帝
劉
徹
を
指
す
。

取

徹
之
號

で
、

の
武
帝
が
創
始
し
た

年
號

を
取
っ
た
、
す
な
わ
ち

の
武
帝
に
な
っ
て
初
め
て
年
號
が
創
始
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
以

に
年
號
が

あ
る
の
は
お
か
し
い
こ
と
を
言
う
。
こ
の
議
論
は
、

鸞

笑

論

（

廣
弘

集

九
）
年
號
差
舛
の
條
に
あ
る
。

頭
に

經
序

に
云
う
と

し
て

老
子
以
上
皇
元
年
丁
卯
、
下

師
、
無
極
元
年
癸
丑
、
去

度
關
。
（T

52,
144c

）
と
い
う
記
事
を
引
用
し
、
こ
れ
に
對
し
て
、

笑
曰
、
古
先

帝
王
、
立
年
無
號
。
至

武
帝
、
創

建
元
。
後
王
因
之
、

至
今
曰
。
上
皇
孟
浪
、
可
笑
之
深

（T
52,

144c

）
と
言
い
、
こ
の
あ
と
も
年
號
の
誤
謬
に

つ
い
て
批

す
る
。
因
み
に
、

の
武
帝
を

徹

と
呼
ぶ
例
は
、

魏
書

八
三
・

苑
傳
序
に

及
太
和
在

、

學
、
固
以

徹
、
跨

曹
丕
、

韻
高

、

藻
獨
構
。

と
あ
り
、

續
高

傳

三
・
慧

傳
に
は

故
能
抑
揚

徹
、
孕
育
曹
丕
。
（T

50,
443c

）
と
あ
る
。

【
剖
生
左
腋
、
用
比
能
仁
之
儀
】

釋
迦
が

耶
夫
人
の
右
脇
か
ら
生
ま
れ
た
こ
と
に
擬
え
て
、

妙
夫
人
の
左
脇
か
ら
生
ま
れ
た
と
し
た
。

南

書

五
四
・
顧

傳

佛

二
家
、
立

、
學

互
相
非
毀
。

夷
夏
論
曰
、
夫
辨
是
與
非
、
宜
據

典
。

二

之
源
、
故

標
經
句
。

經
云

老

子
入
關
之
天
竺
維
衞
國
、
國
王
夫
人
名
曰

妙
、
老
子
因
其

、
乘
曰

入

妙
口
中
、
後
年
四

八
曰
夜

時
、
剖
左
腋
而
生
、

地

行
七

、

是
佛

興
焉
。

此
出
玄
妙

。

【
出

】

は

の

で
、

い
の

界
か
ら
出
る
こ
と
。
智

法
華

句

一
上

什
師
云
、
始
出
妻
子
家
、
應
以
乞

自
資
、

活
命
。

出
三
界
家
、
必
須
破
煩

、
持
戒
自
守
。

此
二
義
、
天

怖
其
出

也
。
（T

34,
006c

）

【
統

】

續
高

傳

一
一
・
法
侃
傳

仁
壽
二
年
、

帝
感
瑞
、
廣
召
名

、
用

像

。

侃
往
宣
州
、
安
置

利
。

奉
往
至
、
統

國
風
、

陶
引

俗
。
（T

50,
513b

）

（
藤
井
政
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﹇
釋

﹈
序

ａ曰
、
夫
解
惑
之
生
、
存
乎

見
義

、
傳
聞

ｂ
託
、
信

ｃ辯
舟
師
。
故
四
不

、
位
居
入
流
之
始
、
一
正
定
聚
、
方

渉
正
之

域
。
餘
則
初
染

毛
、
隨
風
揚

、
不

漆
木
、
雖

不

。
是
以

ｄ辯
惑
履
正
、
開

悟

之
機
、
宅
形
安

、
必
據
𥡴

之

。
自
法
流

震
旦
、
信
毀
相
陵
、
多
由
臆

、
師
心
統
決
。
三
際
必
然
之
事
、
乃
謂
寓
言
、
六

昭
彰
之
形
、
言

指
。

夫
以
輪

生
死
、
隨
業
往

、
依
念
念
而
賦
身
、
逐
劫
劫
而
傳

。

以
濠
上
英
華
、

方
生
之
論
、
柱
下
叡
哲
、

其
鬼
不

。
可
謂

長
時
有
盡
、
生
涯
不
窮
。
禹
父

ｅ
能
、

王
變

蒼
犬
、
彭
生

見
、
事
顯

公
、
元
伯

垂
、
名
高

史
、
斯

衆

。

備
書
紳
。

無

之
倫
、
妄
生
推
託
、
便
言
三
后
在
天
、

誘
之
高
軌
。
陳
祭
鬼
饗
、
孝

之
權
猷
。
斯
則

人
倫
之
典
謨
、
越
天
常
之
行
事
、
詭
經

俗
、
不
足
言
之
。

若
夫
繫

魂
之
談
、
經

故
身
之
務
、

ｆ昭
穆
有
序
、

ｇ

重
親
。

、
由
來
之
同
仰
、

霜
興
感
、
列
代
之

倫
。
安
有
捐
擲

生
、

存

己
、

陳
無
鬼
之
論
、
自
許
有
身
之

。

集
已
論
、
今
重
昌
顯
。
固
須

校
名
理
、

討
經
論
、

部
五
千
、
咸
經
目
閲
、

義

八
藏
、
妙

宗

。
若
斯

詣
、
事

ｈ

惑
。

以
、
六
因
四

、
乘
善

而
成
業
、
四
生
六

、
紹
升
沈
之
果
報
。
茲

坦
然
、
非
學
不

。
豈
可
信

庸
之
臆
度
、
排
大

之

略

哉
。
況
復
列
十
度
之
仁
舟
、
濟
大
心

苦

、
分
四

之
階
級
、

小
智
之
邪
山
。
三
學
以
統

乘
、
四
輪
而
摧
八

。
梗

若
此
。
無
由

惑
之
。以

寺
塔
崇
華
、
糜
費

財
ｉ事

、

徒
供
施
、

濫

田
、

犯
滋
彰
、
譏
嫌
時
俗
、

汚
佛
法
、
咸
被
湮
埋
。
故

魏
二
武
、
生
本
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幽
都
、
赫

君
、
胤

ｊ惟

ｋ

。
卿
非
仁
義
之
域
、
性

陶

之
心
。
擅
行
殲

、
誠
無
足
怪
。
今
疏
括
列
代
、

而
次
之
。
庶

ｌ或

、

披
而
取
悟
。
序
之
云
爾
。

﹇
校
勘
﹈

ａ
曰＝

無
し
（

）

ｂ
託＝

記
（
宋
・
元
・

・
宮
）

ｃ
辯＝

辨
（
宋
・
元
・

・
宮
）

ｄ
辯＝

辨
（
宋
・
元
・

・
宮
）

ｅ
能＝

熊
（
宮
）

ｆ

昭＝

（
宋
・
宮
）

ｇ

＝

（
宋
・
元
・

・
宮
）

ｈ

＝

（

）

ｉ
事＝

帛
（
宋
・
元
・

・
宮
）

ｊ
惟＝

唯
（
宋
・
元
・

・
宮
）

ｋ

＝

（
宋
・
元
・

・
宮
）

ｌ
或＝

惑
（
宮
）

﹇
訓
讀
﹈

た
序
に
曰
く
、
夫
れ
惑
を
解
く
こ
と
の
生
ず
る
は
、

く
義

を
見
る
に
存
し
、
傳
聞

託
は
、
信
に
舟
師
を
辯
じ

し
と

す
。
故

に
四
不

は
、
位

流
に
入
る
の
始
め
に
居
り
、
一
正

定
聚
は
、
方

正
し
き
に
渉
る
の
域
に

う
。
餘
は
則
ち
初
染

毛
は
、
風
に

隨
い
揚

し
、
不

漆
木
は
、

す
と
雖
も

ま
ら
ず
。
是
を
以
て
惑
を
辯
じ
正
し
き
を
履
む
に
は
、
悟

の
機
を
開
き
、
形
に
宅
し

に

安
ん
ず
る
に
は
、
必
ず
𥡴

の

に
據
る
。
法
の
震
旦
に
流
れ
て
よ
り
、
信
毀
相
い
陵
ぐ
は
、
多
く
は
臆

に
由
り
、
心
を
師
と
し
統
決
す

れ
ば
な
り
。
三
際
必
然
の
事
、
乃
ち
寓
言
と
謂
い
、
六

昭
彰
の
形
、
言
い
て

指
と

す
。

夫
れ
以
み
る
に
輪

生
死
は
、
業
に
隨
い
往

し
、
念
念
に
依
り
て
身
を
賦
し
、
劫
劫
に
逐
い
て

を
傳
う
。

以
に
濠
上
の
英
華
は
、

方
生
の
論
を

し
、
柱
下
の
叡
哲
は
、
其
の
鬼

な
ら
ず
と

す
。
謂
う
べ
し
、
長
時
は
盡
く
る
有
る
も
、
生
涯
は
窮
ま
ら
ず
、
と
。
禹

父
は

に

能
と

し
、

王
は
變
じ
て
蒼
犬
と

る
。
彭
生

見
わ
れ
、
事

公
に
顯
わ
る
。
元
伯
の

垂
る
は
、
名

史
に
高
し
。
斯

の

衆
し
。
備
に
は
紳
に
書
し

し
。
無

の
倫
、
妄
に
推
託
を
生
じ
て
、
便
ち
言
う
三
后
天
に
在
る
は
、

誘
の
高
軌
な
り
。
陳
祭
鬼
饗

す
る
は
、
孝

の
權
猷
な
り
、
と
。
斯
れ
則
ち
人
倫
の
典
謨
に

き
、
天
常
の
行
事
を
越
し
、
經
に
詭
き
俗
を

す
。
之
を
言
う
に
足
ら
ず
。
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夫
の
繫
に

魂
の
談
を

べ
、
經
に
故
身
の
務
を

ぶ
る
が
若
き
は
、
昭
穆
に
序
有
り
、

び
て
親
を
重
ん
ず
。

き
を

い

り
を

む
は
、
由
來
の
同
に
仰
ぐ
も
の
に
し
て
、
霜
を

み
感
を
興
す
は
、
列
代
の

倫
な
り
。
安
ん
ぞ
生
る

を
捐
擲
し
、

ら

れ
を
己
に

存
し
て
、

に
無
鬼
の
論
を
陳
べ
、
自
ら
有
身
の

を
許
す
こ
と
有
ら
ん
。

集
は
已
に
論
じ
、
今
は
重
ね
て
昌
顯
す
。
固
よ
り
、
須
く
名

理
を

校
し
、
經
論
を

討
す
。

部
五
千
、
咸
く
目
閲
を
經
、
義
は
八
藏
に

じ
、
妙
は
宗

を

る
。
斯
の
若
く

く
詣
り
、
事
は

惑
を

つ
。

か
に
以
え
ら
く
、
六
因
四

は
、
善

に
乘
じ
て
業
を
成
し
、
四
生
六

は
、
升
沈
の
果
報
を
紹
ぐ
。
茲
の

坦
然
た
る
も
、
學
ぶ
に

非
ざ
れ
ば

せ
ず
。
豈
に

庸
の
臆
度
を
信
じ
、
大

の

略
を
排
す
べ
け
ん
や
。
況
や
復
た
十
度
の
仁
舟
を
列
ね
、
大
心
を
苦

よ
り
濟

い
、
四

の
階
級
を
分
け
、
小
智
の
邪
山
よ
り

く
を
や
。
三
學
以
て

乘
を
統
べ
、
四
輪
而
て
八

を
摧
く
。
梗

此
の
若
し
、
之
に
惑

う
に
由
し
な
し
。

た
以
え
ら
く
、
寺
塔
の
崇
華
、
財
事
を
糜
費
し
、

徒
の
供
施
、

田
を

濫
し
、

犯
滋
す
彰
か
に
し
て
、
譏
嫌
の
時
俗
、

ね
く

佛
法
を
汚
し
、
咸
な
湮
埋
を
被
る
。
故
よ
り

魏
の
二
武
、
生
は
本
と
幽
都
、
赫

の

君
、
胤
は
惟
れ

な
り
。
卿
は
仁
義
の
域
に
非

ず
し
て
、
性
は
陶

の
心
を

つ
。
擅
ま
ま
に
殲

を
行
う
も
、
誠
に
怪
し
む
に
足
る
無
し
。
今
列
代
を
疏
括
し
、

し
て
之
を
次
づ
。
庶

く
は
或
は

、
披
き
て
悟
を
取
ら
ん
こ
と
を
。
之
を
序
べ
て
爾
か
云
う
。

﹇
譯

﹈

再
び
序
と
し
て

べ
る
。
い
っ
た
い
惑
い
を
解

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
示
さ
れ
た
義
を
見
分
け
る
こ
と
に
あ
り
、
う
わ
さ
話
や

曖
昧
な
推
測
は
、
ほ
ん
と
う
に
佛
法
を
示
し
指

し
て
く
れ
る

を
見
分
け

く
さ
せ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
だ
か
ら
三
寶
と
戒
を
堅
持
す
る
四

不

は
、
佛

に
入
る
始
め
の
段
階
に
位
置
し
、

の
段
階
で
あ
る
正
定
聚
は
、
正
理
を
渡
り

く

地
に
か
な
っ
て
い
る
。
そ
の
他

は
佛

に
入
り
た
て
で

い
毛
の
よ
う
に
行
い
と
心
が
定
ま
ら
な
い
も
の
は
、
風
に
乗
っ
て
舞
い
飛
ぶ
よ
う
に
〔
世

に
〕

弄
さ
れ
、
不
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轉
で
漆
木
の
よ
う
に
堅
固
な
も
の
は
、
い
く
ら

り
減
ら
し
た
と
し
て
も

く
な
ら
な
い
。
こ
う
い
う
わ
け
で
惑
い
を

ら
か
に
し
て
正

し
き

を
履
む
に
は
、
悟
り
へ
の
機
根
を
あ
り
あ
り
と
さ
せ
、
今
生
の
肉
體
に
宿
ら
せ
佛
法
に
安
ん
ず
る
た
め
に
は
、
必
ず
や
𥡴

の

を

據
り

と
す
る
。
佛
法
が
中
國
に
傳
わ
っ
て
か
ら
、
佛
法
を
信
じ
た
り
誹
っ
た
り
す
る
こ
と
が
交
互
に
現
れ
た
の
は
、
憶
測
で
の

に
よ
っ

て
い
て
、
己
の
分
別
に
し
が
み
付
き
ま
と
め
て
決
め
つ
け
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
三
世
は
必
然
で
あ
る
の
に
、
た
と
え
話
だ
と
い

い
、
六

輪
廻
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
の
に
、
根
據
の
な
い
で
た
ら
め
な

だ
と
し
て
い
る
。

思
う
に
、
六

中
の
何
れ
か
に
生
死
を
繰
り

す
こ
と
は
、
そ
の
業
に
準
じ
行
き
来
し
て
、
肉
體
を
刹
那
刹
那
の
僅
か
な
時

だ
け
付
與

し
、
そ
の

（
こ
こ
ろ
）
を
永

の
時

傳
え
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
だ
か
ら

子
は
、
物
事
の
相
對
性
と
そ
れ
を
超
え
た

地
に
つ

い
て
の
論
理
を

ら
か
に
し
、
老
子
は
、〔
無

の

に
よ
れ
ば
〕
鬼

も
祟
る
こ
と
が
な
い
と

張
し
た
。
こ
の
よ
う
に
も
謂
え
る
だ
ろ

う
、
長
い
時
で
さ
え
い
つ
か
は

わ
り
が
有
る
が
、〔
六

に
輪
廻
す
る
〕
生
涯
〔
生
死
〕
は

わ
る
こ
と
が
な
い
、
と
。
禹
の
父
の

が

熊
と

っ
た
こ
と
、
漢
の
趙
王
が
蒼
犬
と

り
崇
っ
た
こ
と
、
彭
生
が

と
し
て
現
れ
、

の

公
に
祟
り
を
な
し
た
こ
と
や
、

後
漢
書

に

記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
元
伯
（
張

）
の
死
の
直
後
に
友
人
の
夢
に
現
れ
自
ら
の
死
を
知
ら
せ
た
こ
と
な
ど
、
こ
の
よ
う
な
事
は
多
く

あ
り
、〔
大
切
な
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
〕詳
し
く
大
帯
に
記
す
の
が
困

で
あ
る
。
無
知
な
る
人
々
は
、

え
な
し
に
根
拠
の
無
い
推
測
を

こ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
言
う
の
だ
、

古
の
大
王
・
王
季
・

王
の

靈
が
天
に
い
る
の
は
、
人
々
を
正
し
い

に

き
入
れ
る
す
ぐ
れ
た

軌
範
で
あ
る

や
、

死

（
特
に

親
）
の
靈
を
宗
廟
に
祭
り

が
そ
れ
を
享
け
る
こ
と
は
、
孝

の
方
便

な

で
あ
る

、
と
。
こ
れ

ら
は
人
が
踏
み
行
う
べ
き

え
か
ら

く
な
り
、
天

の
目
に
見
え
る
事
實
を
踏
み
越
え
、
法
に
詭
い
て
世
の
中
を

し
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

ま
た

易

繫
辭
傳
に
天
に
昇
り
切
ら
ず

し
て
い
る
魂
が
變

を
も
た
ら
す
と

べ
、
經
典
に
亡
骸
に
對
す
る
務
を

べ
て
お
り
、

そ
れ
は
廟
に
は
昭
穆
の
順
序
が
有
り
、
先

を

び
親

に
親
し
む
す
が
た
を
と
る
。

い
先

を

慕
し
、
自
ら
の
父
母
に
對
す
る
葬
式

の
禮
を
慎
重
に
大
切
に
す
る
の
は
、

先
の
靈
を
同
じ
く
仰
ぐ
こ
と
で
、
霜
を

む
行

に
よ
り
〔
父
母
・

先
に
對
す
る
〕
思
い
を
興
す
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の
は
、
世
々
の
常
理
で
あ
る
。
ど
う
し
て
〔
自
ら
の
〕

源
で
あ
る
父
母
・

先
を

て
て
し
ま
い
、

ら
自
身
の
存
在
に
の
み
關
心
を
よ

せ
、

手
に
無
鬼
の

を
陳
べ
、
自
ら
肉
體
を
保
つ

を
當
て
に
す
る
こ
と
が
有
る
だ
ろ
う
か
。

弘

集

で
已
に

滅
・
不
滅
に
つ
い
て

論
じ
ら
れ
て
い
て
、
今
こ
の

廣
弘

集

で
も
重
ね
て
顯
か
に
し
た
。
固
よ
り
ぜ
ひ
と
も
、
論
理
を
正
し
、
經
藏
・
論
藏
に

え
を
た
ず

ね
、

部
五
千
以
上
に
も
な
る
經
典
は
、
悉
く
讀
み

べ
て
、
聲
聞
・
菩
薩
の
各
四
藏
に

じ
て
そ
の
義
を
知
り
、
お
お
も
と
の

着
點
で

あ
る

妙
た
る
も
の
を
知
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
あ
ま
ね
く

す
れ
ば

惑
を

つ
こ
と
に
な
る
。

心
密
か
に
思
う
。
結
果
を
引
き

こ
す

・
外
の
原
因
（
六
因
四

）
は
、
理
に
順
ず
る
か
（
善
因
果
）

え
る
か
（

因
果
）
に
因
っ
て
そ

の
人
の
業
を
定
め
、
ど
の
よ
う
に
生
ま
れ
る
か
の
形
式
・
出
生
す
る
世
界
（
四
生
六

）
は
、〔
安
定
せ
ず
〕
升
っ
た
り
沈
ん
だ
り
す
る
果
報
を

つ
な
ぐ
。
こ
の
よ
う
な

が

瞭
な

え
で
あ
っ
て
も
、
學
ば
な
け
れ
ば
悟
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
愚

な
人
の
憶
測
を
信
じ
て
、
比

な

い
人
の

快
な

え
を
排
せ
る
は
ず
が
あ
る
ま
い
。
ま
し
て
や
か
さ
ね
て
十
波
羅
蜜
の

え
を
列
ね
、
際
限
の
無
い
苦
そ
の
も
の
の

か
ら

悟
り
を
求
め
る
心
を
す
く
い
、
四

の
順
序
を

ら
か
に
し
、
と
る
に
足
り
ぬ
智
慧
の
邪
見
よ
り

き
出
さ
し
め
る
こ
と
こ
そ
な
お
さ
ら
に

大
切
で
あ
る
。
戒
學
・
定
學
・
慧
學
に
よ
り
聲
聞
・

覺
の

乘
を
も
一
つ
に
し
、
四
輪
に
よ
り
八
つ
の
佛

修
行
の
障
礙
を
く
じ
く
。
大

略
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
、
こ
れ
ら
の
こ
と
に
惑
う
の
に
理
由
な
ど
な
い
。

た
寺
塔
を
華
美
に
す
る
た
め
に
、
財
物
を
ぜ
い
た
く
に
使
い
、

徒
へ
の
供
養
で
は
、〔

・
功

を
受
け
ん
が
た
め
に
、
濫
り
に
佛
・

等
へ
の
奉
仕
を
行
い
〕

田
の

を
そ
こ
な
い
、

ち
が
ま
す
ま
す
顯

に
な
り
、
譏
っ
た
り
嫌
っ
た
り
す
る
俗
人
〔
俗
世

〕
は
、
す

べ
て
佛
法
を
辱
し
め
て
、
咸
な
あ
と
か
た
も
無
く
し
て
し
ま
う
。
北

の
武
帝
と
北
魏
の
太
武
帝
の
二
人
の
皇
帝
は
、
出
生
の
地
は
本
々
北

の
果
て
の
地
で
、
匈
奴
の
赫

勃
勃
と
赫

昌
の

君
は
、
血
統
は
北
狄
で
あ
り
、
そ
の
場

は

が
行
わ
れ
る
土
地
柄
で
は
な
く
、
人
々

を

こ
う
と
す
る
心
を
元
來
持
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
君

が

佛
の
政
策
を
行
っ
た
こ
と
は
ま
こ
と
に
怪
し
む
に
足
ら
な
い
。
今
代
々

の
記

を
整
理
し
て
ま
と
め
、
順
序
立
て
て

纂
し
た
。
願
わ
く
は

惑
に

在
す
る
人
も
、
こ
の
書
を
開
き
見
て
、
悟
り
を
得
ん
こ
と
を
。

以
上
、
序
を

ぶ
。
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﹇
語
註
﹈

【
義

】

續
高

傳

二
十
二
・

律

論

自
初
開
律
、
釋
師
號
法

。
元
魏
孝

、
北
臺
楊
緒
、
口
以
傳
授
、
時

榮
之
。
沙
門

覆
、

紹

緒
、

疏
六

。
但
是
長
科
、
至

義

、
未
聞
于
世
。
（T

50,
620c

）

【

託
】

四
分
律

繁
補
闕
行
事
鈔

上
・
標
宗
顯

（T
40,

004b

）

積
年
、

託
、
況
談
世
論
。

四
分
律
行
事
鈔
資
持
記

上
・

一
之
下
・
釋
標
宗

託
謂
不

事
。
（T

40,
179c

）

【
舟
師
】
佛
法
を
衆
生
に
垂
れ

く

の
例
え
。

廣
弘

集

一
五
・
佛

序

序
曰
、
夫
以
、
蒙
俗
作
梗
、
妙
籍
舟
師
。
師
之
大

、

謂
王

也
。
故
王

往
也
、
若

之

宗
百
川
焉
。
王
之
取
號
、
況

此
也
。
（T

52,
395c

）

集
古
今
佛

論
衡

丁
・
續
附

佛
垂
法
網
、
是
舟
師

形
有
。

（T
52,

395c

）

【
一
正
定
聚
】
三
聚
の
一
つ
。
三
聚
と
は
、
邪
定
聚
・
正
定
聚
・
不
定
聚
の
三
つ
を
い
う
。
正
定
聚
は
、

に
解

し
て
佛
と
な
る
こ
と
が

さ
れ
た

地

を
指
す
。

【
初
染
】
修
行
の
初

段
階
に
お
け
る

を
い
う
。
般
若
流
支
譯

正
法
念
處
經

四
五
・

天
品
之
二
四

夜

天
之
十

初
染
之
時
、

喜
愛
多
、

後
時
苦
多
。
（T

17,
267c

）

【

毛
】
風
に
吹
か
れ
る

毛
の
よ
う
に
、
未
だ

が
不
安
定
な
菩
薩
の
こ
と
を
い
う
。
鳩

羅
什
譯

仁
王
般
若
波
羅
蜜
經

下
・
受
持
品
第
七

善

男
子
、

忍
以

行
十
善
菩
薩
、
有

有

。
譬
如

毛
隨
風
東
西
、
是

菩
薩
、
亦
復
如
是
。
（T

08, 831b

）
智

撰

妙
法
蓮
華
經

句

二
上

若

六
心
已

毛
菩
薩
信
根
未
立
其
位

。
（T

34,
021a

）

【
漆
木
】
佛
の

定
の
堅
固
な
る
こ
と
を
譬
え
て
い
う
。
鳩

羅
什
譯

成
實
論

一
・
發
聚
中
佛
寶
論
初
具
足
品
第
一

佛
定
堅
固
、
如
漆
漆
木
、

餘
人

定
、
如
華
上
水
、
不
得
久
住
。

佛

定
、

無
量
劫
、
次
第
漸
成
。
故
能
具
足
。

如
來
定
、
不
待
衆

若
人
若
處
若

法
等
、
餘
人
不
爾
。
（T

32,

239b

）

【
雖

不

】

論
語

陽
貨

佛

召
、
子
欲
往
。
子
路
曰
、
昔

由
也
聞

夫
子
曰
、
親

其
身

不
善

、
君
子
不
入
也
。
佛

以
中
牟
畔
、
子

之
往
也
、
如
之
何
。
子
曰
、
然
。
有
是
言
也
。
不
曰
堅
乎
、

而
不

。
不
曰
白
乎
、
涅
而
不

。
吾
豈
匏
瓜
也
哉
。
焉
能
繫
而
不

。

【
宅
形
】
形
（
肉
體
）
に
宿
ら
せ
る
こ
と
を
い
う
。
鄭

子

不
滅
論

（

弘

集

五
）

若
其
然
也
、
則
有

賢
愚
、
非
忘
照
而
玄
會
、
順
理

玄
會
、
順
理
盡
形
、

宅
形
。
子
不
疑

其
始
、
彼
此
一
理
而
性

其

耶
。
（T

52,
028c

）

【
師
心
】

子

・
人

世
第
四

仲
尼
曰
、

。

可
。
大
多
政
、
法
而
不
諜
、
雖
固
亦
無
罪
。
雖
然
、
止
是
耳

、
夫
胡
可
以
及

。

師
心
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也
。

【

指
】

根
據
も
な
く

べ
て
い
る
で
た
ら
め
な
言

を
い
う
。

管
子

白
心

上

之
人
、
口
無

也
、
手
無

指
也
。
物
至
而
命
之
耳
。

鸞
撰

笑

論

子

書
（

廣
弘

集

九
・
辯
惑

第
二
之
五
）

統

經
目

、
乃
有
六
千
餘

。

論
見
、
本
止
有
二
千
四
十

。
餘

指
未
出
。
（T

52,
152c

）

【
輪

生
死
】

六

（
六
趣
）
に
生
死
を
繰
り

す
こ
と
を
い
う
。
鳩

羅
什
譯

妙
法
蓮
華
經

方
便
品

以

欲
因

、

三

、
輪

六
趣

中
、
備
受

苦

、
受
胎
之
微
形
、
世
世
常

長
、

少

人
、
衆
苦

逼
迫
、
入
邪
見
稠
林
、
若
有
若
無
等
、
依
止
此

見
、

足
六
十
二
。
（T

08,

008b

）

【
念
念
】

刹
那
刹
那
の
極
め
て
短
い
瞬

。
鳩

羅
什
等
撰

注
維

詰
經

二
・
方
便
品

如

聚
。
…
…
肇
曰
、
…
…
是
身
無
常
、
念
念
不
住
、

如
電
光
暴
水
幻
炎
。
亦
如
畫
水
、
隨
畫
隨
合
。
（T
38,

342b

）

【
劫
劫
】

法
琳
撰

辯
正
論

五
・
佛

先
後

第
三

第
四
佛

、

釋
迦

。
自
餘
續
興
、

乎
劫
盡
爾
。
乃
劫
劫
相
次
、
則
佛
佛
無
窮

也
。

（T
52,

521b

）

【

以
濠
上
英
華
、

方
生
之
論
、
柱
下
叡
哲
、

其
鬼
不

。】

及
び
【
三
后
在
天
】

本

の
當

箇

は
、

ら
く

山
賓
答

を
踏
ま
え
て
書

か
れ
て
い
る
。

山
賓
答

の
そ
の
箇

は
、
何
れ
も

不
滅
を
立
證
す
る
た
め
に
書
か
れ
て
い
る
。

五
經

士

山
賓
答

（

弘

集

十
・

寺
法
雲
法
師
與
公
王

貴
書
（

公
王

貴
答
））

論

限
以

、
豈

曠

。
目

百
年
、
心
惑
三
世
。
謂
形
魄

亡
、

魂

滅
。
斯
則

釋

典
、
復

孔

。
焉
可
與
言
至

、
語
其
妙
理

哉
。
夫

則
有
禮

、
幽
則
有
鬼

。
是
以
孔
宣
垂
範
以
知
死
酬
問
、

立

以
多
才
代

、
詩

三
后
在
天
、
書
云
、

來
格
、
且
濠
上
英
華
、

方
生
之
論
、
柱
下
叡
哲
、

其
鬼
不

。

薪
而
火
傳
、
交
臂
而
生
謝
。
此
皆
陳
之
載
籍
、

其

也
。
（T

52,
066c

）

【
濠
上
英
華
】

子
の
こ
と
を
い
う
。

子
と
濠
梁
の
上
に

ん
だ
こ
と
に
ち
な
む
。

子

外

・
秋
水
第
一
七

子
與

子

濠
梁
之
上
。

子
曰
、

魚
出

容
、
是
魚
之

也
。

子
曰
、
子
非
魚
、
安
知
魚
之

。

子
曰
、
子
非
我
、
安
知
我
不
知
魚
之

。

子
曰
、
我
非
子
、
固
不
知
子

。
子
固
非
魚

、
子
之
不
知
魚
之

全

。

子
曰
、

循
其
本
。
子
曰

汝
安
知
魚

云

、

已
知
吾
知
之
而
問
我
、
我
知
之
濠
上
也
。

【
方
生
之
論
】

彼

と

是

の
相
對
性
を

き
、
そ
の
一
切
の
差
別
と
對
立
を
超
越
し
た

樞

の

地
と
な
る
こ
と
を
い
う
論
。

の
此
彼
是

非
の
相
對
性
を

く
部
分
は
、

子
の

で
は
な
い
か
と
も
言
わ
れ
る
。

荘
子

・

物
論
第
二

物
無
非
彼
、
物
無
非
是
。
自
彼
則
不
見
、
自
知
則

知
之
。
故
曰
彼
出

是
、
是
亦
因
彼
。
彼
是
方
生
之

也
、
雖
然
、
方
生
方
死
、
方
死
方
生
。
方
可
方
不
可
、
方
不
可
方
可
。
因
是
因
非
、
因
非
因
是
。
是
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以

人
不
由
、
而
照
之

天
、
亦
因
是
也
。
是
亦
彼
也
、
彼
亦
是
也
。
彼
亦
一
是
非
、
此
亦
一
是
非
。
果
且
有
彼
是
乎
哉
。
果
且
無
彼
是
乎
哉
。
彼
是
莫
得

其
偶
、
謂
之

樞
。
樞
始
得
其
環
中
、
以
應
無
窮
。
是
亦
一
無
窮
、
非
亦
一
無
窮
也
。
故
曰
莫
若
以

。

【
柱
下
叡
哲
】

老
子
の
こ
と
を
指
す
。

代
に

守
藏
室
之
史
（
柱
下
史
）

で
あ
っ
た
こ
と
に
ち
な
む
。

史
記

六
十
三
・
老
子
韓
非
列
傳
第
三

老

子

、
楚
苦
縣
厲
卿
曲
仁
里
人
也
、
姓
李
氏
、
名
耳
、
字

、

守
藏
室
之
史
也
。
索

按
、
藏
室
史
、

藏
書
室
之
史
也
。

張
蒼
傳
、
老
子

柱
下

史
、
蓋

藏
室
之
柱
下
、
因
以

官
名
。

【
其
鬼
不

】

無

の

に
よ
り
天
下
を
治
め
れ
ば
安
ら
か
に
治
ま
り
、
鬼

も
鬼

と
し
て
の
靈
妙
な
威
力
を
持
た
な
い
（
祟
ら
な
い
よ
う
に
な
る
）

こ
と
を
い
う
。

老
子

六
十

治
大
國
、
若
烹
小
鮮
。
以

天
下
、
其
鬼
不

。
非
其
鬼
不

、
其

不
傷
人
。
非
其

不
傷
人
、

人
亦
不
傷
人
。

夫

不
相
傷
、
故

交

焉
。

【
禹
父

能
】

春
秋
左
氏
傳

昭
公
七
年

鄭
子
産
聘
于

。

侯
疾
。
韓
宣
子

客
、
私
焉
曰
、
寡
君

疾
、

今
三

。
竝
走
群

、
有
加

而
無

。
今
夢

熊
入
于

門
。
其
何
厲
鬼
也
。
對
曰
、
以
君
之

、
子

大
政
。
其
何
厲
之
有
。
昔
堯

于
羽
山
、
其

熊
、
以
入
于
羽
淵
、

實

夏
郊
、
三
代
祀
之
。

盟

、
其
或

、
未
之
祀
也
乎
。
韓
子
祀
夏
郊
。

侯
有

、
賜
子
産

之
二
方
鼎
。

【

王
變

蒼
犬
】

史
記

九
・
呂
太
后
本
紀
第
九

王
有

愛

、
王
后
使
人

殺
之
。
王
乃

歌
詩
四

、
令

人
歌
之
。
王
悲
、
六

自

殺
。
…
…
三

中
、
呂
后
祓

、

、
見
物
如
蒼
犬
、
據
高
后
掖
、
忽
弗
復
見
。
卜
之
、
云
趙
王
如

祟
。
高
后

病
掖
傷
。

【
彭
生

見
事
顯

公
】

春
秋
左
氏
傳

桓
公
十
八
年

夏
、
四

丙
子
、
享
公
、
使
公
子
彭
生
乘
公
。
公
薨
于
車
。
魯
人

于

曰
、
寡
君
畏
君
之

威
、
不
敢

居
。
來
脩
舊
好
、
禮
成
而
不
反
。
無

咎
、

侯
。

以
彭
生
除
之
。

人
殺
彭
生
。

春
秋
左
氏
傳

公
八
年

、
十
二

、

侯
游
于
姑

、

田
于
貝
丘
。
見
大

。

曰
、
公
子
彭
生
也
。（

）
公
怒
曰
、
彭
生
敢
見
。
射
之
。

人
立
而
啼
。
公
懼
、
隊
于
車
、
傷
足
喪

。

…
…【

元
伯

垂
】

後

書

范
式
傳

范
式
字
巨
卿
、
山
陽
金
卿
人
也
、
一
名
氾
。
少

太
學
、

生
、
與
汝
南
張

友
。

字
元
伯
。
二
人
竝

卿
里
。
…
…
式
仕

郡
功
曹
。
後
元
伯

疾
篤
、
同
郡

君

殷
子

晨
夜
省

之
。
元
伯
臨
盡
、

曰
、
恨
不
見
吾
死
友
。
子

曰
、
吾
與
君

盡
心

子
、
是
非
死
友
、
復
欲
誰
求
。
元
伯
曰
、
若
二
子

、
吾
生
友
耳
。
山
陽
范
巨
卿
、

謂
死
友
也
。

而
卒
。
式
忽
夢
見
元
伯
玄

垂

履
而
呼
曰
、
巨

卿
、
吾
以
某
曰
死
、
當
以
爾
時
葬
、
永

泉
。
子
未
我
忘
、
豈
能
相
及
。
式

然
覺

、
悲

泣
下
、

太
守
、

往
奔
喪
。
太
守
雖
心
不
信
而
重

其

、
許
之
。
式
便

朋
友
之

、
投
其
葬
曰
、
馳
往
赴
之
。
…
…

【
書
紳
】

論
語

衞
靈
公

子
張
問
行
。
子
曰
、
言
忠
信
、
行
篤
敬
、
雖

之
邦
行

。
言
不
忠
信
、
行
不
篤
敬
、
雖
州
里
行
乎
哉
。
立
、
則
見
其
參
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也
。
在
輿
、
則
見
其
倚

衡
也
。
夫
然
後
行
。
子
張
書

紳
。

【
三
后
在
天
】

三
后
は
、
大
王
・
王
季
・

王
を
指
す
。
こ
の
三
王
の

靈
が
天
に
い
る
こ
と
を
い
う
。

詩

大
雅
・

王
之
什

下
武
維

、
世
有
哲

王
。
三
后
在
天
、
王
配
于
京
。
王
配
于
京
、
世

作
求
。
永
言
配
命
、
成
王
之

。
成
王
之

、
下
土
之
式
。
永
言
孝
思
、
孝
思
維
則
。
媚
茲
一
人
、
應
侯

順

。
永
言
孝
思
、
昭
哉
嗣

。
昭
茲
來
許
、
繩
其

武
。

萬
斯
年
、
受
天
之

。
受
天
之

、
四
方
來
賀
。

萬
斯
年
、
不

有
佐
。

書

盤
庚

中
第
十

故
有
爽

、
自
上
其
罰
汝
、
汝

能
迪
。

孔
頴

疏

傳
湯
有
至
無
辭
。
正
義
曰
、
訓
爽

、
言
其
見
下
。
故

、
詩

三
后
在
天
。
死

在
天
、
故
言
下
見
汝
。

【

誘
】

慧

撰

沙
門

論

（

弘

集

五
）

如
此
則

禮

向
修
之
不
倦
。
動
必
以
順
不
覺
形
之
自
恭
。
斯
乃
如
來

誘
之
外
因
。
斂
麁
之

妙
跡
。
（T

52,
032c

）

【
陳
祭
鬼
饗
】

禮
記

問
喪

第
三
五

親
始
死
。

斯
徒
跣
。
扱
上
衽
、
交
手
哭
。
…
…
祭
之
宗
廟
、
以
鬼
饗
之
、

幸
復
反
也
。

【
天
常
】

春
秋
左
氏
傳

公
一
八
年

傲

、
以

天
常
。

【
繫

魂
之
談
、
經

故
身
之
務
】
本

の
當
該
箇

は

ら
く

侍
中
王
蒜
答

を
踏
ま
え
て
書
か
れ
て
い
る
。

弘

集

侍
中
王
蒜
答
は
、
梁
武

帝
の

答
臣
下

滅
論

を
う
け
て
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
侍
中
王
蒜
答
中
の

經

故
身
之
義

は
、
武
帝
が

不
滅
を
立
證
す
る
の
に

孝
經

と

禮

記

を
引
用
し
て
い
る
の
を
踏
ま
え
て
、
お
そ
ら
く

孝
經

喪
親

を

し
て
い
る
と
さ
れ
る
（

弘

集

究

參
照
）。
梁
武
帝
の

滅
論
や

不

滅
に
關
す
る
論
は
、

成
佛
義
記

（

弘

集

九
、
沈
績
の
序
注
を
含
む
）
と

答
臣
下

滅
論

（

弘

集

一
〇
）
の
二
つ
が
あ
る
。
し

か
し
、
こ
の
二
つ
を
見
る
限
り
、
直
接

孝
經

を
引
用
し
て
い
る
箇

は
無
く
、
引
用
さ
れ
て
い
る
經
は
、

孟
子

（
※

子

）・

禮
記

と
、

大

般
涅
槃
經

の
三
つ
で
あ
る
。
或
い
は
、

答
臣
下

滅
論

で
は
、

三

設

、
皆
云
不
滅

と
も
言
っ
て
い
る
の
で
、
六
經
全
體
の
こ
と
を
言
う

と
も

え
ら
れ
る
。

侍
中
王
蒜
答

（

弘

集

一
〇
・

寺
法
雲
法
師
與
公
王

貴
書

公
王

貴
答

）

枉

奉

答
臣
下
審

滅
論
。

旨
玄
照
、

群
蒙
。
義
顯
幽
微
、
理
宣
寂
昧
。
夫
經

故
身
之
義
、
繫

魂
之
談
。
愚
淺

辯
、
已

非
滅
。
況
復
叡
思
弘

、
盡
理
窮
微
。
引

證
典
、
煥
然

釋
。
肉
眼
之
人
、
虔
恭

向
、
惑
累
之
衆
、
悛
改

心
。
發

往
、
訓

來
。
伏
奉
淵

、
欣

已
。
王
蒜
和
南
。
（T

52,
062a

）

【

魂
之
談
】

天
に
昇
り
切
ら
ず

し
て
い
る
魂
が
何
ら
か
の
變

を
も
た
ら
す
こ
と
を
い
う
。

易

繫
辭
上
傳

仰
以

天

、
俯
以
察

地

理
。
是
故
知
幽

之
故
。
原
始
反

。
故
知
死
生
之

。

物
、

魂

變
。
是
故
知
鬼

之

。

【
昭
穆
有
序
】

禮
記

大
傳

上
治

禰
、

也
。
下
治
子
孫
、
親
親
也
。
旁
治
昆
弟
、
合
族
以

、
序
以
昭

。
別
之
以
禮
義
、
人

竭

。

【

重
親
】

親

に
親
し
み
、（
そ
の
親

の
発
生
す
る
源
と
し
て
）
先

を

ぶ
こ
と
を
い
う
。

禮
記

大
傳

自
仁

親
、
等
而
上
之
至
于

、
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自
義

、
順
而
下
之
至

禰
。
是
故
人

親
親
也
。
親
親
故

。

故
敬
宗
。
敬
宗
故

族
。

族
故
宗
廟

。
宗
廟

故
重
社
稷
。
重
社
稷
故
愛

百
姓
。
愛
百
姓
故
刑
罰
中
。
刑
罰
中
故
庶
民
安
。
庶
民
安
故
財
用
足
。
財
用
足
故
百
志
成
。
百
志
成
故
禮
俗
刑
。
禮
俗
刑
然
後

。
詩
云
、
不
顯
不
承
、
無

人
斯
。
此
之
謂
也
。

集
古
今
佛

論
衡

丙
・

帝
幸
弘

寺
立
願
重
施

佛

先
後
事
第
八

帝
謂

曰
、
比
以
老
君
是
朕
先
宗
、

重
親

有
生
之
本
、
故
令
在

。
師
等
大
應

。
（T

52,
386a

）

【

】

は
、
自
分
か
ら

く
な
っ
た
先

を
も
、
い
つ
ま
で
も

慕
し
て
、
そ
れ
ら
に
對
す
る
祭
祀
を
鄭
重
に
行
う
こ
と
。

は
、
人
の
死
に
對
す
る
儀
式
（
特
に
父
母
に
對
す
る
葬
式
）
の
禮
を
慎
重
に
大
切
に
す
る
こ
と
を
い
う
。

論
語

學
而

曾
子
曰
、

、
民

厚

。

【

霜
】

易

坤

初
六
。
履
霜
堅

至
。
象
曰
、
履
霜
堅

、
陰
始
凝
也
。
馴
致
其

、
至
堅

也
。

【
無
鬼
之
論
】

未
詳
作

正
誣
論

（

弘

集

一
）

俗
人
常
謂
、
人
死
則
滅
、
無
靈
無
鬼
。
（T

52,
008a

）

書

四
九
・

傳
（

籍
兄
子
咸

咸
子

）

永
嘉
中
、

太
子

人
。

素
執
無
鬼
論
、
物
莫
能

、

自
謂
此
理
足
可
以
辯
正
幽

。
忽
有
一
客

名
詣

、

温
畢
、
聊
談

名
理
。
客
甚
有
才
辯
、

與
之
言
、
良
久
及
鬼

之
事
、
反
覆
甚
苦
。
客

屈
、
乃
作
色
曰
、
鬼

、
古
今

賢

共
傳
、
君
何
得
獨
言
無
。

僕
便
是

鬼
。

是
變

形
、
須

滅
。

然
、

色
大

。
後

餘
、
病
卒

倉
垣
、
時
年
三
十
。

宋
書

六
九
・
范
曄
傳

曄
常
謂
死

滅
、
欲

無
鬼
論
。

王
充
撰

論
衡

二
四
・
譏
曰

夫
祭

、
供

鬼
也
。
鬼

、
死
人
之

也
。
若
非
死
人
之

、
人
未
嘗
見
鬼
之

也
。
…
…
實

、
百
祀
無
鬼
、
死
人
無
知
。
百
祀
報
功
、
示
不
忘

。

【
有
身
之

】

有
身

は
自
分
の
肉
體
の
こ
と
。
自
ら
の
肉
體
に
執
着
し
て
、
そ
れ
を
保
と
う
と
す
る
こ
と
を
い
う
。

抱
朴
子

四

・

・
金
丹

世
人
飽

曰
、
復
未
必
能
勤
儒
墨
之
業
、
治

之
務
、
但
共
逍
遙

、
以
盡
年

。
其

營
也
、
非
榮
則
利
。
或
飛
蒼
走

中
原
、
或
留

盃

以
羹
沸
、
或
以
美
女
荒
沈
絲
竹
、
或
耽
淪
綺

、
或
控
弦
以
弊
筋
骨
、
或

奕
以
棄
功
夫
。
聞
至

之
言
而
如

、

論
而

睡
。
有
身
不
修
、
動
之

死
地
、
不
肯
求
問
養
生
之
法
、
自
欲
割

之
、
煎

之
、
憔
悴
之
、
漉
汽
之
。
而
有

自
寶
秘
其

知
、
無
求

人
、
亦
安
肯
強
行
語
之
乎
。
慧

撰

沙

門
不
敬
王

論

出
家
第
二
（

弘

集

五
）

出
家
則
是
方
外
之
賓
、
跡

物
。
其

也
、

患
累

有
身
、
不
存
身
以
息
患
、
知
生
生
由

稟

、
不
順

以
求
宗
。
（T

52,
030b

）
治
城

撰

駁
顧

士
夷
夏
論

（

弘

集

七
）

跡
密
而
微
。
利
用
在
己
。
故
老
子
云
、
吾

以

有
大
患

、

吾
有
身
。
及
吾
無
身
、
吾
有
何
患
。
老
氏
以
身

大
患
。
吾
子
以
軀

長
保
。
何
其

之
多
也
。
夫
後
身
而
身
先
、
外
身
而
身
存
。
惟
云
在

己
。
未
知
此
談
以
何

辯
。
（T

52,
046c

）

老
子

十
三

何
謂
貴
大
患
若
身
。
吾

以
有
大
患
、

我
有
身
。
及
我
無
身
、
吾
有
何
患
。

【
八
藏
】

聲
聞
乘
と
菩
薩
乘
と
の
四
藏
（
經
藏
・
律
藏
・
論
藏
・

藏
）
を
合
わ
せ
て
、
八
藏
と
す
る
。

宣 作の 究



【
六
因
四

】

結
果
を
引
き

こ
す
た
め
の
直
接
の

原
因
を
因
と
い
い
、
こ
れ
を
外
か
ら
助
け
る

接

原
因
を

と
い
う
。
四

は
、
因

・
次

第

・

・

上

の
四
つ
を
指
す
。
鳩

羅
什
譯

中
論

因

品
第
一

問
曰
、
阿
毘
曇
人
言
、

法

四

生
。
云
何
言
不
生
。
何
謂
四

。

因

次
第

上

四

生

法

更
無
第
五

一
切

有

、
皆

在
四

。
以
是
四

、
萬
物
得
生
。
因

名
一
切
有

法
。
次
第

除

去
現
在
阿
羅

最
後
心
心

法
、
餘

去
現
在
心
心

法
。

上

一
切
法
。
（T

30,
002b

～
c

）

【
四
生
六

】

四
生

は
、
生
物
の
生
ま
れ
る
四
種
の
形
式
（
胎
生
・
卵
生
・

生
・

生
）
を
い
う
。

六

は
、
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
阿
修
羅
・

人
・
天
の
六
つ
を
い
う
。

【
十
度
】

十
波
羅
蜜
に
同
じ
。
波
羅
蜜
は
、
菩
薩
が

い
の
此
岸
か
ら
悟
り
の
彼
岸
に
到
る
た
め
に
修
め
る
行
の
こ
と
。
六
波
羅
蜜（
六
種
の
行
、
布
施
・

持
戒
・
忍
辱
・

・

定
・
智
慧
の
六
つ
の
波
羅
蜜
）
が
あ
り
、
十
波
羅
蜜
は
、
六
波
羅
蜜
に
方
便
・
願
・
力
・
智
の
四
つ
の
波
羅
蜜
を
加
え
た
も
の
。

【
仁
舟
】

隋

衡
撰

弔
延
法
師
亡
書

（

廣
弘

集

二
四
・

行

五
之
二
）

法
師
弱

俗
、
高

塵
表
、
志
度
恢
弘
、
理

悟
。
…
…

信
足
以

澄
什
、
超
邁
安

。
而
法
柱
忽
傾
、
仁
舟
遽

。
匪
直
悲
纏
四
部
、
固
亦
酸
感
一
人
。
（T

52,
280b

～
c

）

【
四

】

四

や
四

と
も
い
う
。
四
種
の

い
の
な
い

理
（
苦

・
集

・
滅

・

）
の
こ
と
で
、
佛
陀
が
最
初
の

法
（
初
轉
法
輪
）

で

い
た
と
さ
れ
、
佛

義
の
大
綱
が
示
さ
れ
て
い
る
。
苦

・
集

は

妄
の
世
界
の
果
と
因
を
示
し
、
滅

・

は
證
悟
の
世
界
の
果
と
因
を
示

し
て
お
り
、
夫
々
順
序
が
あ
る
。

【
邪
山
】

智

止

五
之
上

能
破

、
能
照

、
能
除
怨
、
能
得
寶
、
傾
邪
山
、
竭
愛

、
皆

之
力
。
（T

46,
058b

）

【
四
輪
】

影
寺
慧

撰

大
乘
義

八
之
末
・
八

義

次
就
四
輪
、
以
辨
對
治
。
何

四
輪
、
如
成
實

、
一
住
善
處
、
謂
生
中
國
。
二
依
善

人
、
謂
値
佛
世
。
三
自
發
正
願
、
謂

正
見
。
四
宿
植
善
根
、
謂

現
在

根
完

。
此
四
唯
在
天
人
中
有
故
、
論
名

天
人
四
輪
。

言
輪

、
就
喩
名

也
。
能
摧
八

、
出
生

無
漏
法
輪
。
故
名

輪
。
四
輪
如
是
。
（T

44,
629c

）

【
八

】

地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
長
壽
天
・
邊
地
・
盲
聾

・
世
智
辯

・
佛

佛
後
の
八
つ
を
い
い
、
佛

修
行
の
障
礙
と
な
る

の
こ
と
。
竺

佛
念
譯

長
阿
含
經

九
・
第
二
分
十
上
經
第
六

云
何
八

解
法
。
謂
八
不
閑
妨
修
梵
行
。
（T

1,
055c

）
鳩

羅
什
等
撰

注
維

詰
經

一
・

佛
國
品
第
一

除
八

、
是
菩
薩

土
。
菩
薩
成
佛
時
、
國
土
無
有
三

八

。
肇
曰
、

除
八

之
法
、
土
無
八

也
。
（T

38,
336b

）

【

田
】

を
生
み
出
す
田
の

味
。
佛
・

・
父
母
・
苦
し
み
悩
む

に
敬
い
つ
か
え
て
施
し
、

・
功

を
得
る
こ
と
。
曇
無

譯

優
婆
塞

戒
經

供
養
三
寶
品
第
一
七

善
生
言
、
世

、
菩
薩
已
受
優
婆
塞
戒
、
復
當
云
何
供
養
三
寶
。
善
男
子
、
世

田

有
三
種
。
一
報
恩
田
、
二
功

田
、
三
貧
窮
田
。
報
恩
田

、

謂
父
母
師
長
和
上
。
功

田

、

得
煖
法
、
乃
至
得
阿

多
羅
三

三
菩
提
。
貧
窮
田

、
一
切
窮
苦
困
厄
之
人
。
（T

24,
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）

【
幽
都
】

書

堯
典

申
命
和
叔
、
宅
朔
方
、
曰
幽
都
。

【

】

惑
に

在
す
る
人
の
こ
と
。
康

鎧
譯

無
量
壽
經

下

癡
惑

愛
欲
。
不

。

瞋
怒
。
貪
狼

財
色
。
坐
之
不
得

。

（T
12,

275a

）

續
高

傳

二
十
四
・
釋
法

傳

故
能
光
開
佛
曰
。
弘

塵
蒙
。

之
鄙
夫
。
接
戒
濁
之

首
。
（T

50,
642a

）
（
河
邊

法

宣 作の 究


